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平成２３年第４回西予市議会定例会会期日程表 

 

会期１２月５日（月）～１２月２０日（火）    （会期１６日間） 
 

月  日 曜日 日   程 備  考 

１２月 ５日 月 本会議（開会） 

・理事者提案説明 

・一般質問通告〆切（午後５時 

 迄） 

１２月 ６日 火 休   会 ・議会運営委員会（午後） 

１２月 ７日 水 本 会 議 
・質疑・即決議案採決 

・委員会付託 

１２月 ８日 木 常任委員会  

１２月 ９日 金 常任委員会  

１２月１０日 土 休   会  

１２月１１日 日 休   会  

１２月１２日 月 常任委員会  

１２月１３日 火 常任委員会  

１２月１４日 水 本 会 議 ・一般質問 

１２月１５日 木 本 会 議 ・一般質問 

１２月１６日 金 本 会 議 ・一般質問・討論通告〆切 

１２月１７日 土 休   会  

１２月１８日 日 休   会  

１２月１９日 月 休   会  

１２月２０日 火 本会議（閉会） 
・委員長報告 

・質疑・討論・採決 
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          平成２３年第４回西予市議会定例会会議録（第１号） 

 

１．招 集 年 月 日 平成２３年１２月５日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     会 平成２３年１２月５日 

          午前１０時００分 

１．散     会 平成２３年１２月５日 

          午前１１時０２分 

１．出 席 議 員        

    １番    欠  員   

    ２番  二 宮 一 朗 

    ３番  兵 頭   学 

    ４番  明 智 祥 勝 

    ５番  井 上   勲 

    ６番  小 野 正 昭 

    ７番  松 山   清 

    ８番  宇都宮 明 宏 

    ９番  松 島 義 幸 

   １０番  元 親 孝 志 

   １１番  嶋 川 武 文 

   １２番  沖 野 健 三 

   １３番  森 川 一 義 

   １４番  藤 井 朝 廣 

   １５番  浅 野 忠 昭 

   １６番  岡 山 清 秋 

   １７番  酒 井 宇之吉 

   １８番  兵 頭   勇 

   １９番  山 本 昭 義 

   ２０番  梅 川 光 俊 

   ２１番  菊 地 ミスギ 

   ２２番  大 竹 忠 盛 

   ２３番    欠  員   

   ２４番  坂 本 隆 重 

１．欠 席 議 員 

    な  し 

１．会議録署名議員 

   １３番  森 川 一 義 

   １４番  藤 井 朝 廣 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  九 鬼 則 夫 

   教  育  長  森   英 二 

   公営企業部長  松 山 一 郎 

   会 計 管 理 者  河 野 敏 雅 

   

 総務企画部長  宇都宮 又 重 

   産業建設部長  藤 中   彰 

   生活福祉部長  上 甲 憲 章 

   教 育 部 長  兵 頭 三 樹 

   明 浜 支 所 長  平 田 與 輝 

   野 村 支 所 長  河 野 数 義 

   城 川 支 所 長  福 原 純 一 

   三 瓶 支 所 長  三 好 幸 二 

   消防本部消防長  清 水 敏 昭 

   総 務 課 長  井 上 謙 二 

   財 政 課 長  宗   正 弘 

   企画調整課長  宇都宮 松 夫 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  上 田 甚 正 

   議  事  係  佐 藤 陽一郎 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

       

      議  事  日  程 

 

 １ 会議録署名議員の指名 

  （１３番 森川一義、１４番 藤井朝廣） 

 ２ 会期の決定 

  （１２月５日～１２月２０日 １６日間） 

 ３ 議案第１０４号 西予市田園ロマンの里づ

くり基金条例制定につい

て 

   議案第１０５号 西予市体育施設整備基金

条例制定について 

   議案第１０６号 スポーツ基本法の制定に

伴う関係条例の整理に関

する条例制定について 

   議案第１０７号 西予市立学校及び幼稚園

設置条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１０８号 西予市乳幼児医療費助成

条例の一部を改正する条

例制定について 

   議案第１０９号 西予市国民健康保険診療

所条例の一部を改正する

条例制定について 
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 ４ 議案第１１０号 平成２３年度西予市一般

会計補正予算（第４号） 

 ５ 議案第１１１号 平成２３年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第３号） 

   議案第１１２号 平成２３年度西予市介護

保険特別会計補正予算

（第３号） 

   議案第１１３号 平成２３年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第３号） 

   議案第１１４号 平成２３年度西予市上水

道事業会計補正予算（第

３号） 

   議案第１１５号 平成２３年度西予市病院

事業会計補正予算（第３

号） 

 

 

本日の会議に付した事件 

  

１ 会議録署名議員の指名 

 ２ 会期の決定 

 ３ 議案第１０４号 西予市田園ロマンの里づ

くり基金条例制定につい

て 

   議案第１０５号 西予市体育施設整備基金

条例制定について 

   議案第１０６号 スポーツ基本法の制定に

伴う関係条例の整理に関

する条例制定について 

   議案第１０７号 西予市立学校及び幼稚園

設置条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１０８号 西予市乳幼児医療費助成

条例の一部を改正する条

例制定について 

   議案第１０９号 西予市国民健康保険診療

所条例の一部を改正する

条例制定について 

 ４ 議案第１１０号 平成２３年度西予市一般

会計補正予算（第４号） 

 ５ 議案第１１１号 平成２３年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第３号） 

   議案第１１２号 平成２３年度西予市介護

保険特別会計補正予算

（第３号） 

   議案第１１３号 平成２３年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第３号） 

   議案第１１４号 平成２３年度西予市上水

道事業会計補正予算（第

３号） 

   議案第１１５号 平成２３年度西予市病院

事業会計補正予算（第３

号） 

 

  開会 午前１０時００分 

○議長 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２２名であります。これ

より平成２３年第４回西予市議会定例会を開会い

たします。 

 三好市長より今定例会招集のあいさつがありま

す。 

 三好市長。 

 

○三好市長 皆さんおはようございます。 

 それでは、平成２３年西予市議会第４回目の定

例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申

し上げます。 

 師走に入り、早朝は氷点下にまで冷え込む日が

多くなり、本地域もいよいよ冬将軍の季節が近づ

いてまいりました。 

 先日は、大相撲１１月場所において２１回目の

優勝を果たされた横綱白鵬関と大関琴欧洲関を迎

えて、１６０周年を記念する乙亥大相撲が盛大に

開催されました。当日は、角界を代表する両力士

を一目見ようと多くの方が詰めかけ、より一層に

ぎわいを見せた乙亥大相撲となり、本市ならでは

の地域行事が市内外の交流を生み、活力のあるま

ちづくりになったのではないかと思っておりま

す。 

 さて、ことしも残すところわずかになりました

が、振り返ってみれば、今年度は自然災害や異常

気象の恐ろしさを見せつけられた年ではないかと

思っております。１月当初から強い寒波が襲来

し、日本列島に大雪をもたらしたかと思えば、下

旬には南九州で新燃岳の噴火があり、大量の降雨

が近年の農業、観光を初めとする地域経済に大き
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な被害を与えたことは記憶に新しい出来事であり

ます。 

 ３月には東北地方で１０００年に１回といわれ

るあの強大な地震と津波が発生し、多くのとうと

い命を奪い、岩手、宮城、福島の沿岸地域に破壊

的な被害のつめ跡を残し、人々を震撼させる大災

害となりました。さらに、津波により引き起こさ

れました原発事故は世界じゅうを巻き起こして、

脱原発と再生エネルギーのあり方を問いかける大

変な災害となり、今なお事故収束に向けた懸命な

取り組みがなされておるところでございます。 

 また、９月上旬の台風１２号は紀州半島を中心

に豪雨をもたらし、死者、行方不明が９０人を超

え、平成になって も大きな被害をもたらしまし

た。 

 世界に目を移せば、タイの大洪水、インドネシ

ア半島に上陸した台風による大量の降雨が原因の

ようでございまして、温暖化による異常気象と予

期もしなかった災害を前に、自然に対する畏敬の

念を持ちつつ、将来の地域環境を考えられた１年

でありました。 

 ところで、この洪水の報道を通じ、タイには想

定以上に多くの企業が進出している実態も知らせ

たのではないでしょうか。その数は中小企業を含

めて約６，２００社に上り、３１万人の地元雇用

を生み出しているようであります。工業団地の水

害報道でありましたが、製造業の海外移転、言い

かえれば国内の雇用の空洞化を警戒している報道

に見えなくもありません。東日本大震災による被

害で部品のサプライ・チェーンが寸断される被害

からようやく立ち直った日本の企業が、タイの洪

水で再びサプライ・チェーン寸断に追い込まれ、

減産を強いられた現実に、複雑な思いがいたしま

す。 

 以前から心配いたしましたヨーロッパの金融危

機は、ここに来てとうとう域内の経済大国である

イタリア、スペインにまで波及する一方、先進諸

国の低金利政策で新興国にはけ口を求めたが、多

額の資金がリスクを恐れて新興国から流れ出し始

めているようであります。世界中が金余りなのに

貸し渋りが起きている、バブル時代の日本を思い

起こすような事態となっておりますが、政府にお

いてはどうか適切な対応を講じ、国内の雇用を守

っていただきたいと切に願っているところであり

ます。 

 今年度、市におきましては、かねてから懸案事

項でありました新庁舎を竣工できましたことは、

本庁支所方式によるより機能的な組織体制が構築

できることから、行政事務の効率化が図れ、市民

サービスの向上につながる記念すべき１年でござ

いました。これもひとえに議員各位のご理解、ご

支援のたまものと存じております。ここに衷心よ

り厚くお礼を申し上げます。 

 さて、本定例会でございますが、条例制定３

件、同改正３件、補正予算６件など、合計１２件

を上程し、ご審議をお願い申し上げるものでござ

います。 

 また、今回から一般質問に新たな手法が取り入

れられるようでございますが、趣旨を尊重し、こ

れまで以上に真摯にお答えいたしたいと思いま

す。 

 なお、議案等の提案理由につきましては上程の

際にご説明申し上げますので、何とぞ慎重にご審

議をいただき、ご決定賜りますようお願い申し上

げまして、簡単でございますが、招集のごあいさ

つといたします。よろしくお願いします。 

 

○議長 次に、前定例会以降における諸般の報告

及び例月出納検査報告書は、お手元に配付のとお

りでありますので、お目通しをお願いいたしま

す。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 まず、日程第１、会議録署名議員の指名

を行います。 

 今回の会議録署名議員に１３番森川一義君、１

４番藤井朝廣君の両名を指名いたします。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、会期の決定を議題とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 今回の会期は、本日から１２月２０日までの１

６日間といたしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、今回の

会期は、本日から１２月２０日までの１６日間と

決定いたしました。 
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  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、議案第１０４号「西予

市田園ロマンの里づくり基金条例制定について」

から議案第１０９号「西予市国民健康保険診療所

条例の一部を改正する条例制定について」までの

６件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 議案第１０４号「西予市田

園ロマンの里づくり基金条例制定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 宇和盆地は、広大な水田が保全され、ため池や

水路、背後の２次林などが有機的に連続する多様

な自然環境を形成しており、ツル類や国の特別天

然記念物であるコウノトリが自然に飛来してくる

貴重な地域となっております。ツルやコウノトリ

は生物多様性の指標になると言われ、本市はこの

ことの意義を認識し、えさ場やねぐらなどの自然

環境の保全、住民の理解や協力など社会環境の整

備を図り、ツルやコウノトリも住める、人にとっ

てすばらしい環境を総合的に推進したいと考えて

おります。 

 しかしながら、環境への取り組みが成果を得る

ためには、活動が持続され、広がっていくことが

必要であるため、基金を新たに設定することとい

たしました。 

 本条例は、その効果的な運用を図るため、地方

自治法第２４１条の規定に基づき制定するもので

あります。よろしくご審議の上、ご決定ください

ますようお願い申し上げます。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 議案第１０５号「西予市体育施

設整備基金条例制定について」提案理由のご説明

を申し上げます。 

 本市では、平成１９年に西予市スポーツ振興計

画を策定し、市民のスポーツ実施率を向上させる

ことで、元気で健康なまちづくりを推進すること

としており、市民が安全に利用できる体育施設の

維持管理に努めているところでございます。 

 しかしながら、本市の体育施設については老朽

化が進んでいるため、スポーツ振興の充実を図る

ためには体育施設の拡充、整備、修繕が必要不可

欠な状況となっております。 

 また、平成２９年度には愛媛県において第７２

回国民体育大会の開催が予定されており、本市に

おいては成年女子ソフトボール及び相撲の開催地

として内定されていることから、国体開催地とし

て全国からの選手団を迎え入れる環境整備も必要

となっております。 

 つきましては、今後必要となる体育施設の整備

等に係る基金を新たに設け、その効果的な運用を

図るため、地方自治法第２４１条の規定に基づき

本条例を制定するものであります。よろしくご審

議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げ

ます。 

 続きまして、議案第１０６号「スポーツ基本法

の制定に伴う関係条例の整理に関する条例制定に

ついて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 本条例は、スポーツ振興法がスポーツ基本法に

全面改正されたことに伴い、関係条例の整備を行

うものであります。 

 スポーツ振興法は、１９６１年、東京オリンピ

ックの開催を控えて制定されたもので、施設整備

等に主眼が置かれておりましたが、今回スポーツ

基本法が施行され、スポーツに関する施策の基本

となる事項が時代に則したものに改められたこと

に伴い、関係条例について所要の改正を行うもの

であります。 

 本条例により整備を行った関係条例は、西予市

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例、西予市立学校施設の開放に関する

条例、西予市社会体育施設条例、西予市宇和運動

公園条例及び西予市営球場条例となっておりま

す。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第１０７号「西予市立学校及

び幼稚園設置条例の一部を改正する条例制定につ

いて」提案理由をご説明申し上げます。 

 社会情勢の変化や過疎化、少子化の進展に伴

い、児童数の急激な減少などを背景とした学校教

育の諸課題に適切に対応し、本市の教育が将来に

向けて確固たる基盤を築き発展するために、市及

び教育委員会では平成２１年１０月に西予市小学

校再編計画を策定したところでございます。 

 三瓶地区においては、再編計画に基づき平成２

２年４月に下泊小学校を段階的に蔵貫小学校へ統

合し、同年８月、ＰＴＡ関係者や地域の方々で組
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織する三瓶地区小学校再編推進委員会を設置し、

協議を進めてまいりました。 

 その結果、現三瓶小学校の耐震化による校舎建

設時期を考慮し、再編推進委員会において統合の

時期、場所及び学校名の３本の柱について十分な

協議、検討がなされ、平成２６年４月１日より新

設される三瓶小学校へ統合することで同意を得ま

したので、本条例の一部を改正するものでありま

す。 

 統合校舎の建設費については、義務教育諸学校

等の施設費の国庫負担等に関する法律に基づき国

の負担が定められておりますが、同施行令の規定

により、国庫負担事業申請前に新築または増築す

る学校の統合について、条例またはこれに基づく

規則により定めておく必要があることから、今回

改正させていただくものであります。 

 また、本条例の一部改正に伴い、西予市立学校

施設の開放に関する条例も所要の改正を行ってお

ります。 

 なお、学校施設の跡地利用につきましては、全

市的な課題として協議検討を重ね、財産処分等の

必要な手続を進めていく計画であります。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 議案第１０８号「西予市乳

幼児医療費助成条例の一部を改正する条例制定に

ついて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 西予市の子育て支援は、西予市総合計画及び西

予市次世代育成支援行動計画の後期計画により、

子供を産み育てることに夢と希望が持てるまち西

予を基本理念とし、安心して子育てができる環境

づくりを基本目標として取り組んでいるところで

あります。 

 現在の西予市乳幼児医療費助成制度では、小学

校就学前までの乳幼児に対する入院及び通院に係

る医療費について、市単独事業として平成２０年

度より無料化をしております。近年、長引く景気

の低迷により、子供の医療費は保護者にとって大

きな負担となっていることから、県内各市町とも

中学校修了までの医療費の無料化を目指してお

り、平成２３年４月現在、県内２０市町のうち９

市町が中学校就学前入院の無料化を実施している

ところでございます。 

 今回の改正は、このような状況を踏まえ、平成

２４年度から助成対象を中学校就学前児童の入院

に対する医療費まで拡大し、保護者の経済的負担

の軽減を図り、安心して子育てができる環境を整

えるため、本条例の一部を改正するものでありま

す。 

 続きまして、議案第１０９号「西予市国民健康

保険診療所条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、平成２４年４月より俵津診療所

の診療科目から医科を廃止し、歯科出張診療のみ

を行うことに伴う名称変更によるものでございま

す。 

 なお、俵津地区における診療体制につきまして

は、平成２４年４月から医療法人ゆうの森に俵津

診療所施設の一部を貸与し、医療サービスが提供

される予定になっております。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

  （日程４） 

 

○議長 次に、日程第４、議案第１１０号「平成

２３年度西予市一般会計補正予算（第４号）」を

議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

 

○三好市長 議案第１１０号「平成２３年度西予

市一般会計補正予算（第４号）」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 初めに、国、県の来年度予算編成の動向と本市

の予算編成方針を３月定例議会で本格的にご審議

をいただく前に、一言触れさせていただきたいと

存じます。 

 先月２１日に東日本大震災からの本格復興に向

けた総額１２兆１，０００億円余りの第３次補正

予算が成立し、来年度当初予算編成が本格化して

おりますが、東日本大震災及び急速な円高の進行

を含め世界的な金融経済危機という２つの大きな

危機に直面するとともに、予算要求総額が９８．

５兆円と過去 大となっており、例年にも増して

厳しい国の予算編成を迎えております。 

 こうした中、財政運営戦略に定められた財政健

全化目標の達成に向けた取り組みを着実に進めて
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いく必要があることから、歳出面で基礎的財政支

出予算経費について、恒久的な歳出削減を行うこ

とにより、少なくとも前年度当初予算の規模を実

質的に上回らないよう、できる限り抑制に努める

として、無駄遣いの根絶や不要不急な事務事業の

徹底的な見直しを通じて、歳出全般にわたる改正

に全力を挙げ、それにより確保された財源を用い

て、再生に向けてより効果の高い施策に予算を重

点配分する組み替え基準を定めております。 

 しかしながら、国の基本方針や財政状況の悪化

等に伴う地方財政に及ぼす影響は不透明な部分が

多く、見通しが困難な状況であります。 

 また、地方財政計画における地方交付税につい

ては、自治体に配分する出口ベースで対前年度比

１．６％減の１７．１兆円となっており、さらに

公務員予算の公務員給与の引き下げに伴う配分額

の縮小も考えられるなど、財政再建を重視する野

田新政権にあって、地方自治体に対して厳しい内

容の調整が予想されており、地方財源の確保を強

く要望してまいりたいと考えております。 

 一方、愛媛県においても、来年度予算編成方針

におきまして、危機的な財政状況を背景に、一般

財源の公共事業費を１０％削減するなど、３年ぶ

りの厳しい概算要求基準を果たし、財政健全化に

取り組む姿勢が示されております。 

 県営道路事業負担金事業やがけ崩れ防災対策事

業等の縮小や補助金削減などの影響を懸念してい

るところであります。 

 さて、本市の来年度予算編成におきましては、

そうした国、県の動きを的確に把握するととも

に、誇れる愛着を持てる西予市づくりを基本理念

として、市長マニフェスト２００８の評価結果を

踏まえながら、市の財政状況を直視した上で、持

続可能な財政構造を構築する手法を取り入れまし

たので、次の３つの基本方針により取りまとめた

いと考えております。 

 １つ目は、合併後１０年間のまちづくりの基本

方針となる西予市総合計画を推進する予算とし

て、来年度は仕上げの時期に差しかかることか

ら、従来の取り組みを見きわめまして、地域防災

体制の整備やジオパーク構想の推進、愛媛国体の

推進など、新たな課題に対しまして１７の重点項

目を定め、積極的に施策の推進を図りたいと考え

ております。 

 ２つ目は、経済状況に適切に対応する予算とし

て、主産業である農林水産業の低迷やリーマン・

ショック以降の急激な景気後退により地域経済が

疲弊している現状を踏まえて、国の平成２３年度

補正予算において計上されました防災減災等の施

策経費や円高への総合的対策経費等を活用すると

ともに、地域の実態と将来を見据えた効果的かつ

速効性のある施策の推進により、地域経済の下支

えを切れ目なく行いたいと考えております。 

 ３つ目は、厳しい財政状況の中、効率的な財政

運営を行う予算として、平成１８年度より取り組

んでいる行政評価システムにより、施策枠予算編

成の継続的な運営を行い、全職員の施策予算の考

え方と市の財政状況を十分に理解し、総合的、横

断的に厳しい調整、選択を行い、枠予算を厳守す

ることにより、健全財政の維持に努めたいと考え

ております。 

 すべての市民が西予市の将来に夢を抱き、自然

と共生する快適で安全なまちづくりを確実に推進

できる予算となるよう努力してまいる所存でござ

いますので、ご理解を賜りますようお願い申し上

げます。 

 それでは、今回の補正予算でございますが、既

決いただいております歳入歳出予算にそれぞれ８

億６，９０７万５，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を２５７億６，４０９万２，０００円

と定めるものでございます。 

 今回の補正につきましては、６月の梅雨前線豪

雨及び９月の台風１５号による災害復旧事業、野

村小学校南校舎改築事業、田園ロマンの里づくり

基金事業、体育施設整備基金事業、そのほか早急

に対処すべき課題を中心として計上しておりま

す。 

 その主な内容でございますが、まずは総務費に

つきましては、平成２４年５月１５日任期満了に

伴う西予市長選挙及び西予市議会議員選挙に係る

経費、財団法人宇和町住宅協会の解散による残余

財産の寄附を活用しての土地開発公社運営補助金

を計上しております。総額で１億８，２０６万

７，０００円となっております。 

 次に、民生費では、新体系サービスへの移行に

よるサービス利用者の増等に伴う障害者自立支援

給付負担金を計上しております。総額で４，４２

３万９，０００円となっております。 

 次に、衛生費では、地域医療の現状、将来の医

療体制、医学生発掘のための教育支援等について
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意見交換を行う医師及び医学生の交流会敬作とお

イネの会に係る宇和病院事業会計繰出金を計上し

ております。総額で１，４７７万８，０００円と

なっております。 

 次に、農林水産業費では、関地池、山田大池、

松蔭池、竜沢寺池のハザードマップ作成を支援す

るため、愛媛県が先行して行う下流浸水被害想定

区域図作成に係る負担金を計上しております。総

額で４１４万９，０００円の減額となっておりま

す。 

 次に、商工費では、新庁舎落成記念並びに宇和

文化会館開設２０周年記念の事業として取り組む

テレビ番組開運なんでも鑑定団の公開収録に係る

経費を計上しております。総額で８４万円となっ

ております。 

 次に、土木費では、事業量増加に伴う県営道路

事業負担金を計上しております。総額で６，７６

６万９，０００円となっております。 

 次に、消防費では、明浜、高山地区における海

岸地域住民の津波に対する意識啓発及び津波発生

時に避難の目安となる海抜表示等の製作、設置に

係る経費を計上しております。総額で２５５万

２，０００円の減額となっております。 

 次に、教育費では、小学校耐震化に係る経費、

野村地区の小学校再編計画にあわせて実施する野

村小学校南校舎改築事業に係る経費、重要伝統的

建造物群保存地区内における市指定有形文化財旧

卯之町庄屋屋敷の鳥居門及び御成門に係る土地購

入に係る経費を計上しております。総額で３，４

１７万２，０００円となっております。 

 次に、災害復旧費では、６月の梅雨前線豪雨及

び９月の台風１５号による農地、農業用施設、林

業用施設、道路、橋梁、河川の災害復旧費を計上

しております。総額で９，９８５万１，０００円

となっております。 

 次に、諸支出金では、財団法人宇和町住宅協会

の解散による残余財産の寄附金を活用して、西予

市に飛来するツルやコウノトリと人が共生できる

環境づくりを推進するための田園ロマンの里づく

り基金及び平成２９年度に開催予定の愛媛国体に

伴う会場整備や体育施設の拡充整備に要する経費

の財源とするため、体育施設整備基金を新たに設

置し、積み立てを行っております。また、合併特

例債による地域振興基金積み立てを行っておりま

す。総額で４億３，０４３万４，０００円となっ

ております。 

 以上、歳出予算の概要でございましたが、続き

まして歳入予算についてご説明いたします。 

 まず、国庫負担金では、障害者自立支援給付金

国庫負担金、台風１５号に係る災害復旧費国庫負

担金を計上しております。 

 国庫補助金では、小学校耐震化事業等に伴う学

校建設費国庫補助金、重要伝統的建造物群保存地

区国庫補助金を計上しております。 

 県補助金では、惣川小学校教育用パソコン整備

に係る電源立地地域対策交付金事業費県補助金を

計上しております。 

 次に、寄附金では、財団法人宇和町住宅協会解

散に係る残余財産の寄附として２億９，６９３万

４，０００円を計上しております。 

 次に、市債では、総務費において合併特例債に

よる地域振興基金事業、教育債において三瓶小学

校新築事業に係る減額及び野村小学校南校舎改築

事業に係る増額、災害復旧事業債において６月の

梅雨前線豪雨及び９月の台風１５号に係るものを

計上しております。 

 この上で、歳出に不足します財源措置としまし

て、財政調整基金２億１，４７３万７，０００円

の繰り入れを行っております。 

 以上が主な歳出となっております。 

 また、債務負担行為において、平成２４年度の

議会だより印刷製本費、市長選挙事業に係るポス

ター掲示場作成等委託事業、市議会議員選挙事業

に係るポスター掲示場作成等委託事業、広報せい

よ印刷製本費の設定を行っております。 

 以上ご説明いたしましたが、詳細な点につきま

しては担当課長から補足説明をいたしますので、

よろしくご審議を賜り、ご決定いただきますよう

お願い申し上げます。 

 

○議長 宗財政課長。 

 

○宗財政課長 それでは、予算書に沿いまして補

足説明をさせていただきます。 

 まず、歳出につきましてご説明をいたします。 

 １６ページをお開き願います。 

 ２款１項２２目１９節土地開発公社補助金１億

６，８４３万５，０００円でありますが、本年３

月２８日に解散しました財団法人宇和町住宅協会

の残余財産に係る寄附金を活用して、土地開発公



－8－ 

社業務の健全な運営と公共用地の円滑な取得を図

るため、補助金を交付するものであります。 

 ２２ページをお開き願います。 

 ４款５項１目宇和病院事業会計繰り出し事業１

７２万７，０００円でありますが、このうち西予

市出身等の医師及び医学生を対象に、地域医療の

現状や将来の医療体制などについて意見交換を行

う敬作とおイネの会開催に係る経費として６７万

円を繰り出しております。 

 なお、財源は過疎地域自立促進特別金を充当し

ております。 

 ２３ページ、６款１項５目１９節ため池ハザー

ドマップ作成緊急支援事業負担金１４０万円であ

りますが、市、町が実施するため池ハザードマッ

プ作成を支援するため、愛媛県が先行して行う震

度５弱以上で点検が必要な貯水量１０万トンを超

える宇和町の関地池、山田大池、松蔭池、城川町

の竜沢寺池のため池下流浸水被害想定区域図作成

に係る負担金であります。これをもとに来年度に

ハザードマップを作成する計画となっておりま

す。 

 ２項２目１９節有害鳥獣捕獲補助金３００万円

でありますが、イノシシ等の有害鳥獣のこれまで

の捕獲実績により、今回追加を行うものでありま

す。イノシシの捕獲実績につきましては、昨年度

の１，０１８頭に対し、今年度１０月末現在で既

に１，１４６頭が捕獲されております。 

 ２６ページをお開き願います。 

 ８款２項１目１９節県営道路事業負担金２，０

５７万円でありますが、愛媛県の地震防災関連道

路緊急整備事業で実施される道路１９カ所及び生

活道路改良整備事業で実施される道路３カ所の改

良工事の７％分に当たる負担金を追加計上するも

のであります。 

 ２項３目道路新設改良費１，６６０万円であり

ますが、社会資本整備総合交付金の追加内示によ

る野村町の市道本町中村線舗装及び新病院建設に

関連する宇和町の市道中川地区１３７号線改良に

係る測量設計を委託するものであります。 

 ２８ページをお開き願います。 

 ９款１項４目災害用備蓄物資整備事業１３６万

４，０００円でありますが、東日本大震災の支援

物資として提供した毛布などの災害用備蓄物資を

補充するための経費を計上するものであります。 

 同じく、防災対策啓発活動事業２６万７，００

０円でありますが、明浜町高山地区において津波

に対する意識啓発及び津波発生時に避難の目安と

なる海抜表示板の形状や設置場所などを検討する

ため、電柱及び公共施設等への設置に係る経費を

計上するもので、平成２５年度までに明浜町、三

瓶町の海岸地域全域に設置する計画であります。 

 ２９ページ、１０款２項３目野村小学校南校舎

改築事業１，５７６万２，０００円であります

が、野村地区の小学校再編計画にあわせて耐震診

断の結果、建てかえが必要とされた野村小学校南

校舎の解体、地質調査、設計に係る経費を計上す

るものであります。 

 ３１ページをお開き願います。 

 １０款６項４目重要伝統的建造物群保存地区推

進事業１，２４０万３，０００円でありますが、

保存地区内にある市指定有形文化財の旧卯之町庄

屋屋敷の鳥居門及び御成門の保存活用を目的とし

て、建物に係る土地約２１５平米を購入する経費

を計上するものであります。 

 なお、建造物につきましては無償譲渡されるこ

とになっております。 

 １１款１項１目農地災害復旧事業３，９８５万

８，０００円でありますが、９月１６日から２１

日にかけての台風１５号により被災した農地３７

カ所の復旧に係る経費を計上するものでありま

す。内訳としまして、国庫補助分が宇和町２カ

所、野村町３カ所、城川町４カ所、市単独分が宇

和町２カ所、野村町１２カ所、城川町１４カ所と

なっております。 

 ３２ページをお開き願います。 

 １項２目農業用施設災害復旧事業１，８５１万

９，０００円でありますが、６月１９日から２１

日にかけての梅雨前線豪雨及び台風１５号による

農業用施設４５カ所の復旧に係る経費を計上する

ものであります。内訳としまして、国庫補助分が

宇和町１カ所、城川町１カ所、市単独分が明浜町

１４カ所、宇和町７カ所、野村町７カ所、城川町

１３カ所、三瓶町２カ所となっております。 

 ３３ページ、１項３目林業用施設災害復旧事業

７４５万４，０００円でありますが、同じく林業

用施設３５カ所の復旧に係る経費を計上するもの

であります。 

 ３４ページをお開き願います。 

 ６項１目道路橋梁河川災害復旧事業３，０２７

万６，０００円でありますが、台風１５号により
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被災した道路、橋梁、河川４６カ所の復旧に係る

経費を計上するものであります。内訳としまし

て、国庫補助事業が宇和町１カ所、明浜町１カ

所、野村町１カ所、三瓶町１カ所、市単独事業が

宇和町１０カ所、明浜町１カ所、野村町１１カ

所、城川町２０カ所となっております。 

 ３５ページ、１３款２項１目西予市地域振興基

金事業３億２万１，０００円でありますが、合併

特例債を活用して積み立てを行うものでありま

す。 

 同じく、田園ロマンの里づくり基金事業３，０

００万円、体育施設整備基金事業１億円でありま

すが、財団法人宇和町住宅協会の残余財産の寄附

金を活用して新たに基金を設置し、積み立てを行

うものであります。 

 次に、歳入につきまして説明をいたします。 

 予算書は、戻りまして９ページをお開き願いま

す。 

 １１款２項１目２節児童福祉費負担金２，１０

０万円の減額でありますが、本年４月からの保育

料見直し、入所児童数の減少等による保護者負担

金の減額調整を行うものでございます。 

 １０ページをお開き願います。 

 １３款２項７目１節小学校費国庫補助金４，７

２０万２，０００円でありますが、三瓶小学校改

築事業及び中川小学校校舎、石城小学校校舎、屋

内運動場、野村小学校本校舎、北校舎の耐震化事

業、国の２３年度第１次補正予算により事業計画

を前倒しして実施する高山小学校屋内運動場、渓

筋小学校校舎、土居小学校屋内運動場の耐震化事

業に係る学校建設費国庫補助金の増額でございま

す。 

 １４ページをお開き願います。 

 １７款６項１目公営企業会計繰入金２８０万円

でありますが、上水道施設整備において一般会計

で出資債を借り、上水道事業会計に出資をしてお

り、その出資に対する利益譲与納付金でございま

す。 

 以上、説明とさせていただきます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程５） 

○議長 次に、日程第５、議案第１１１号「平成

２３年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）」から議案第１１５号「平成２３年度

西予市病院事業会計補正予算（第３号）」までの

５件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 議案第１１１号「平成２３

年度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 まず、事業勘定予算からご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正の主な内容は、高額療養費貸し付け

の件数増に伴う貸付金及び貸付収入の増額、平成

２２年度実績確定による特定健診保健指導負担金

返還金の計上であります。 

 歳出では、保険事業費の高額療養費貸付金３０

万円、諸支出金の償還金１５６万４，０００円を

それぞれ増額し、予備費を１５６万４，０００円

減額いたしました。 

 歳入では、諸収入の高額療養費貸付金収入を３

０万円増額いたしました。これによりまして、既

決いただいております歳入歳出予算にそれぞれ３

０万円を増額し、事業勘定歳入歳出予算の総額を

５９億９３８万２，０００円と定めるものであり

ます。 

 次に、診療施設勘定予算についてですが、補正

の主な内容は、診療所の改修に伴う工事請負費及

び備品購入費の計上、診療体制変更に伴う賃金等

の調整、実績見込みによる医療材料費及び診療収

入の増額等であります。 

 それでは、診療所別にご説明をいたします。 

 俵津診療所の歳出では、一般管理費の賃金５２

５万円、旅費１０７万２，０００円をそれぞれ減

額し、修繕料２７万８，０００円、医療廃棄物処

理委託料６万６，０００円、工事請負費７１８万

２，０００円、医業費の医療用機械器具借り上げ

料９２万４，０００円、医薬材料費７５万円、医

療検査委託料１５万円をそれぞれ増額いたしまし

た。歳入では、診療収入２０３万８，０００円、

一般会計繰入金９９万円をそれぞれ増額し、歳入

歳出予算の総額を６，８４９万２，０００円とい

たしました。 

 狩江診療所の歳出では、一般管理費の修繕料２

０万円、医業費の医療用機械器具費３万１，００

０円をそれぞれ増額いたしました。歳入では、一
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般会計繰入金を２３万１，０００円増額し、歳入

歳出予算の総額を６，７７６万８，０００円とい

たしました。 

 次に、高山診療所の歳出では、一般管理費の修

繕料２２万６，０００円、医業費の修繕料３２万

４，０００円、加工用原材料費４０万円をそれぞ

れ増額いたしました。歳入では、一般会計繰入金

を９５万円増額し、歳入歳出予算の総額を１億１

０５万３，０００円といたしました。 

 次に、惣川診療所の歳出では、施設改築費の手

数料２万円、備品購入費２５７万３，０００円を

それぞれ増額いたしました。歳入では、一般会計

繰入金を２５９万３，０００円増額し、歳入歳出

予算の総額を３，３２１万８，０００円といたし

ました。 

 次に、土居診療所の歳出では、医業費の医薬材

料費を９５０万円増額いたしました。歳入では、

診療収入８１６万円、一般会計繰入金１３４万円

をそれぞれ増額し、歳入歳出予算の総額を１億

３，２３６万７，０００円といたしました。 

 続きまして、議案第１１２号「平成２３年度西

予市介護保険特別会計補正予算（第３号）」につ

いて提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、臨時職員の雇用に伴う賃金の増

額と、それに伴い一般会計繰入金を増額するもの

であり、歳入歳出それぞれ２５万１，０００円を

増額し、歳入歳出予算の総額を４９億３，７４１

万３，０００円といたしました。内訳としまし

て、歳出では総務費の介護認定審査会費で介護認

定調査を行う臨時職員の雇用に伴います賃金を２

５万１，０００円増額し、歳入では一般会計繰入

金を２５万１，０００増額をいたしました。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 議案第１１３号「平成２３

年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正の主なものは、前年度事業実施分の

消費税還付金の確定及び社会資本整備総合交付金

対象事業費の追加配分に伴い、宇和処理区の事業

内容を変更するもので、歳入歳出予算にそれぞれ

２，０００万円を増額し、歳入歳出予算を１１億

４，５４８万８，０００円と定めるものでありま

す。歳出では、事業費の施設整備費で工事請負費

２，０００万円を増額するものであります。歳入

につきましては、国庫支出金１，０００万円、消

費税還付金３８６万５，０００円、市債９００万

円をそれぞれ増額し、一般会計繰入金２８６万

５，０００円を減額いたしております。 

 なお、今回の補正では、地方債の限度額の増額

に伴います地方債補正を行っております。よろし

くご審議の上、ご決定くださいますようお願い申

し上げます。 

 

○議長 松山公営企業部長。 

 

○松山公営企業部長 議案第１１４号「平成２３

年度西予市上水道事業会計補正予算（第３号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、明浜上水道におきまして、老朽

化した送水管の突発的な修繕費を補正するもので

あります。 

 １ページをお開きください。 

 第２条の収益的収入及び支出では、収益的支出

のみを補正するものであり、営業費用４５万７，

０００円を増額しまして、総額を６億６８３万

１，０００円といたしております。 

 議案第１１５号「平成２３年度西予市病院事業

会計補正予算（第３号）」について提案理由のご

説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、新病院の建設事業に

係る医師住宅の設計監理業務に関する経費及び本

市における医師と医学生の交流会に関する経費を

増額するものであります。 

 第２条の収益的支出につきましては、宇和病院

のホームページ更新委託料と医師や看護師と職員

の研究研修旅費など合わせまして、医業費用を２

９２万３，０００円増額し、収益的支出の総額を

２９億８，３３４万７，０００円といたしており

ます。 

 第３条の資本的収入につきましては、新病院建

築に伴う出資金として１７２万７，０００円を増

額し、医師住宅設計業務委託料の財源として企業

債６６０万円を増額いたしました。これにより、

資本的収入の総額を２億８，６４３万１，０００

円といたしております。 
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 また、資本的支出につきましては、新病院建設

事業に係る人件費及び事務費の不足分１０５万

５，０００円を増額し、医師住宅建築に係る設計

業務委託料として６６０万２，０００円を新たに

計上いたしました。さらに、医師及び医学生を対

象に、本市における地域医療の現状や将来の医療

体制等について意見交換を行うことを目的とする

交流会敬作とおイネの会の経費として６７万円を

新たに計上いたしました。これにより、建設改良

費を８３２万７，０００円増額し、資本的支出の

総額を４億９，９１２万３，０００円といたして

おります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 １２月７日は午前９時から質疑を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午前１１時０２分 
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          平成２３年第４回西予市議会定例会会議録（第２号） 

 

１．招 集 年 月 日 平成２３年１２月７日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 平成２３年１２月７日 

          午前 ９時００分 

１．散     会 平成２３年１２月７日 

          午前１０時５４分 

１．出 席 議 員        

    １番    欠  員   

    ２番  二 宮 一 朗 

    ３番  兵 頭   学 

    ４番  明 智 祥 勝 

    ５番  井 上   勲 

    ６番  小 野 正 昭 

    ７番  松 山   清 

    ８番  宇都宮 明 宏 

    ９番  松 島 義 幸 

   １０番  元 親 孝 志 

   １１番  嶋 川 武 文 

   １２番  沖 野 健 三 

   １３番  森 川 一 義 

   １４番  藤 井 朝 廣 

   １５番  浅 野 忠 昭 

   １６番  岡 山 清 秋 

   １７番  酒 井 宇之吉 

   １８番  兵 頭   勇 

   １９番  山 本 昭 義 

   ２０番  梅 川 光 俊 

   ２１番  菊 地 ミスギ 

   ２２番  大 竹 忠 盛 

   ２３番    欠  員   

   ２４番  坂 本 隆 重 

１．欠 席 議 員 

    な  し 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  九 鬼 則 夫 

   教  育  長  森   英 二 

   公営企業部長  松 山 一 郎 

   会 計 管 理 者  河 野 敏 雅 

   総務企画部長  宇都宮 又 重 

   産業建設部長  藤 中   彰 

   生活福祉部長  上 甲 憲 章 

    

教 育 部 長  兵 頭 三 樹 

   明 浜 支 所 長  平 田 與 輝 

   野 村 支 所 長  河 野 数 義 

   城 川 支 所 長  福 原 純 一 

   三 瓶 支 所 長  三 好 幸 二 

   消防本部消防長  清 水 敏 昭 

   総 務 課 長  井 上 謙 二 

   財 政 課 長  宗   正 弘 

   企画調整課長  宇都宮 松 夫 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  上 田 甚 正 
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  開議 午前９時００分 

 

○議長 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２２名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

 ただいまから日程順に質疑を行いますが、質疑

は大綱のみの質疑に願います。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、議案第１０４号「西予市田園

ロマンの里づくり基金条例制定について」から議

案第１０９号「西予市国民健康保険診療所条例の

一部を改正する条例制定について」までの６件を

一括議題といたします。 

 まず、議案第１０４号「西予市田園ロマンの里

づくり基金条例制定について」に対する質疑を行

います。 

 質疑はありませんか。 

 ７番松山君。 
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○７番松山清君 ただいまのその田園ロマンの里

づくり基金条例で、一般会計の補正予算のほうに

も３，０００万円ということで出ておるわけです

けども、この内容的にはツルとかコウノトリに対

する環境整備ということで説明を受けとるわけで

すが、この鳥というのはいろいろ飛んでいったり

するわけで、最終的にその中のどういったところ

を目指すのか、例えばそれが土地の取得を目指す

のか、ハード的な整備した公園等を目指すのか、

そういったビジョンをお聞かせ願えたらと思いま

す。 

 

○議長 市長。 

 

○三好市長 それでは、松山議員の西予市ロマン

の里づくり基金条例の関連についての質問に答え

させていただきますが、私どもは鳥から選ばれた

市だと思っております。コウノトリなり、あるい

はツルがこのように飛んできてくれるっていうの

は、恐らく大空から見て、ここがすばらしい環境

の土地であると彼らは認識しておるんじゃなかろ

うかなと思っております。やはり、そういうすば

らしい環境を守るということを、私たちの今の時

代に生きる者として大事なことではなかろうかな

と、このように思うわけであります。 

 その中で、今回このようなありがたいまず寄附

をいただいたものですから、それを有効活用にす

る一つの方法論として、こういうような基金をつ

くらせていただきました。今おっしゃる目指すも

のにつきましては、ハード、ソフト両方を今後考

えていったらなと、このように思います。例えば

ハードであった場合は、土地の取得っていうのは

今のところには頭にないわけでありますけれど

も、例えば魚道をつくっていくとか、そういう環

境整備等々も含まれてあるんじゃなかろうかな思

います。いろいろなことをまだ想定できる範囲で

はまだまだでありますけれども、そういうこと、

ハード、ソフトを目指しながらやっていきたい

と、このように思います。 

 以上です。 

 

○議長 １７番酒井君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 私も先般、出水市のほう

へ１０月ごろ行ってまいりまして、現地の方々

と、そして管理される方々とお話をさせていただ

いてまいってきました。 

 非常に舞いおりてくるときには荘厳であるとい

うようなお話を聞きまして、もともとあそこの場

合は、非常に自分とこの渇水状態の田畑をつくる

形の中から派生的にできた広い敷地があるという

ような経緯がございます。この西予市におきまし

ては、自然環境の中からあちらから来たというよ

うな感じがいたしておりますし、またふんの問題

だとか、いろんな余りにもツルだけではなしに、

カモだとかそういうものが非常に多くなって、え

さを与える。もちろん国から予算をいただいてる

ようでございますが、このようなところをこれか

ら先進地視察を地元、関係者、そういうことも基

金の中から流用されてやられるのか、それとも特

別な予算をつくられて、また新しい視察研修をし

て、プロジェクトをつくってやられるのか、組織

体制について少しお聞きさせていただいたらと、

かように思います。 

 

○議長 市長。 

 

○三好市長 今のご質問でございますが、出水の

ほうが日本の中の飛来地ということで、あのよう

に有名になっております。そういうとこに酒井議

員が視察されて、つぶさに見ていただいとること

は敬意を表したいと思います。 

 今ご案内のとおり、コウノトリやツルの地元で

は見守り隊というようなものがつくられておりま

すけれども、今はそっと見守っていって、なるべ

く１００メーターあるいは２００メーター以内に

近づく人があったら、その方々が近づかないよう

にしてほしいというような、見守るということを

主に目的に地元の方はされておると思います。そ

ういう中で、今後例えばそういう研修等々もした

いというようなお話があったら、この基金を使う

かどうかは別にしても、そういう活動もあってい

いのかなと、そのようには思っておるところであ

ります。 

 ともあれ、環境ですから、もう一つはこの中で

ここに書いておりますように、共生ですから、一

方だけではいけないわけです。両方考えた上の施

策をつくっていく必要があろうと思います。 

 以上です。 
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○議長 １６番岡山君。 

 

○１６番岡山清秋君 おはようございます。 

 ただいま私は城川町の出身でございますが、先

般からおかげさまで城川町もこの議会、本会議場

の内容がＣＡテレビ等々で放映されまして、情報

源が本当によくなっております。心から敬意を表

するものでございます。ありがとうございまし

た。 

 そういったことを踏まえて、今恐らく市民の方

はこのテレビの前でこの現状を見ておられると思

います。したがいまして、せっかくの機会ですか

ら、今回の１０５号、１０６号について、国体関

係の関連をすることでございます。 

 

○議長 次…… 

  （１６番岡山清秋君「ごめんなさい」と呼 

  ぶ） 

 岡山君、次に…… 

  （１６番岡山清秋君「ごめんなさい、そうで 

  すか、済いません」と呼ぶ） 

 次に、議案第１０５号「西予市体育施設整備基

金条例制定について」に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １６番岡山君。 

 

○１６番岡山清秋君 失礼いたしました。早とち

りでございました。 

 今ほど言っておりましたように、１０５号、１

０６号につきましては、国体関係が大いに入って

くるんじゃなかろうかと思いますが、愛媛国体を

見据えた上での条例改正等々になっているんじゃ

ないかと思います。そういったことで、１つ、２

つお尋ねをいたしますが、先般この国体の会場で

あります、今予定をしとられます運動公園、また

宇和球場等々の国体関係の視察団がこの愛媛県に

も来られました。当然、西予市にも入ってこられ

ました。 

 私も立ち会いをしたわけでありますけれども、

そこら辺の内容等いいますか、できれば報告でき

る範囲のどういうことを指摘されたのか、今から

どのようにこの会場等々を整備しておかなければ

ならないのか、そういったご意見等々もあろうか

と思いますし、また今回この整備するに当たって

は、どの程度の範囲整備をされるのか、具体的な

ことがわかれば知らせておいていただきたい。 

 そして、それに当然予算が伴うことですけれど

も、まだ大まかなことしかわからないだろうと思

いますけれども、国体関係について国、県の補助

というものはどれぐらいあるのか、またそれがわ

からなければ、今までの前例等々もありますの

で、そういったことも踏まえて大体これぐらいの

国、県の補助がありますよと、そして地元の西予

市の持ち出しというものが大まかにどれぐらいに

なるのかなというようなことの内容。 

 そしてもう一点は、国体の選手の育成というも

のも関連するわけでありますけれども、今当然も

う５年、６年後ですけれども、それに踏まえて選

手の育成というものについては、恐らく指導者と

いうものが一番重要になってきますけれども、関

連しますから言いますけれども、逆に指導者の育

成というもの、また今おられる現指導者の中のい

ろいろな各地区においての指導方法といいます

か、そういったことについて、現に先般県のほう

の、松山のほうで県中学の駅伝大会がありまし

た。この結果は皆さん方ご存じだろうと思います

けれども、宇和中学校が今年はアベック優勝、男

女優勝をねらえるまでの力になっておられます。

結果、女子の部は準優勝ということで、すばらし

い成績をおさめました。男子も４位でしたか、そ

ういった上位に食い込まれました。 

 といいますのも、選手のそれぞれの力もさるこ

とながら、能力もさることながら、一番はすばら

しい指導者が今おられるということが、これは現

実見られるわけでございます。そういったことも

ありますので、当然国体となれば、今の小学生の

高学年、また中学生、高校生、学生がちょうど５

年、６年後には対象になってくるだろうと思いま

す。 

 したがって、今の段階で、私は体協の関係の立

場として、事あるごとには選手の育成については

皆さん方は注意をして見ておってくださいという

ことは事あるごとに言っておりますけれども、

我々体協としては限界が限られております。当

然、財政的なもんも体協にはございませんからで

きませんけれども、そこらあたりのことは市のほ

うでやっていただく、また市長さんもそこら辺の

力は入れておられると思いますけれども、今後ど

のようにしていきたいのか、どのようにされるお

つもりか、市長さんの腹一つだろうと思います。
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そこらあたりも、今宇和中学校のみならず、西予

市内の全生徒を対象に、小・中・高校生、一般も

含めてですけれども、全選手を対象にして、国体

選手をこの西予市から何とかして出そうじゃない

かというお心当たり、市長の腹も聞かせていただ

きたいと思いますが、この２つについてお尋ねを

いたしたいと思います。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 ただいまの岡山議員の質問にお

答えさせていただいたらと思います。 

 愛媛国体でございますが、第２７回愛媛国体が

２０１７年、平成２９年に愛媛で開催されること

が決まっておりますけども、その種目の会場とし

て、ご存じのように、西予市におきましては相撲

及び成年女子ソフトボールの開催地として内定を

受けているところでございます。 

 それで、その会場につきましては、ソフトボー

ルにつきましては宇和運動公園多目的広場、宇和

球場、それから相撲につきましては乙亥会館を予

定しておるとこでございます。 

 それで、本年度、ちょうど国の競技団体の正規

視察というのがございまして、これは各会場を見

ていただいて、その修繕箇所等について会場とし

てふさわしいようにはどうあるべきかということ

で、いろいろ指導を受けております。 

 多目的広場については、ソフトボールの会場の

例えば観客席はどうするのか、そしてホームベー

スからその会場はどうするのかとか、いろいろな

質問がされまして、それについていろいろ指摘を

受けております。今後、そういった指摘に基づき

まして改修計画を立てていくわけでございますけ

ども、宇和運動公園、宇和球場とも老朽化が進ん

でおりまして、改修には多額の経費がかかると思

っておりますけども、身の丈に合った改修計画を

今後立てていきたいと考えております。 

 それから、施設整備や既存の施設備品等では賄

い切れない、例えば特大テントとか休憩所、そう

いったものについては今後仮設で対応していきた

い、そのように考えております。 

 事業費の関係でございますが、まだそういった

視察が、ソフトボールは終わっておりますが、相

撲については今月の２２日に競技団体の正規視察

を受ける予定にしておりますので、そういった視

察を全部受けまして、改修計画を立てて、金額を

はじき出していきたいと、そのように考えており

ます。 

 また、県の補助につきましては、各会場もとで

ある市町村の整備計画、それを全部集計しまし

て、その後県がどのぐらいの補助ができるという

県の補助率が決定されます。そういった形ですの

で、まだ現在進行中で確かなことはわからない状

況でございます。 

 それから、国体に向けた選手の育成についてで

ございますけども、平成２３年度、２４年度に西

予市開催の競技のソフトボールと相撲協議に関す

る備品の購入を予定しておりますが、授業とかク

ラブ活動とか各種イベント等に十分に活用いただ

くとともに、両種目の教室を開催して、競技人口

の拡大に努めていきたいと考えております。 

 また、競技団体との連携を図りながら底辺拡大

に努め、また競技力の向上に向けた教室とか講習

会を今後開催していく予定でございます。そうい

った形で選手の育成を図りたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○議長 市長。 

 

○三好市長 それでは、私のほうから今の最後の

点、重複するかもしれませんけど、その点だけち

ょっとお話をさせていただきたいと思います。 

 選手の育成や指導者の育成っていうのは、これ

は非常に大事なことであろうと思っております

し、やはりその素地を磨いたら光るような選手も

この西予市の中にいろいろおられるんだと思いま

す。例えば、一つの例で三瓶の三好悠介選手、水

泳ですけども、彼なんかは恐らく将来国体に限ら

ずオリンピックに出るだけの素地を持っておる選

手ではなかろうかなと、このように思いますが、

そういう方々が全国大会等々に出られると垂れ幕

を私ども、それぞれの庁舎、支所にしております

けども、ああいう選手は恐らく基本的な選手能力

が高い選手ではなかろうかなとは思っております

が、それ以外にも有能な選手が恐らく今後出てく

るでしょう。 

 そういう選手を磨くためには、やはりしっかり

とした指導者を育成しなくてはいけないというの

は根本だと思います。これにつきましては、社会
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教育の現場からはなかなか難しいので、やはり学

校教育の中に求めざるを得ないというような現実

があると思います。やはりそれは、そうなると先

生方でございますから、県の人事等々も含めて、

市のほうも有能な先生が配置いただくような要望

もしていくことも必要じゃなかろうかなと思いま

す。 

 今おっしゃられた宇和中学校をご指導いただい

とる先生の指導能力が、陸上については高いとい

うことも私どもも認識しておりますし、高校レベ

ルでも宇和高の陸上を教えられる先生、あるいは

野村高校のラグビーや野球を教えられる先生、非

常に指導能力が高いということも聞いております

が、そういうことは学校教育の現場では、こっち

に配置いただく、あるいはおっていただくという

ことを要望するというようなことに尽きるんじゃ

なかろうかなと、このように思っております。そ

ういう活動は今後やっていきたいな、このように

思います。 

 以上です。 

 

○議長 １２番沖野君。 

 

○１２番沖野健三君 今回のこの体育施設整備基

金についてなんですけども、この中に国体に向け

て施設の拡充もしくは整備ということになってお

ります。 

 その中で私が特に問いたいのは、長年にわたっ

て私も宇和球場の改修についてはこの本会議でも

お願いしてまいりましたが、今回国体に合わせて

整備拡充するということで、非常に私も安心して

おります。 

 その中で１つお願いがしたいことは、ソフトに

向けての拡充、整備じゃなしに、宇和球場という

のは硬式野球、軟式野球も使用するわけです。こ

れからずっと長年にわたって、ソフトが終わって

も使用していきます。だから、そこら辺を視野に

入れて改修していただきたい。特に、硬式野球に

ついてお願いしたいのは、今の広さでいいのかと

かいろいろあると思います。そういうご意見をま

たあらゆる方面の方から聞いていただいて、特に

高校野球関係者、軟式野球もしかりですけども、

そういう関係者から聞いていただいて、できたら

建設委員会という名のものもつくっていただい

て、すばらしい野球場にしていただきたいという

のが私のお願いであります。 

 ２９年のソフトだけの施設というんじゃなし

に、お願いしたいのは軟式野球、それから硬式野

球についても視野に入れて整備、拡充をしていた

だきたいということであります。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 ただいまのご質問ですが、整備

につきましては国体終了後の利活用も視野に入れ

た整備をしていきたいと、そのように考えており

ます。 

 また、整備につきましては、いろいろな競技団

体の皆さんのご意見も拝聴したいわけであります

ので、それにかかわる委員会を設けて、いろいろ

施設整備については検討していきたいと、そのよ

うに考えております。 

 

○議長 次に、議案第１０６号「スポーツ基本法

の制定に伴う関係条例の整理に関する条例制定に

ついて」に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ６番小野君。 

 

○６番小野正昭君 兵頭部長にお聞きをいたしま

す。 

 ３点ほどお伺いをいたしますが、まず国のいわ

ゆるスポーツ振興法からスポーツ基本法になった

のはご案内のとおりでありますが、これに基づい

て今現在委嘱をされております体育指導員、これ

をスポーツ推進員に改めるという条例になってお

りますけれども、これはまず任命なのか委嘱なの

か、この１点をお聞きします。 

 それから２点目ですけれども、国体があと６年

ちょっとしかございませんけれども、以前の部長

の答弁で、国体準備室を設けると、このような答

弁をされましたけれども、この国体に向けてのい

わゆる中心的な役割をするのがこの推進員なの

か、それとも５町には体育指導員以外にそれぞれ

経験豊富な方がおいでになります。そこらあたり

をよく精査をして、遺漏のないような国体に向け

ての準備員の委員さんを委嘱、任命するお考えが

あるのかないのか。この２点をまずお聞きしま

す。 
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○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 現在の体育指導員でございます

が、現在３６名委嘱しておりますが、今後将来に

向けて定数等の検討もしていかなければならない

と考えておりますが、これについては委嘱という

形で考えております。 

 あと、指導員でございますけども、推進員とい

う形になりますが、今まで従来どおり市主催の体

育行事に関しての運営とか協力とか、また地域の

各種イベント等における実技指導等に当たってい

ただきたいと、そのように考えております。 

○議長 ６番小野君。 

○６番小野正昭君 今１点、私のお伺いした件に

ついて答弁が漏れとると思うんですけれども、そ

の体育指導員だけを推進員にして、国体準備室を

設けられるという、以前答弁されましたですね。

その準備室の中に、指導員だけが当たるのか、そ

れとも私の意見としては５町に隠れた人材がおい

でになるので、国体に向けて万全を期すために、

他のそういう人材を委嘱なり任命するお考えはな

いのか、この点をお聞きしたと思うんですけど

も。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 お答えいたします。 

 国体開催に向けて、やはり多くの方の専門的な

意見というのも大切になってきます。必要になっ

てきます。これが重要でございますので、市内に

おられるいろいろな人材の方々がまた活躍いただ

けるような組織、準備室等について、今後検討し

ていきたいと思っております。 

 

○議長 ６番小野君。 

 

○６番小野正昭君 まだ構わんかな、もう一点…

…。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 失礼します。 

 先ほどの質問に追加させていただきます。 

 準備室というのは職員だけの構成でございます

が、それを作業を進める上でいろんな方々の地域

におられる人材の活用を今後図っていきたい、そ

のように考えております。 

○議長 もう一回だけにします。 

 ６番小野君。 

○６番小野正昭君 ぜひ、せっかく西予市に２つ

の種目が来るわけですから、他の市町村に恥ずか

しくないような成果を上げれるように、幅広くそ

ういう人材に当たっていただいて、成功するよう

な努力をぜひ私のほうからもお願いをしたいと思

います。 

 それともう一点、３点言いましたんであと一点

ですが、以前に西予市のスポーツ振興法ですか、

冊子が出たと思います、もう四、五年前に。その

方たちのいわゆる何名かが委員になってますよ

ね。この方らの任期は１年なのか、それがまだ継

続して続いとるのか、その辺を１点まずお伺いを

して、これがずっと国体まで続くんであれば、委

員のいわゆる充て職でされとる方のし直しをされ

とるのかどうか、また追加をされるのかどうか、

この１点を合わせて計３点になりますので、お願

いをしたらと思います。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 スポーツ振興計画についてでご

ざいますが、国のスポーツ基本計画が今後策定さ

れる予定でございますけども、今現在西予市にお

きましても西予市のスポーツ振興計画というのを

平成２９年に策定しておりますけども、その新し

く国が策定された計画との比較検討を行いまし

て、大きな違いがあるとか、そういった内容の乖

離があるようでありましたら、今後市の計画も改

めていかなければならないと考えておりますが、

その折に委員構成等についても今後検討していき

たい、そのように考えております。 

 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前９時

２９分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前９時３４

分） 

 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 先ほどの小野議員の質問にお答

えいたします。 

 西予市スポーツ立市振興計画の委員でございま
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すけども、任期が平成２３年、今年度いっぱいと

なっております。今後、委員の皆さんをまた検討

しながら、見直しを検討していきたいと、そのよ

うに考えております。 

 

○議長 次に、議案第１０７号「西予市立学校及

び幼稚園設置条例の一部を改正する条例制定につ

いて」から議案第１０９号「西予市国民健康保険

診療所条例の一部を改正する条例制定について」

までの３件に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ２２番大竹君。 

 

○２２番大竹忠盛君 議案第１０８号について、

所管外でございますんでお尋ねをいたしたいと思

います。 

 この条例につきましては全面的に賛成をする立

場からのお尋ねでございますが、これ当然財政的

な措置が伴うことだろうと思いますんで、２３年

度、この助成金額がどのようになっておるのかと

いう現状、それから条例を改正された後の財政支

出の見込み額についてお尋ねをいたしたいと思い

ます。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 今ほどの大竹議員からのご

質問でございますけれども、２３年度の助成額と

いうことになりますと、これ今ゼロ歳から６歳ま

での入院、通院費を含めてでございますが、金額

的には６，５８０万円程度を予定をしておりま

す。 

 がしかし、今年度上半期の状況を見ますと、若

干ふえておりますので、この６，５８０万円では

２３年度については賄い切れないであろうと、こ

のような予定をしております。 

 条例改正後の小学生の入院費の見込み額でござ

いますけれども、医療費の伸び等を勘案した中

で、４５０万円程度であろうというふうに推測を

しておるところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ２番二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 同じく、議案第１０８号につ

いてお尋ねをいたします。２点お尋ねをいたしま

す。 

 私もこの医療費の中学校就学前までというのは

本当にありがたいことだなと思っておりますけれ

ども、きのうの議案説明の中で言われました県内

２０市町の９市町が実施しているという今回のこ

の条例改正に至った理由、それもそうかなとは思

うんですけれども、私自身は中学生までできれば

対象としていただきたいなという思いの中で、

近々一般質問でもしようかなと思っていたところ

であります。 

 県内で中学生まで実施しているところがあるの

かどうかというのが１点と、それとこの小学校ま

で対象になったときに、医療費の支払い方ですけ

れども、償還払いなのか、受給証が発行されての

対応されるのか、その２点をまずお尋ねをいたし

たいと思います。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 今ほどの二宮議員のご質問

でございますが、入院の中学生までという今県下

の現状でございますけれども、２３年４月現在、

５市町が実施をしておるところでございます。 

 医療費につきましては、受給のほうで支払いを

していただくという考えでおります。 

 以上でございます。 

 

○議長 ２番二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 ありがとうございました。 

 今５市町村が既に実施をされているということ

ですけれども、今のこの理由の中にもありました

経済的にも今ちょっと大変な時代に入っていると

いう点と、もう一つは中学生というその時期がや

っぱり一番多感な時期なんです。経済的なことで

いろんなご家庭にも子供さんにもいろんな影響を

及ぼすことがないように、この金額を見てみる

と、先ほど言われた小学生、中学生までにしても

４５０万円程度ということにすると、この半分、

中学生ですから人数的に言えば半分かなと思うん

ですけれども、ぐらいをちょっと上乗せできれば

中学生まで拡大できるんじゃないかという思いが

ありますんで、ぜひ来年度に向けてご検討いただ

きたいなと思っております。 
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○議長 市長。 

 

○三好市長 今ほどの二宮議員の中学生に向けて

の一つの段階の問題でございますが、私は県内の

市長会のときに常に発言をしとることがありま

す。これはどういうことかと言いますと、福祉の

国境論説です。福祉は県内の中で国境をつくった

らいけない。パフォーマンスで自分とこだけがぱ

っとやって、ほかのとこは知らないよっていうよ

うなことではいけないと、私は常々市長会に言っ

ております。根本は皆さんが一緒にするというこ

とが福祉です。だから、国境論を使って自分たち

のとこだけがよくする。そして、ほかんとこは隣

の町であるけれども、あんたとこ関係ないやって

いうようなこのような国境をつくってはいけませ

ん。 

 本来は、県がこういうことは指導すべきです。

それができない、国ができない、したがって市町

村がこういうことをせざるを得なくなっておると

いう現状があります。私は今ほど言いますよう

に、福祉は国境をつくってはいけない、その根本

論を常にとっておるところであります。 

 以上です。 

 

○議長 ２番二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 市長にご答弁いただきました

んで、１点お願いということで、今のその立場に

おられる市長だからこそ、ぜひ県内の各市町を引

っ張っていただいたり、県へ要望していただい

て、全市町が中学生まで拡充できるようにご努力

をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

○議長 １６番岡山君。 

 

○１６番岡山清秋君 議案第１０７号につきまし

てお尋ねをいたしますが、今回は蔵貫、三瓶の小

学校の統合になっておりますけれども、これは避

けて通れない、これからは西予市内各町が避けて

通れないことになろうかと思っておりますけれど

も、三瓶町以外の城川、野村、明浜、宇和、ここ

らあたりの統合については今後どのようになって

おるのか、私もいろいろ聞くわけですけれども、

何やら行政のほうで足踏み状態が長いのではない

かと。 

 いろいろなお話の中で前向きになかなか行けな

いところがあろうかと思いますけれども、地域的

なことやらいろいろあろうかと思いますけれど

も、一番考えないけないことは何で統合をしなけ

ればならないのか、やはり一番は子供たちのこと

を思えば早く統合させてやって、大きな学校で競

い合わすというのが一番子供たちにはしてあげな

ければならないことではないかと思うんですけれ

ども、そこら辺を考えた中で、何やら行政のほう

で足踏みをしている状態が長いんではないかと思

いますが、その点いかがですか。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 岡山議員の質問にお答えさせて

いただきます。 

 現在、三瓶地区におきましては、統合時期、場

所、学校名等、同意をいただきまして、今回の条

例改正という形になりましたけれども、各旧町、

残りの明浜、宇和、野村、城川について、今現在

保護者、ＰＴＡ、それから就学前の児童を持つ保

護者の方々等を中心に、学校再編について学校再

編の時期の早いところから順次説明会、また意見

交換とかいろんな不安にお答えするというような

形で話し合いを進めている段階でございます。 

 そこで、保護者の方のある程度の同意がいただ

けましたら、次には地域の皆さんとのお話し合

い、そこでまたある程度の同意をいただきました

ら、次に学校再編推進委員会というのを立ち上げ

まして、統合に向けての具体的な話し合いを進め

ていくという形で進めておりますが、そこで合意

形成が得られれば、今度統合に向けて必要な条例

改正というような形に進んでいくわけでございま

すが、現在保護者との話し合いを進めているとこ

です。 

 学校再編につきましては強制的に行う趣旨でご

ざいませんので、本計画にもありますように、皆

さんの合意形成が得られた段階で統合をするとい

う形になっておりますので、その計画に基づいて

現在推進をしているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 １６番岡山君。 
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○１６番岡山清秋君 確かに答弁についてはその

ようなお考えであろうかと思いますけれども、し

かし問題は、再度申しますけれども、考えなけれ

ばならない、我々大人が考えなければならないの

は子供たちのことでございます。地域のことでご

ざいません、子供たちを優先に考えなければいけ

ないことでございますので、今後ともよろしくお

願いいたします。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 言われたとおり、ごもっともな

ことだと思っております。子供たちにとって今何

が一番大切かということを常に保護者の皆さんと

話しながら進めていきたいと思っております。 

  （日程２） 

 

○議長 次に、日程第２、議案第１１０号「平成

２３年度西予市一般会計補正予算（第４号）」か

ら議案第１１５号「平成２３年度西予市病院事業

会計補正予算（第３号）」までの６件を一括議題

といたします。 

 まず、議案第１１０号「平成２３年度西予市一

般会計補正予算（第４号）」に対する質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

 ２番二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 予算書２３ページの６款、水

田農業対策費の補正の３００万円、水田農業対策

事業の３００万円についてお伺いをいたします。 

 時期的にですけども、農業者戸別所得補償制度

推進事業費の補助金ということで、この３００万

円は今年度の戸別所得補償の金額確定によるもの

なんでしょうかというのが１点と、もしその金額

確定でわかっとるんであれば、昨年対比どういう

ことになっておるのかという２点をお伺いをいた

します。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 ただいまの二宮議員のご質

問でございますが、水田対策事業費でございます

けれども、県から平成２３年度愛媛県農業者戸別

所得補償制度推進事業費補助金の追加割り当て内

示がございましたので、３００万円計上しており

ます。 

 

○議長 ２番二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 ということは、まだ確定しと

るわけではないということでしょうかね。そこの

とこがちょっとはっきりわからないんです。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 これは確定しておるんでは

なくて、事務費の追加ということでございます。 

 

○議長 ７番松山君。 

 

○７番松山清君 ２２ページの衛生費で病院費な

んですけども、その１７２万７，０００円の中

で、医学生とのいろんな意見交換をやるというよ

うな説明がありましたが、ここでちょっとお伺い

したいのは、この医師確保のためにこれ以外にど

ういった努力を市としてされているかといったこ

とをお伺いしたいと思います。 

 これにつきましては、大変市民の中から多くの

そういったことを疑問といいますか、ご意見があ

りまして、私たちもそれ答えるのに、これまでは

大学の医局を中心に市としてあるいは議会として

もそういったことを予算上も認め、対策をしてき

たんだけども、最近は新しい制度の中で医局の力

が低下しておるというようなことで、今市として

は縁故者とか西予市出身の人たちを探して、そう

いう人たちに勧誘をしたり、あるいは議会として

は奨学金を創設して、西予市で働いたらそういっ

たことをまた返還を免除するなどの案を市に対し

て言っとりますよというようなことを、私はそう

いった市民との意見交換会の場で説明しておるわ

けですが、今度新病院ができるに当たりまして、

やはり産科の要望が非常に強く、至るところで意

見交換の中で出てまいります。そういう中で、や

はりまた同じようにどういうことを市でやっとる

んかということを厳しく市民のほうから言われま

して、議会のほうももっと頑張らんといけんのん

じゃないのかといったようなことも、これはもう

毎回のように出てくるわけでございます。 

 ですので、やはりこういった努力をしてるよと
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いうことはしっかりと伝えておかなくちゃいけな

いし、また新しいそういった取り組み等がありま

したら紹介もしていかなくちゃいけないし、そう

いう姿勢もちゃんと見せていかなくちゃならない

と、こう思うわけでございますので、今言った医

師の確保、そして特に産婦人科は新しい病院で設

備はできますが、これは医師を確保してからオー

プンするというようなことであったと思います。

そこのあたりについてもどうなっているのか、説

明をお願いいたします。 

 

○議長 松山公営企業部長。 

 

○松山公営企業部長 ただいま松山議員のご質問

にご回答申し上げます。 

 まず、医師の確保につきましては、従来どおり

大学の医局のほうに年２回から３回お願いに行っ

ております。しかし、この平成１６年の研修医制

度が始まってから、大学からの医師の派遣という

のは減っておりまして、実際平成１４年度には両

病院とも１０名ずつ常勤の先生がおったわけです

が、現在は７名程度ということで、医局制度の中

で医師の派遣が本当に減っておるのが現状でござ

います。 

 その中で、今回行政としましても、先生方のほ

うからも行政のほうもやっぱり努力をしてくれと

いうことで、今回先ほど申しました敬作とおイネ

の会というのが行政ばたのほうで主催するという

ことで、来年の１月８日に実施する予定となって

おります。この中身につきましては、地域医療の

現状、そしてまた将来の医療体制、医療資源の把

握、医学生発掘のための教育支援等につきまして

意見交換を行うと、そしてまたその意見、内容に

つきましては今後の市の地域医療の対策に生かし

たいと考えております。 

 また、その中でオブザーバーとしまして、また

先生方、野村町出身の先生方とかなんかで県外の

ほうでご活躍されている先生方も呼ぶ予定になっ

ております。 

 ましてや、ご出席してもらえない先生方に関し

ましても、アンケートを配布しまして、またその

ご意見も参考にしたいと考えております。 

 そしてまた、そのほかどのような努力をしてい

るかということでございますが、野村病院におき

ましては、愛媛大学の地域医療学講座、川本教授

のほうが地域医療学講座のサテライトセンターと

して野村病院で実施されておりまして、一応年間

６０名程度の愛媛大学の６年生の医学生が研修

を、大体１週間程度ですけど受講されまして、今

後の先生方、地域医療の勉強をしてもらいまし

て、また何分にも今後先生方が西予市に少しでも

誕生してもらうようなことを期待といいますか、

そういうことも含めまして協力をしておるところ

でございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 ７番松山君。 

 

○７番松山清君 私が聞きたかったのは、医師確

保のための努力、市として努力、こんなことをし

てますよということをどう市民にアピールしてい

くかということについて聞きたかったわけでござ

いまして、それともう一点は、新しい病院が産婦

人科できる予定と聞いておりますけども、医師確

保は今の段階ではできてないというふうには認識

しとるんですけども、それに関して現状どうなっ

て、どういうふうに努力されているのかというこ

とを追加してお聞きしたいと思います。 

 

○議長 松山公営企業部長。 

 

○松山公営企業部長 先ほどご質問にありました

産科医の関係なんですけど、昨年新病院建設に関

する市民アンケート調査を実施しましたところ、

市民病院への市民の皆様の期待は大変大きく、特

に診療科目につきましては強い要望がございまし

た。中でも、市内には産婦人科を専門とする病院

がないことから、新病院での設置を望む声が多数

ございました。 

 しかし、市としましては次の３点の理由から当

面の間は新病院に産科を設置しない方針でござい

ます。 

 １つは、全国的な医師不足の中、他の診療科に

比べ過酷な労働を強いられ、医療訴訟も多いた

め、産科医を希望する医学生、研修医が減少して

いることから、産科医の確保が難しい点、また産

科を設置する場合は、深夜等も含めまして、産科

医が２名、最低３名ぐらいは要るということでご

ざいます。 

 また、２つ目の理由は、医師不足のみならず看
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護師不足の現状で、産科に必要な助産師のスタッ

フがなかなか難しい。また、産科を設置した場合

は、必然的に小児科を設置する必要があることか

ら、小児科医につきましても先生方、やっぱり３

名程度は要るということで。 

 また、３つ目の理由は、今回当市が計画してお

ります病院は１５４床でございます、病床数が。

当病院の希望では、大学医局から産科医及び小児

科医の数名の配置が困難なことでございます。し

かし、昨年の６月から１２月までで、市の先生方

初め皆さんで策定しました基本計画の中で、年々

増加しております女性特有の病気に対応するため

に、検診等による早期発見に努め、適切な処置を

講じることが重要と考えまして、新病院に先生の

確保ができたら婦人科は設置したいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

 

○議長 ７番松山君。 

 

○７番松山清君 大変産婦人科が設置するのが困

難であるということはよくわかるわけでございま

すけども、やはりとにかく女性の方が病気にかか

ったときに、もうこの西予市内では対応できない

というのが現状でありますので、後段で言われま

した婦人科の話なんですけれども、この婦人科と

いうのも今の状態ではまだいつできるやわからな

いということではありますが、これにはもう極力

力を入れていただいて、開設と同時にぐらいに婦

人科ができるように、やはり一生懸命やって、や

っぱりそれでもだめだったよというようなことも

当然あるかもしれませんけど、努力は最大限にや

っていただいて、それと開設と同時にぜひとも婦

人科は最低オープンしてほしいというふうに思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

○議長 松山公営企業部長。 

 

○松山公営企業部長 開院まで一応あと２年６カ

月程度でございますが、先生の確保につきまして

は、今後とも努力をしたいと考えております。 

 

○議長 １８番兵頭君。 

 

○１８番兵頭勇君 １点だけお尋ねをいたしま

す。 

 予算書の２６ページ、土木費のうち道路新設改

良費でありますが、その中で市道本町中村線舗装

事業についてでありますが、この件につきまして

は野村町の商店街通りのカラー舗装の改良であろ

うというふうに思います。これは、ちょうど三、

四年前になりますか、野村町の公共下水道ができ

始めた際に、工事の際に特に舗装が浮いてきた状

態の中で、車が通るたびに騒音が出て、特に真夜

中に車が通ると騒音が高くなるので、何とかして

くださいということも市のほうにも再々陳情が出

されておるというふうに思います。 

 この件で、今年度の２３年度に当初予算に４，

５００万円の当初予算が組まれておると思いま

す。その上に、１，３８０万円という追加の補正

がなされるということは、全線といいますか、支

線といいますか、枝線といいますか、全体を今回

すべて改良するという解釈でいいのですか。お尋

ねをいたします。 

 以上です。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 ただいまの兵頭議員のご質

問でございますが、言われますとおり、この市道

本町中村線につきましては、カラー舗装を商店街

の中やるということで計画しておりましたが、当

初は全線やれる状況でございませんでしたが、今

回社会資本整備総合交付金事業のパッケージの中

で、県のほうから８９０万円の増額がございまし

た。そういう中で、パッケージでございますの

で、その補助金が８９０万円ということで、６

５％割り増しますと１，３８０万円の事業費とな

るわけですが、この分については本線、枝線含め

て全部完了する予定でございます。 

 

○議長 １７番酒井君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 私はちょっと危機管理に

ついて、予算上の問題でお聞きさせていただきま

すが、先般、夜中に震度３、マグニチュード４の

地震がありました。西予市の市民の中で、スワ

ッ、南海地震かというような感じで夜中に立ち上

がった人もおられたんじゃないかと思います。私

もその一人であります。のどもと過ぎれば熱さも
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忘れというような言葉がありますけども、３月１

１日の地震のことが非常に少しずつ忘れ去られて

るんじゃないかという危機感を持ちます。そし

て、先般の局地豪雨の中で、俵津地区、明浜地区

は陸の孤島のような危機に接しました。明浜から

帰るに帰られずに明浜へ泊まった人、明浜地区へ

戻れずに宇和、宇和島に泊まった人たちがたくさ

んおられます。そういう危機意識が非常に薄れて

るんじゃないかという考え方の中で質問をいたし

ます。 

 といいますのは、２６万７，０００円の海抜表

示板の製作、設置の経費でございますが、モデル

的に実施すると。こういう感覚で危機意識がある

んかなと、そういう感じで持っております。もち

ろん、危機管理室等々、危機については非常に防

災、大震災についての問題、そして原発について

の問題がずっとこの３月からの議会で問題にされ

ながら、このような姿勢でいいのかなというよう

な感じを持ちます。 

 実を言いましたら、危機管理室、先般この問題

につきましては、愛媛県の平成市議の会がこうい

う問題について各地区の報告がございました。特

にありましたのは、海の津波だけではなしに、山

津波、そして山間部は陸の孤島になると、そうい

うことも想定しながら、すべてを網羅して、市民

の生命、財産を守ると、こういう考え方で即座に

しなければならない対策であろうと、かように思

います。 

 特に、今回の予算の上げ方、そして対応につき

ましては、来年度の当初予算に上げられるんだろ

うと思いますけれども、こういうことは来年度の

当初予算じゃなしに、即座にやるべき、補正予算

で即座にやるべきではないかと、かように思って

おります。特に、危機管理室の人数、人員、スタ

ッフにつきましては、このような震災があって、

防災計画の見直し、原発の問題、そういう問題も

合わせますと、危機管理室の充実を早くして、そ

して対応すべきではないかと思いますが、このあ

たりの所見をお聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 まず、予算の点でお答え

いたしたいと思います。 

 防災対策啓発事業費として２６万７，０００円

を計上しております。この内容でございますが、

先ほどご質問にございましたように、モデル的と

いう名前が一応詳細ではついております。その考

え方ですが、設置することがモデルという考え方

ではございません。津波とかその海岸表示の標高

表示板のまだデザイン、サイズ等が決定いたして

おりませんので、高山地区で実際に４０カ所程度

あちこちに設置する際に、一括して形式、表示、

色等もすべて決定したい、それをモデルにして全

明浜、三瓶地区で２４年度から本格的に設置する

と。それに先駆けてやるので、モデル的という言

い方をいたしております。 

 確かに、今回地震ではございませんが、台風で

明浜地区が一時孤立化したという事実もございま

すので、早急につけたいわけですけども、今回の

場合三瓶地区で少し対応がおくれておりまして、

一括というのが難しい事情がございまして、表示

板をつけるとなると四国電力の電柱とかＮＴＴの

柱とか、こういうところへの対応も必要となりま

すので、若干の調整が要るということで、今回高

山地区でまず最初にやるという意味でございま

す。 

 それともう一つ、危機管理室のスタッフでござ

いますが、確かに現在３名で対応しておりまし

て、非常に業務が今集中しておる段階で対応が難

しいということで、危機管理室の人材すぐふやし

たいという考え方は、もう年度途中であります

が、考え方は持っておったわけなんですけれど

も、今年度４月の時点で全体の職員数が足らない

という大きな問題がございまして、どこも申請し

ておった職員、部局、部局でこれだけ欲しいと要

求があった職員を減らさざるを得ないほど職員数

が少し足らない状況がございましたので、年度途

中の異動が非常に難しいという事情がございまし

た。そういう問題も抱えておりますけれども、危

機管理室にはもう少し人材が強力に配置する必要

があるという意識は私どもも持っておりますの

で、来年度の異動の際に十分配慮いたしたいと考

えております。 

 以上でございます。 

 

○議長 １７番酒井君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 私は予算のそういう話を

１つ一例として挙げましたけれども、先般の夜中
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の地震で、スワッ、東南海地震だというような気

持ちで飛び上がった人が市民の中に何人おられる

と思いますか。実際、それだけのものをいつ起き

るかわからないことに対して対処するのが、いろ

いろ意識の中でああ来年度当初予算よというよう

な考え方ではなしに、すべからく対処を早くすべ

きではないかと、そういう姿勢の話をしているわ

けで、これはどこのとこも難しい問題でしょ。た

だし、いつでもこういうものの意識でこの生命、

財産を守ることは取り組んでほしいと、そういう

事例の中で、局地豪雨の例を挙げたり、明浜の孤

立化した事例を挙げたりいたしましたけれども、

今後この問題につきましては、危機管理につきま

しては、市民が非常に不安を感じておりますの

で、そしてまた東京のほうへ行きますと、震度

４、５の地震が東京のほうではしょっちゅう、逆

に言えばこれがなれてきとると、なれになっとる

というような感じもありますので、こういう問題

につきましては、なれではなしに、やはり対応を

早急にするような体質をつくってほしいというこ

とを要望しておきます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 酒井議員のご質問について、非常に

貴重なご意見でございますが、市の大事な役割と

しては住民の生命、財産を守るっていうのは、こ

れは根本でありまして、安心・安全な社会をつく

るっていうのは根本であります。 

 しかし、余り前のめりになり過ぎたら、すべて

の対策がちょこちょこ出すようになってしまいま

す。私は、もう少しこれを大きく構えながらやっ

ていく必要が今でこそあると私は思っておりま

す。 

 したがって、例えば原子力発電所の問題にして

も、伊方原発が近くに私どももあります。この問

題を目の前だけで私どもは処理するわけにはいき

ません。大きな問題としてこれらも対応しない

と、まず国が今原子力委員会のほうが出された方

針がようやく見え始めまして、まだまだ国の全体

としてはどういう方針か見えておりません。こう

いうこともあります。今の地震の問題について

も、南海、東南海地震がいつ起こるかわからない

というようなことも確かにありましょう。また、

台風の大型化、そして梅雨前線等々の集中豪雨化

というのは、これは地球の温暖化とともに色濃く

出ておることもありましょう。 

 そういう問題を目の前だけで処理するのではな

しに、もう少し大きく構えてやっていく必要があ

るということで、今一生懸命私どもは努力をして

おるところでございます。これは危機管理室を１

人、２人ふやせばいいというような単純な問題で

はありません。これは市全体として、例えば消防

の問題としたら消防の本部、常備消防、そして消

防団等々のご協力も得なくてはなりません。そう

いう総合的な問題を含めて考える必要があります

ので、危機管理室だけを１名、２名ふやすだけで

はいけんわけです。ぜひ前のめりにならず、もっ

と私どもと一緒にどんと構えて、一緒にやらせて

いただいたらと、このように思っております。よ

ろしくお願いします。 

 

○議長 １７番酒井君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 長いスパンで見ましたら

そのとおりだと思います。大局を見ればそのとお

りだと思います。ただ、市民の不安感を払拭する

ためには、やはりそういう点も少しずつこつこつ

と積み上げていただきたい。そして、大きく長く

考えれば、今原子力の問題とかいろいろあります

けれども、早く防災計画を立てられて、長期の、

そして来年度の当初予算には反映できるような形

で計画をご提示願えれば幸いと思います。 

 終わります。 

 

○議長 １６番岡山君。 

 

○１６番岡山清秋君 先ほど、後ろ傍聴席を見て

みれば、城川町の方がたくさん来ておられます。

びっくりいたしました。だから質問するわけでは

ないんですけれども、たまたま２５ページです

か、商工観光施設管理費の中で、私の地元でござ

います三滝ロッジ及びふるさと交流館管理運営事

業修繕料が若干出ております。この修繕は何をさ

れるのか。 

 それから、聞くところによりますと、この三滝

ロッジの管理というものがいまいちということで

ございまして、近々管理者がかわられるんじゃな

いかというような話も聞いておりますが、そこら

辺のところはどうなっているのか聞かせていただ
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きたい。 

 それと、市長にお尋ねいたしますが、今市内に

はいろいろな観光施設がございます。機能してい

るところ、機能していないところがありますけれ

ども、そこら辺の機能しているところは構わない

んですけれども、このような機能していないよう

なところの今後についてのこの施設のあり方とい

うものについて、市長、どのようにお考えなの

か、聞かせていただきたいと思います。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 ただいまの岡山議員のご質

問でございますが、三滝ロッジ及びふるさと交流

館管理運営事業ということになっておりますが、

今回この３４万円につきましてはふるさと交流館

の管理運営事業の維持費でございます。 

 この中に三滝ロッジが入っておりましたのは、

今言われます指定管理の問題も当然あるわけでご

ざいますけれども、その三滝ロッジの中で２カ所

ばかり修繕をしなければならないところがござい

ました。がしかし、三滝ロッジそのものの施設が

まだ指定管理がやられておるわけですけれども、

なかなか運営がうまくいっていないというような

状況の中で、来年の３月にこの指定管理が切れま

す。したがって、新しく今度指定管理をなられる

方、それからまた公募でやるわけですけれども、

もうそういう中で、新たなところで三滝ロッジの

修繕については考えていきたいということもござ

います。 

 ほんで、今回はこの３４万円につきましては、

ふるさと交流館の維持管理ということで、電灯の

取りかえとか天井またはクロスの修繕、そういう

天窓の補修とかという小さな補修でございます。 

 以上です。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、岡山議員の観光施設で機

能してないところについてというご質問でござい

ますが、機能してないという言葉がどこに当ては

めるか、ちょっと私も疑問をしながら聞かせてい

ただきました。 

 一応、全部機能をしております。したがって、

その中で私どもがどう支援体制をとっていくかだ

けの問題でございまして、機能は全部しておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○議長 １６番岡山君。 

 

○１６番岡山清秋君 私の質問の仕方が悪かった

かもしれませんけれども、機能しているというの

ではございませんが、内容的に充実をしているの

かしていないのか、今後についてもうこれはやむ

を得ず廃止をしなければいけないようなことも出

てくるだろうと思います。そういったところの可

能性というものは、市長は把握されていると思い

ます。そこらあたりの今後の対処といいますか、

そういったことについてどのようにしたらいいの

かなというお考えがあるのかなということをお聞

きしたわけでございます。 

 そして、先ほどの三滝ロッジの修繕について

は、確かにこの額でございますからそんな大きな

修繕ではないと思います。電灯の取りかえとかそ

ういったものであろうかと思いますけれども、そ

ういったことをすることについては、今後におい

てもこの三滝ロッジというのは続けて管理運営を

するというようなお考えだろうと思いますが、そ

れについて今ほど言われましたように、管理者が

交代されるというようなことにつきましては、今

後についてどのような見通しをしておられるの

か、全国発信されているのかどんなのか。 

 私は地元でございますから、山の人間でござい

ますから、あそこへ行ってもそんなには感じも都

会から来られた方のような感じはしないわけです

けれども、やはりよそから、町から来られた方に

ついては、あそこに行けば何らかの心のいやしと

いいますか、そういったものについては感じられ

るはずです。すばらしい施設でも、老朽化はして

おりますけれども、これからの持っていき方次第

によっては、すばらしい環境の中ございますか

ら、もっともっと使い道もあろうかと思います。

そういった部分におきましても、もっともっと全

国発信をされるなり何なりされて、地元のみなら

ずいろんな方面で働きかけをしていただければ、

もっともっと管理がよくなるんじゃないかと、こ

の施設が生きてくるんじゃなかろうかと思います

ので、今後ともその点をよろしくお願いをしてお

きたいと思います。 
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 また、我々も議会としましても、地元の議員で

ございますから、いろんなご相談は乗らせていた

だいて、やっていかなければならないと思ってお

ります。 

 先ほどの市長の件、よろしくお願いします。 

 

○議長 答弁要りますか。 

  （１６番岡山清秋君「いいです」と呼ぶ） 

 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、限定的な三滝ロッジの問

題が大きく今の質問の中に濃いく反映しておりま

すので、それについて少しだけ触れさせていただ

きます。 

 一つの私どもは今大きな構想を持っておりま

す。ジオパーク構想であります。いわゆる大地の

公園といいますか、そういう構想を持って、今か

らやっていこうという発想を持っております。 

 その中では、黒瀬川構造帯が非常に重要な役割

を果たしてくれるものだと思っております。黒瀬

川構造帯がこの西予市に表に出ておるところが、

須崎観音さんの下のところが縦に出ております。

そして、野村の岡成のところがサンゴの化石が黒

瀬川構造帯に出てまいります。そして、もう一つ

はこの三滝であります。 

 そういう意味では、私どもにとっては非常に重

要な三滝ロッジのあるところはなろうと、このよ

うに私は認識をしております。そういう意味で、

三滝ロッジも今後どうするかということも考えて

あわせていかなくてはいけないと、このように思

っておりますが、今のままでは残念ながらだめで

あります。 

 だから、構想をどう立てていくか、その問題の

中で一つのすばらしい例があります。三瓶の私ど

もが指定管理をやっておりますみかめ本館であり

ますが、約２，０００人以上の方々がインターネ

ットのあれを見て来られます。これはじゃらんと

いう雑誌がございますが、これはリクルート系の

雑誌でございますけども、このじゃらんは常に評

価をします。中国、四国地方のホテル、観光施設

等々の常に１０番以内にこのみかめ本館は入って

おります。松山の有名なホテルより上にありま

す。これは力なんです。だから、そういう力を持

てれば、インターネットという大きな武器の中

で、また何らかの活路があるんかもわかりませ

ん。そういうことを含めて、今後は三滝ロッジの

あり方も検討しながらやっていきたいなと、この

ように思います。 

 以上です。 

 

○議長 ３番兵頭君。 

 

○３番兵頭学君 先ほどの明浜の酒井議員と関連

しまして１点お聞きしたいと思いますが、その前

にこれも同じことなんですが、１１月２１日に野

村地区で市政懇談会が開催されました。その折

に、野村地区の方から野村ダムの崩壊について市

長さんにお問い合わせがあったと思います。その

ときに、何か前向きな返事をいただいたというこ

とで私も伺っておりますが、関連しまして２３ペ

ージの農地費、ため池等農地災害危機管理対策事

業で、昨日の説明によりますと、震度５弱とそれ

から１０万トンを超える容量のため池の調査とい

うことを伺っておりますが、これが５強、６弱そ

の程度の震度に対応できないのか、それとこの１

０万トンを超えるということで説明でしたが、１

０万トン以下は今後どうされるのか、その２点を

お伺いしたいと思います。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 ただいまの兵頭議員のご質

問でございますが、愛媛県で今回ため池のハザー

ドマップを作成するということになりました。そ

ういう中で、市が実施していくわけですけれど

も、その前段として、県が先行して震度５弱、１

０万トン以上のため池について、事前に下流浸水

被害想定区域図を県のほうで作成をしていただき

ます。その費用が今回の１４０万円でございます

が、その対象が西予市では４カ所ございます。関

地池と山田大池、それから松蔭池、それと城川の

竜沢寺池でございます。これは県のほうでやって

いただくわけですけれども、それ以外につきまし

ては県の事業としては対象になっておりません。

がしかし、宇和町にはかなりのため池の数がござ

います。 

 したがって、市のほうであらかじめ想定をさせ

ていただいた中で、下流戸数が５戸以上、それか

ら堤高が１０メートル以上、総貯水量が１，００

０トン以上のため池については、県がやらずと
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も、市が実際は最終的にはやるわけですが、そう

いう中で市もこの下流調査はしていくべきだとい

うような考え方を持っております。それが、この

県がやっていただくため池を含めまして１８カ所

あるわけですけれども、その４カ所は県がやって

いただけますが、残りの１４カ所を市のほうで対

応していきたいと考えております。 

 浸水区域とそれからハザードマップにつきまし

ては、震度５弱以下の分については今のところ考

えてはございませんが、県の指導もそういう形に

なっておるわけですけれども、この貯水量が１，

０００トン以上で下流が５戸以上ということにな

りますと、やっぱり被害をこうむるところが多々

あります。１，０００トン以上の池でございまし

ても、山の中にある池と、それから町なかにある

池とは全然対応が違うと思いますので、そういう

中で選定をさせていただいたということでござい

ます。 

 したがって、先ほど申しておりました５弱以下

のため池についてはないのかという話もございま

したけれども、今のところ市としてはそれは考え

ていないところでございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

０時２４分） 

 

○議長 再開いたします。（再開 午前１０時３

３分） 

 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 先ほどの議案第１０８号の

二宮議員のご質問に対しまして、ご訂正をさせて

いただいたらというふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 拡大分についての支払い方法でございますけれ

ども、受給払いというふうに返答をいたしまし

た。正確には償還払いでございます。一時立てか

えをしていただいて支払うという方法でございま

す。お断りと同時に訂正をさせていただきたい

と、このように思います。 

 

○議長 ほかにありませんか。 

 ６番小野君。 

 

○６番小野正昭君 ２８ページの９款１項４目、

酒井議員の質問に関連をいたしますので、お願い

をします。災害対策費です。 

 先般の提案説明の中で、明浜、三瓶の海岸線を

２５年度末までにという説明がありましたが、こ

れで私の聞き間違いはないですかね。まず、お願

いします。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 基本的に２４年度に整備

します。２４年度に整備が終了漏れの分が多分出

る可能性があるということで、２５年度には完全

に済ませたいということでございます。 

 以上です。 

 

○議長 ６番小野君。 

 

○６番小野正昭君 これは質問ではないんです

が、実はこの３・１１の件があって、以前に私も

一般質問をしました。それと、高山地区は、私が

回って見たら農道に早や既に海抜表示があるんで

すよね。これはこれでええんですけれども、その

辺との、あるんやが何でかなと思うたんですが、

それはそれでええんですが、ただ３・１１の後、

宇和から三瓶へずっと下っていってもらいました

ら、昔から呼び名が左手が影の地と言うんです、

津布理でも。右手が日の地と言うんです。それは

太陽がいつまでも当たるから日の地、すぐ沈むか

ら影の地と言うんだろうと思うんですけれども、

その後地元の陰の地勝手会という団体がありまし

て、その陰の地勝手会のメンバーの中では測量士

さんがおいでになるんですよ。その方が地域振興

事業費を使って既に海抜何メーター、安土の護岸

から何メーターというそういう表示板を数カ所影

の地にはされました。これは非常にそういう事業

費があってありがたいなと、このように思ってお

ります。 

 ですんで、またそういうふうな事業費をどんど

ん、いわゆる行政指導をしていただいて、そうい

う民間でできるものは私たち民間でやれるような

指導をしていただいて、早くこういうものをハザ

ードマップ、海抜表示板を重要なところには設置

をしていただきたいなと、このように思います。 

 答弁要りません。 
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○議長 次に、議案第１１１号「平成２３年度西

予市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）」

から議案第１１５号「平成２３年度西予市病院事

業会計補正予算（第３号）」までの５件に対する

一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ２０番梅川君。 

 

○２０番梅川光俊君 議案第１１５号「平成２３

年度西予市病院事業会計補正予算」について説明

があったんですけども、ちょっと聞き取りにくい

とこがございましたので、再度具体的な説明をお

願いしたいということは、敬作とかおイネとかと

いう言葉が出てまいっております。その辺につい

て、ちょっとそれ招致の問題であろうと思います

けれども、具体的にもう一度説明をお願いをした

いと思います。 

 それと、これ関連になりますが、現状の新病院

の中で、私たち議員は耐震という形で取り組むと

いうことで承っておって、それに対する既決予算

というのがあるんだろうと思います。それ現状の

中では、ちょっと周りから入ってくる言葉に対し

ましては免震でボーリングをやってると、それに

対してどういう物の考え方を持っているのか、議

員はしゃんとせんかという話がありました。 

 それは、耐震ということでしか聞いておりませ

んと、それに対する予算しか私は承っておりませ

んので、それはちょっと待ってくれと。それがど

のようになってこういう形になってるのかという

ことの説明をお願いをしたい。 

 この２点です。よろしくお願いします。 

 

○議長 松山公営企業部長。 

 

○松山公営企業部長 梅川議員さんのご質問のま

ず１点でございます。 

 今回計画しております敬作とおイネの会でござ

いますが、このネーミングにしましては、西予市

宇和町にゆかりのあります幕末の蘭方医師二宮敬

作と、そしてシーボルトの娘で敬作から卯之町で

医学を学び、日本発の女医となった楠本イネさん

にちなんで命名したもので、今後この会を継続す

るかどうかもまだ確定しておりませんけど、かな

り出席者があったら、今後またずっと継続してま

いりたいと考えております。ネーミングはその内

容でございます。 

 そしてもう一点……。 

 内容ですか。 

  （「目的」と呼ぶ者あり） 

 目的は先ほど申しましたんですけれど、西予市

の地域医療の現状、そして将来の医療体制、また

医療資源の把握、医学生発掘のための教育支援等

について意見交換を行うと、これが目的でござい

まして、今後の市の地域医療対策に生かしたいと

考えております。 

 以上が目的でございます。 

 そして、耐震の関係ですけど、ことし３月１１

日に大震災がございました。そしてまた、この設

計監理業務、プロポーザルで決定したのが３月末

でございましたけど、どの業者も提案が免震でご

ざいまして、そしてまた当初はうちも耐震でとい

うことも考えておったわけですけど、やっぱり新

病院建設特別委員の皆様からも免震という方向が

ございまして、その中で市の方針としまして専門

部会、そして本部会などで免震の方向で行こうと

いうことで決定しまして、また特別委員会のほう

にもご報告申し上げました。 

 そして、現在設計監理委託業務の中で、予算が

あったわけで、その中でボーリングを、去年の段

階では一応耐震ということでボーリングをしてお

りました。それで、ちょっとボーリングの個数が

免震の場合足らないということで、その中で免震

の方向でボーリングをしていただきまして、免震

の方向でするということで今現在進めているとこ

でございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 ２０番梅川君。 

 

○２０番梅川光俊君 免震でやられることに関し

て、本当にそれはいいことであろうと思います。

しかし、一番そこで議員としてつまずいたこと

は、耐震ということで地域住民に報告をして、こ

ういう形で今度新病院はということで説明をして

きた、その流れの中でしますと、いきなりこの免

震ということであれば、そういう形で行くんであ

れば、周知をしていただかないと、地域に対する

説明ができない。その辺も含めて、その辺は考え

てほしいと思います。 

 それと、既決の予算の中でプロポーザルと言わ
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れましたので、その中でその動き方があるんだろ

うと思います。その辺の中で、新設といいます

か、そういうことがあるんであるならば、ちょっ

と議会にもお知らせを願ったらありがたいと思い

ます。その辺をよろしくお願いをしたい。 

 直接の答弁は要りません。よろしくお願いしま

す。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今の耐震と免震の話ですけど、私の

ほうからも少し言わせていただきますが、これに

つきましては特別委員会からも免震にという一つ

の要望があったわけです。したがって、基本的な

考え方としては、悪くするわけではないんです。

補強するんです。強くするんです。耐震から免震

にするんです。だから、それを例えば地元の方々

に報告をされておって、それよりか下げるんだっ

たらこれは大変なことですが、すごく一つのいい

方向で行くので、これで云々というのは私は今の

話はちょっと解せんとこもあるんですが、私ども

が皆さんからのご要望に応じてそのように変更を

して、強化するということに、今回３・１１の問

題が含めてあったわけですから、この辺はご理解

をいただきたい、このような思いであります。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 

○議長 ２０番梅川君。 

 

○２０番梅川光俊君 そのことが悪いと言ってい

ってるわけではないんです。これが、私たちがそ

の内容がわからないので、説明ができなかった。

だから、それはできる限りその情報を、逆に特別

委員会の委員さんにも聞いてもそのことはわから

んといったり言う人がおったりします。その辺か

らしますと、そのことは情報はできるだけ早く流

していただかないとということだけのことであっ

て、それに対して疑義を持ってるとか、そういう

物の判断の仕方じゃありませんので、その質疑に

対しても了承願いたい。その辺は、情報っていう

ものはできる限り早く流していただいて、住民も

納得できる方向で説明をさせていただきたいとい

うことなんでございます。よろしくお願いしま

す。 

 

○議長 ほかにありませんか。 

 １０番元親君。 

 

○１０番元親孝志君 議案第１１４号につきまし

て、再確認をちょっとさせていただきたいんです

が、先般野村町民の皆さんが上水道の水道料金の

平準化に対して反対ということで、３，０００人

余りの署名を持って市長のとこに陳情に行かれた

のは報道のとおりでございますが、その件につき

まして二、三確認をさせていただきたいんですけ

れども、今回上水道、それから今後簡易水道にお

いて、国のほうから将来ビジョンの策定をせよと

いう指示が来ておるようでございますが、これに

対して国はどういう本意でこのビジョン策定を地

方自治体に要求しておるのか、その国の本心をち

ょっとお伺いしたいんですけれども、お願いしま

す。 

 

○議長 松山公営企業部長。 

 

○松山公営企業部長 国のほうは平成１６年に国

の水道ビジョンを策定しまして、その中において

地域においても水道ビジョンを策定せよと、そし

てまた合併した市町村につきましては１自治体１

水道事業ということを要望しております。そして

また、簡易水道につきましても平成２８年度、各

補助制度があるわけですけど、簡易水道の補助制

度につきましても平成１９年度ごろでございまし

た。平成２１年度までにその簡易水道の統合計画

を出さなければ、今後補助金は出さないよという

ことがございまして、うちも計画としましては、

これ全国の自治体どこも出したわけですけど、平

成２８年度までに簡易水道も、品物につきまして

は統合するということで、県を通じて統合計画を

出しております。 

 だから、今後簡易水道におきましても、大きな

事業をする場合は統合をしないと補助金が出せな

いということがございます。ただ、今回の西予市

の版の水道ビジョンをつくったわけですけど、昨

年の３月には策定したわけですが、その中におき

ましては、まずは４上水道の事業統一と、そして

あともう上水道と同内容になっております三瓶町

の３簡易水道、宇和町の２簡易水道の統合という

ことで進めております。 

 その後、この上水道が統一できた暁に、今度簡
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易水道のまた統合についても進めてまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

 国のほうは、先ほど申しましたように、国の水

道ビジョンにおいて、地方自治体においても水道

ビジョンをつくって事業統一を進めるという方向

でございます。 

 

○議長 １０番元親君。 

 

○１０番元親孝志君 私の質問の趣旨は、今まで

水道事業がこれ滞っているわけでなく、すんなり

いってるものを、今改めて国が地方にそういう将

来ビジョンの策定をせよということの指示があっ

た、この国の目的です。なぜ今この段階でこうい

うビジョン策定をしなければいけないのか、この

国の目的は何なんですかということをお伺いした

いんですけれども。 

 

○議長 九鬼副市長。 

 

○九鬼副市長 私どもが知り得ております範囲内

でのお答えとなるかと思いますけども、国は基本

的に水道というのは非常に市民にとって、国民に

とって最も大切な命をつなぐ大事なものという観

点から考えますと、今の現在の少子・高齢化の中

で、それぞれの自治体は人口も減っているし、高

齢化も進んでいる中で、やはり経営基盤をしっか

り持つ、責任を持って自治体が安心・安全な水を

供給できるようにするにはという観点から、まず

経営基盤を強化するという観点から１自治体、大

きな自治体がしっかりと全体を一つの経営体とし

て、責任を持って安全な水を供給するようにしな

ければならないというのが原則というような考え

方だと思います。 

 それで、現実に統合が、この近年全国に市町村

合併というのが非常に進んだ中で、国はやはり合

併をしても経営基盤をしっかり大きくして、水道

事業を安定的にすることが、国としても指導上最

も大切なんじゃないかという考え方ではないかと

いうふうに考えております。 

 今言いましたように、ただ現実には簡易水道と

か、単純に国が机上で考えるような１自治体１事

業体にするということは、現実的にはなかなか難

しい部分もたくさんあるんですけれども、目標と

してはそうすることによって、水道事業はあくま

でも受益者負担が原則でありますので、西予市に

おいても今後地震とか大きな災害を想定した場合

に、大きな幹線とかいろんな部分をしっかりと今

から整備をしていって、災害が起こったときにも

安心して水が供給できる体制をつくるには、やは

り経営形態そのものを安定さすということが最も

大切なんだというふうに私たちも理解をしており

ますので、先般、一昨年ですか、西予市の水道ビ

ジョンをつくらせていただいたというのがもとで

あります。国も同じような考え方で、それぞれの

自治体にそれを求めているというところだという

ふうに理解をしております。 

 

○議長 １０番元親君。 

 

○１０番元親孝志君 説明はそのとおりだろうと

思いますけれども、別に国が関与しなくても、こ

れは自治体として当然自主的にやらなければいけ

ないし、やっていくべきものであると思うんで

す。それをあえて今回国が関与するということ

は、やはり何かそれなりの大きな理由がないと不

自然じゃないかというのが私の考え方なんですけ

れども、その理由として、先般上水道の将来ビジ

ョン策定は、これ完了しましたが、今なぜこれを

つくるかっていう理由の一つに、これをつくって

ないと将来的に維持修繕等、大がかりなものが起

こったときに補助対象になりませんよと、だから

つくってないと将来的に不利益をこうむるんでつ

くりますよという説明であったと思うんですが、

これは間違いないですか。 

 

○議長 九鬼副市長。 

 

○九鬼副市長 はい。側面的にそういう部分も考

えられるのは当然だというふうに理解しておりま

す。 

 

○議長 今回で終わりといたします。 

 １０番元親君。 

 

○１０番元親孝志君 今回で終わります。 

 それで、今の上水道、公営企業ですよね。企業

部門に関して、今までに補助対象になった事例が

ないというふうに言われるんですが、この上水道
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に関して国から補助を受けれるような事業ってい

うのは具体的にあるんですか。 

 

○議長 松山公営企業部長。 

 

○松山公営企業部長 上水道におきましても、国

の補助金等はございます。 

 以上です。 

 起債ももちろんございます。 

 

○議長 ほかにありませんか。 

 ２番二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 先ほど上甲生活福祉部長が訂

正の答弁がありましたんで、それに関して１点だ

け済みませんが質問させてください。 

 無料化の支払い方法について償還払いというお

話があったんですけれども、今の本当先ほども言

いました経済状況等々、大変なときですんで、ぜ

ひ受給証を発行しての方法にしていただきたいと

思いますんで、よろしくお願いします。 

 

○議長 訂正さっきされたんで、答弁はいたしま

せん。 

 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 ただいま議題になっております議案１２件につ

きましては、お手元に配付いたしております委員

会付託表のとおり各常任委員会及び特別委員会に

付託いたします。 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、陳情第５号「大規模自

然災害に対する防災対策など、住民の安心・安全

を支える行政サービスの体制・機能の充実を求め

る陳情書」及び陳情第６号「原発をなくし、再生

可能な自然エネルギーへの転換を求める陳情書」

の２件を一括議題といたします。 

 これらの陳情２件につきましては、お手元に配

付いたしております陳情文書表のとおり総務常任

委員会に付託いたします。 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、要請第１号「「地域主

権改革」に関する要請書」を議題といたします。 

 この要請につきましては、お手元に配付いたし

ております要請文書表のとおり総務常任委員会に

付託いたします。 

 各委員会においては、議案及び陳情並びに要請

について十分に審議を行い、最終日の本会議にお

いて委員会の審査の経過と結果について委員長の

報告を求めることといたします。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 １２月１４日は午前９時より一般質問を行いま

す。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午前１０時５４分 
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本日の会議に付した事件 

  

１ 一般質問 

 

  開議 午前９時００分 

 

○議長 ただいまの出席議員は２２名でありま

す。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります

とおりであります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、一般質問を行います。 

 この際、申し上げます。 

 今定例会より、対面式の一般質問といたしま

す。 

 また、従来の一般質問方式に加え、一問一答方

式及び分割質問方式を採用いたしております。質

問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言して

ください。 

 なお、一問一答方式及び分割質問方式の場合

は、質問と答弁の時間を含め１人１時間以内とい

たします。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 まず、６番小野正昭君。 
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○６番小野正昭君 一般質問の前に、去る１１月

１３日急逝をされました二宮議員のご遺徳をしの

び、謹んで哀悼の誠を申し上げますとともに、心

からご冥福をまずもって申し上げたいと思いま

す。 

 さて、今回の一般質問は先ほど議長の話もあり

ましたように一問一答方式であると。最初の質問

であります。さらにまた、傍聴席には多くの傍聴

の皆さんがおられまして、多少の戸惑いはありま

すけれども議長の許可をいただきましたので、通

告に順じて大きく分けて３つの件につき質問をい

たします。 

 まず１点目は、本庁と支所のあり方及び議員に

対する対応について質問をいたします。 

 以前に、私は北島三郎のヒット曲の中の「根っ

こ」という歌を紹介をいたしました。また、約１

０年ほど前になりますか、県下の大手のオーナー

の葬儀の資料の中に巨石と小石という字が載って

おりました。ことわざに、「人大山につまずかず

足元の小石につまずく」と、このようにありま

す。もう私が既に何を言おうとしているかはご案

内のとおりだと思います。 

 また、さきの１１月１９日、本庁の落成式の中

で、どなたかの祝辞の中で、立派な本庁舎ができ

上がりました、効率も上がり事務サービスの向上

も期待ができるでしょう、しかしながら実際に直

に直接住民と接する支所機能が大切でありますよ

という趣旨のお話をされたと私は記憶をしており

ます。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 まず、支所の特性、目的は生かされてるのかど

うかお伺いをいたします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 皆さんどうもおはようございます。 

 師走も半ばになりますと寒さも増し、また何か

と慌ただしい季節となってまいりました。 

 そんな中、本日は早朝よりこのように多くの方

が傍聴をいただきまして、まことにありがとうご

ざいました。心からお礼を申し上げたいと思いま

す。 

 本議会の一般質問から、先ほど議長が申されま

した西予市議会の改革の一環として対面方式と一

問一答方式が導入されました。行政側としまして

も、このご趣旨を十分理解をして真摯に受けとめ

て回答をしたいと思っております。 

 それでは、通告に従いましてこれから各議員か

らの一般質問にお答えをさせていただきますけれ

ども、質問の中、事務的な内容及び細部に係る点

につきましては担当部長からご説明をさせていた

だきます。あらかじめご了承をお願いしたいと思

います。 

 それでは、最初の小野議員の質問でございます

けれども、本庁支所方式は、当市の厳しい財政状

況にありまして定員適正化計画に基づき職員数の

削減を進める中で、複雑高度化する行政課題に対

応しつつ住民サービスの低下を招かないような行

政機能の維持を図るよう導入してまいりました。

したがって、支所におきましては日常的な業務あ

るいは市民の皆さんの各種申請や相談に対する窓

口機能を維持、充実させる一方で、専門的な業務

につきましては本庁で的確、適切に処理する体制

を組織したところであります。 

 現在のところ、本庁支所方式移行後、初年度と

いたしましておおむね順調に推移していると思っ

ております。本庁に人と権限が集中したことで、

本庁の機能は的確に向上しており、西予市として

さらなる発展には今回の組織改革の改変が必要不

可欠な手段であると理解をしておりまして、皆さ

んにもご理解をいただきたいと思っております。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 大体のいわゆる総論はそれで

結構だと思うんですけども。 

 私は、この本庁支所方式になってずっと市民の

目線で支所のほうを見ておりますし、また本庁の

ほうを見ておりますと、どうも本庁方式、宇和町

の一極集中になりつつあるんではないかなと、こ

のような懸念をいたしております。国も、ご案内

のように地方分権の時代で地方に職権を任されて

おるのに、西予市はどうも逆行しとるんではない

かなと。それは、市民の方々からよく耳にする言

葉です。支所に要望に行く、話に行く、まず私ら

にはお金がないのよ、何もできないのよという言

葉が返ってくるそうです。私は、そこに本当の市

民サービスができているのかなと、このように考

えざるを得ないのです。 

 やはり行政というものは、市政というものは、
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その主権者は市民であり、行政は市民の最大のサ

ービス機関であります。その辺のところをよく考

慮されているとは思うんですが、そういう声があ

るということを紹介をしておきます。これについ

てのご感想を、所信をお願いいたします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、今ほどのご質問について

お答えいたしますけれども、私どもの今回の本庁

支所方式に当たりまして、県内のいろいろなとこ

ろの情勢等もまず判断の中で入れたところもあり

ますけれども、例えば松山市が北条市、中島町と

も合併した中で、北条市が北条支所になりまし

た。２７４名であった職員が２８名、これはそこ

の組織の中の換算の仕方にもいろいろありますけ

れども２８名。例えば東温市、重信町と川内町が

合併をされましたけれども、川内町は１２６名あ

った職員が６名のような状態があります。これ

は、私どもとは全然違う感覚で私はおります。私

は、やはり支所で、今ほど小野議員がおっしゃら

れましたようにある程度窓口機能等々を充実さす

という意味で、例えば三瓶であったら今回の改変

でも６５名職員がおります。この辺のとこもおわ

かりいただきまして、いかに私どもの西予市は支

所を重視して窓口機能をしっかり持っておるかと

いうことのご理解もいただきたいと、このように

思います。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 私は、確かにそういう面もあ

ろうかと思うんですけども、以前に一般質問の中

で、あいさつは国境の要らないパスポートと、笑

顔はお金の要らないパスポートと、このように一

般質問したと思います。まず、窓口に町民の方、

市民の方が入っていったときに、本庁の受付の方

はすこぶるすばらしい美人で、笑顔が物すごくチ

ャーミングで、必ずあいさつしてくれます。支所

へ行きますと、中には目と目が合ったときにぱっ

とへちを向く職員がたまにあるんですよ。これ

は、私市議会議員だから嫌な人間だなと思ってす

るかもわかりません。しかし、これを市民の方に

されますと、やっぱり私も心臓が毛虫の肝ほどし

かありませんけども、市民の方はもっと、ああも

う次から来たくないなという気持ちが強くなると

思うんです。ですんで、まず市民の方が入られた

ら、必ず目を見たらにこっと笑って、おはようご

ざいます、こんにちは、こういうことからまず心

がけていただきたい。こういう指導をぜひしてい

ただきたいと思います。 

 そういう意味で、次の質問ですが、部課長会は

どのような方法で月何回開催をされているのか、

簡単にお答えをいただいたらと思います。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 部課長ですが、毎月１

回、原則月初めに部長会、本庁課長会、それとは

また別に各支所において課長会を開催しており、

必要随時応じて市長の訓辞等をいたしておりま

す。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 そのような答弁ですけれど

も、漏れ控え聞くところによりますと、課長の意

見が本庁に上がってない、伝わってないという意

見も聞きます。 

 例えば、古くなりますけれども、健康保険証の

問題があります。三瓶町はカード方式でした。合

併になりまして紙の方式になりました、さらにま

た今カード方式に戻ってます。こういうことがあ

ったと思いますけれども、これは三瓶のほうから

そうしたらどうですかと言ったそうです。しか

し、取り入れてもらえなかって、また元のカード

になったやないかと、そういうふうな意見もある

ということなんです。ですんで、本庁がこうだか

ら、こういうふうな考えを持っとんだから、支所

の言うことは聞かんよというふうなことがないよ

うに、やはり先ほど一番冒頭に言いましたように

根っこの力ですよ。小石がなければ天守閣も崩れ

ますよ。そういうことで、支所の職員がやる気を

持って市民のために一生懸命やれるように、また

市政が進展するように、その配慮をぜひお願いを

したいと思っております。 

 そういう意味で、上意下達、下位上申は十分で

きているのか、これからのお考えを含めてお伺い

をいたします。 
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○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 ご質問にありました国保

のカード方式ですが、支所からの話は十分私ども

も確認しております。どういうふうにすれば導入

できるかという議論も現場サイドでやっておりま

す。先進的な導入が三瓶でおったということも十

分理解しておったつもりでございます。 

 それで、ご質問の上意下達、下位上申の問題で

すけれども、当市では接遇コミュニケーションを

初めとしまして組織内での意識伝達機能の向上に

努めているところでございます。組織における上

司と部下の関係及びそのあり方など、基本的には

理解、実践できているものと認識いたしておりま

す。どこまでやれば十分か、その判断は難しいと

ころでございますが、研修等により着実に成果は

上がっておるというふうに考えております。ま

た、試行的に実施いたしております人事評価制度

でもこのことについて評価項目として掲げており

ます。現状で不足している部分も、十分これで改

善できるんじゃないかと期待しているところでご

ざいます。引き続き、研修の実施や部署内部での

会議等を通じて組織内における意思伝達機能の向

上に努めてまいりたいと思います。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 関連があるんですけれども、

上級者に対する尊厳、部下に対する指導はできて

いるかということですけれども、上級者に対する

尊厳ですが、これは私の推測、憶測かもわかりま

せんけれども、支所長に予算権がないように見え

るんです。周囲から見ると、あるんでしょうけど

も見えるんです。一般町民は、支所長が印鑑、部

長級が印鑑を押した予算書でも、本庁に来れば係

長の印鑑がなければだめだというふうな風評が広

がっています。そこに、やはり上級者に対する尊

厳が部下の間にも損なわれつつあるんではない

か。 

 そしてまた、三瓶町政の場合は町長が人事権を

持っておりましたから、本庁では市長が人事権を

持ってますから、職員は１０メートル向こうから

でも頭を下げますよ。人事権がないと、ややもす

ると、ああこの人に言うてもという考え方ができ

るではないかというおそれがあるわけですね。今

人事評価のことを言われましたけれども、その辺

のことをよくもう少し具体化をして、支所長の言

うことは市長の言うことだぞというぐらいの気持

ちを末端の職員まで持っていただけるような指導

をぜひ。これはお願いです、要望です。市民のた

めにしておきます。 

 それで、次にですが、議員の質問及び要請の対

応について、またどのように受けとめているか、

どのように指導しているかご質問をいたします。

端的にお願いをいたします。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 ご質問の問題ですけど

も、本会議及び各委員会において議員各位からご

意見、ご提言いただいたものについては、これを

真摯に受けとめて、対応すべきものは必要な指示

を行い実行するように努めているところでござい

ます。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 なぜこの質問をするかという

と、私は以前に、例えば救急医療体制の質問をし

たことをご記憶にあると思います。独居老人並び

に高齢者世帯の救急医療体制をどうするのかと。

これは、やはり行政もさることながら地域の区長

さん、役員さん、それから民生委員さんとともに

そのことをやっていかなければならないのではな

いかという趣旨の質問をしたと思います。その折

に、私はそれをしたくともその名簿がない、個人

情報保護法なるものを盾にとって、名簿を出さな

い、これではだめではないですかという質問をし

たときに、市長は今要支援の名簿を作成しており

ます、年度末中にはでき上がりますので配布をし

たいと思います、この活用によってその体制をし

たいと思いますと、そういう答弁をされたように

私は記憶をしております。その要支援者名簿の名

簿ができておるのかどうか、これは一つの例で

す。 

 質問をしたら、こういうふうになりました、今

こういうふうになってますというキャッチボール

を今後はしていただけないと、ここで幾ら私が熱

弁をしたって、皆さんが熱弁をしたって一方通行

であれば何にもならんのですよ。やはり議員が市
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民の代弁者として質問をしたことに対しては、経

過報告なり結果報告なり今後していただきたいと

思いますが、その意思があるかどうかお伺いいた

します。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 質問に対して返答がない

というご指摘ですけど、私どもは公式な答弁の内

容について実施をお約束した事案については適宜

報告させていただきたいし、もちろんそうしなけ

ればならないと考えておるところでございます

が、状況、状況によってお知りになりたいことが

あれば遠慮なく担当部課長にお問い合わせいただ

ければと思うところであります。 

 ただし、その内容につきましては非常に多岐に

わたっておりますので、そのすべてについて事後

の実施状況、経過状況を報告するというのは、報

告時期等の問題もありまして現実的には非常に対

応が困難な面もありますけれども、実施の検討を

お約束した事項については報告しなければいけな

いことでございますので、市職員に指示いたしま

すと同時に、これも必要に応じて担当部局のほう

へ議員さんのほうからもお問い合わせいただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 今の答弁は、ちょっと私疑問

を感じるんですね。こちらが問うとるんですか

ら、聞いた答えを向こうから先に返事するのが、

これが当たり前の話であって、日本語の会話であ

って。それで、かつわからんことに対しては、再

度私たちのほうからこれはどうなっとるんです

か、こうなっとるんですか、これはいいと思うん

ですよ。まず、ボールが返ってこんことには、そ

れ返球がまだできんわけですから。それを私は言

っておるわけです。それはそれで、そのように受

けとめていただいたらと思います。 

 次に、議員の一般質問なんですけれども、どう

も聞くところによりますと各支所の最低課長のコ

ンピューターというんですか、あそこまで流れて

ないように聞いとるんですが、事実かどうかお答

えを願います。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 一般質問については、デ

ータ上コンピューターの流れの中では課長にまで

は本庁においても流しておりません。支所長、部

長のレベルで処理いたしております。当然各部長

のほうから担当部局等へ通知いたしております。 

 以上です。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 データ上そういうことであれ

ば、これはいたし方ないとして、やはり口頭でも

課長級あたりまでは今回はこういう議員がこうい

う質問をしますよと、支所にはこういう関係の質

問がありますよと、君たちもよく周知し勉強しと

ってくださいよと言うのも、これは職員の資質の

向上につながると思うんですよ。ですんで、やっ

ぱり課長級ぐらいまでは部長を通じてなり支所長

を通じてなり、これは今後伝達していただきた

い。 

 次に、朝日文楽について質問をいたします。 

 市長にお伺いをいたします。 

 朝日文楽についてどのような理解をされている

のか、まずお伺いをいたします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 この件につきましては、専門的な分

野でまず答えたほうがいいと思いますので、教育

長のほうから答えをさせていただいたらと思って

おります。 

 

○議長 森教育長。 

 

○森教育長 朝日文楽についての理解はというこ

とですけれど、その後の質問要旨に沿って答弁を

させていただきたいんですが、それでよろしいで

しょうか。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 やはり、朝日文楽はどのよう

なものであるかという理解がないと次の質問に入

れませんので、簡単に朝日文楽についての理解の
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ほうをお願いいたします。 

 

○議長 森教育長。 

 

○森教育長 それでは、朝日文楽について知り得

ていることを説明させていただきたいと思いま

す。 

 この朝日文楽といいますものは、明治の初期に

西予市朝立浦の井上伊助氏が松の木のこぶとかキ

リの木で人形の頭を刻んだり、胴体に衣装を着

せ、浄瑠璃に合わせて人形を操ったことが起こり

と言われておりまして、西予市を代表する伝統文

化だと考えています。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 先般１２月１１日、市長の代

理で教育長が愛媛県の５座による合同公演にお越

しになりましたけども、ここに朝日文楽沿革史と

いう冊子があります。ちょっと読みます。 

 これは、前三瓶町長が合併するに当たってこう

いう記念史をつくった発刊の言葉を書いてます。

これに三瓶町の町民の朝日文楽に携わっとる方の

気持ちが凝縮しておりますので、読みます。 

 愛媛県の有形無形文化財にも指定された朝日文

楽は、三瓶町が他に誇れるかけがえのない伝統文

化です。明治初年に井上伊助翁によって始められ

たこの伝統芸能は、文楽の皆様のたゆまなるご努

力とそれを支える保存会、三瓶高校文楽部、こど

も朝日文楽などによって営々と伝承をされてきて

います。そのことが平成１１年度全国農村アメニ

ティ・コンクールにおいて最優秀を受賞する大き

な要因となり、また地域の資源や文化を見直し手

間暇かけて保存、再生していこうというスロータ

ウンのまちづくりの核ともなっております。町村

合併という歴史的な区切りを迎えるに当たり、三

瓶町固有の文化を正確に後世に伝えるために朝日

文楽沿革史の改訂版の制作に取り組んできました

が、このたび立派に完成しました。 

 そういうことを書かれております。ここで大事

なことは、今言いましたように朝日文楽の保存、

継承のために、伝承のために、朝日文楽に携わっ

ておる方を初め町民がこぞってこれを切望しとる

わけです。そのことにつき、各論に入ります。 

 私は、私の記憶では平成２０年だったですか

ね、同じ愛媛文楽の合同公演の折に市長が松尾芭

蕉の語句の中から流行流れということを引用して

祝辞を言われました。市長覚えておると思いま

す、私は覚えてます。これは、守らなければなら

ないものは今後もずっと守っていくという趣旨の

ことで、そのように私は考えておりますというご

あいさつを祝辞の中でおっしゃいました。 

 そこで、朝日文楽の文楽会館の建設の予定があ

るのかどうか。あれば、その時期はいつごろを予

定しているのか。また、その建設予定地はどの場

所を考えられているのか。端的に、時間が迫って

ますんでお願いをいたします。 

 

○議長 森教育長。 

 

○森教育長 朝日文楽会館の建設予定とその時期

でございますが、またその場所についてのご質問

でございますが、朝日文楽会館は築後３４年を経

過し老朽化をいたしておりまして、ひび割れとか

コンクリート片の落下など、危険性とともに雨漏

りもしておるというようなことをお聞きしており

まして、この貴重な文化財にも影響が出るおそれ

があります。 

 そこで、新しい朝日文楽会館の建設につきまし

ては、その建設について検討するための準備委員

会が先般結成され、役員の選出や選考がなされま

した。 

 建設時期につきましては、同準備委員会の報告

を受け、早期実現に向けて検討していきたいと考

えています。 

 次に、建設の予定地の場所についてでございま

すが、この結成をいただきました同準備委員会で

当然協議、提案があろうと考えています。市有地

であり、文楽公演等にも便利な利便性の高い三瓶

文化会館周辺地が適当ではないかと考えています

が、いずれにいたしましても朝日文楽や地元文楽

会や地元区長さん、文化財保護審議委員会の委員

さん等々の皆様で構成されました同準備委員会の

意見を尊重して場所の決定をしていかなければい

けないと、このように考えています。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 これ、私の剣道の恩師のよく

使われる言葉で、私も体協の三瓶の責任者をして
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おりますんで開会式等によく使いますけれども、

今までも、今も、これからもという言葉がありま

す。先ほどの言葉と若干関連をしますけれども、

やはり今まで一生懸命守ってこられた方の思い、

それを今の方が受け継いでさらに後輩たちに伝承

していこうという、今までも、今も、これからも

と。 

 今、準備委員会というお話がありました。私も

それに若干関係しておりますけれども、文楽会の

方、文楽保存会の方の思いは、決して豪華なもの

は要らない、しかしながら朝日文楽として伝承で

きる、朝日文楽にふさわしい、他の方が見学に来

られても恥ずかしくないものをこの際ぜひつくっ

ていただきたい。 

 その中に一つだけ強調しておきたいのが、八反

返しというのがあるんです。残念ながらさきの公

演ではできなかったんですけれども、この八反返

しは徳島の２座が国の有形文化財です。愛媛県で

は、ただ一つ朝日文楽が、この八反返しが県の有

形文化財になっております。これをぜひ取り入れ

ていただけなければ、今後この八反返しが消えて

しまいますんで、伝承できなくなりますので、県

の有形文化財がなくなりますので。 

 そうすると、その舞台もおのずから大きさが違

ってきます。どの程度の準備段階でされとるか私

も定かではないんですけど、私の考えでは附属設

備も入れて約１５０坪は必要ではないかなと。観

客、舞台、衣装、必要なものが大体約１２０坪、

附属設備が３０坪、約１５０坪は必要ではないか

なと、このように考えてます。 

 それで、場所は三瓶文化会館付近というふうに

言われましたけれども、この皆さんの思いは、以

前に私が支所機能に移転する場合、支所の今後の

方針はという質問をしました。市長は、三瓶のシ

ンボル的な場所なんでそれにふさわしいものを検

討したいと、このような答弁をされました。ご案

内のとおり、旧支所は海から見ますと右手に県道

宇和三瓶線、左手に県道八幡浜三瓶線、扇のまさ

に要の位置なんです。今まで受け継いできた伝統

文化を守り継承し、そして三瓶町の宝として、西

予市の宝としてふさわしい場所は三瓶町のシンボ

ル、ここしかないです、と私は思っております。 

 しかも、以前に質問した中で当時の町長の思い

の３つの瓶、並びに小・中・高生のモニュメン

ト、亀甲マークにそれぞれの将来を託した文字を

刻んで玄関口に置いてます。これも移転すること

は不可能なんです。みすみすこれを絶やすという

ことは、子供たちの思いを絶やすということにな

ります。私は、それを活用していただくととも

に、やはり伝統文化である、愛媛県の宝です。そ

れを十分考えていただきまして、もっと言うなれ

ば予算的なことは触れませんが、私の考えは、私

が町議会議員をさせていただいたころには文化会

館の近くに７億円をかけて庁舎を建てる中・長期

計画がありました。平成１５年の合併の５町の持

ち寄りのこの資料を見ますと、なぜか５億円にな

ってます、５億円。それが、厳しい財政下ですか

ら、いわゆる有効利用ということで以前の福祉セ

ンターに支所を移しました。約１億円です。単純

計算で引き算をしますと、４億円残っています、

５億円からね。私はその４億円とは言いません。

その半分の約２億円を使って、朝日文楽に関係を

したもろもろの予算にぜひ使っていただきたい。

これが三瓶町民のすべての私は思いだと思いま

す。それは、今の支所の解体も含んでですよ。 

 それから、もう質問しませんけれども、今後の

朝日文楽の今あるものの再利用なり解体なり、こ

れは地元の方の意見を聞いていただけなければ私

がここで軽々に申し上げるわけにはいきませんの

で、この現在使われている朝日文楽をどのように

するか、解体するのか改修するのか、そういうも

ろもろのすべての予算を、やはり５億円のうちの

１億円で済んだ４億円の半分の２億円を私は充て

ていただきたいなと、このように考えております

ので、今後のスケジュールの中でこのことを十分

考慮をして。先ほど言いましたように、豪華なも

のは要りません。継承していくにふさわしい、文

楽の方々が本当に努力をされておる思いをぜひ酌

んでいただきたいと思います。 

 ３点目に入ります。 

 今、後ろのほうには多くの、恐らく私の見間違

いではないと思いますが、市長の後援会長さん並

びに各支部の支部長さんがおいでになります。 

 市長、あなたとは私は約１０年のつき合いがあ

ると自負してます、私はですよ。２期目も約３年

半経過をしました。４００メートルトラックでい

いますと、第４コーナーを回ってもうフィニッシ

ュラインの目の前に来ております。 

 この７年半の業績を振り返しますと、三好幹二

２００８マニフェスト、合併協議会の懸案でもあ
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りました推進に、ハード面では市庁舎の本庁の完

成、それからＣＡＴＶの整備、またソフト面では

限界集落及び地域づくり、コミュニティー活性

化、このようなことを着々と推進され、厳しい財

政下さらにまだそれに追い打ちをかけて、合併後

直ちに行われた政府の三位一体改革、これに補助

金もカットされました。その中でもかかわらず、

市長のたゆまなる財政力、いわゆる財政通の力量

を発揮していろいろな業績は枚挙にいとまがござ

いません。また、市長として人後に落ちないもの

が私はあると、このように確信をいたしておりま

す。 

 それで、まだ若干の任期までに余裕があります

けれども、３期目にかける市長の進退について、

まずもってお伺いをいたしたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今ほど、３期目にかける私の進退に

ついてのご質問でございますが、現在のところは

白紙の状態でございます。それに関して後ほど何

かご質問があるとしたら、またなおそれに追加す

る答えをさせていただいたらなと、このように思

います。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 私は、まだこの三好市政は道

半ばだと思ってます。私は、なぜ市長を支持した

かと申しますと、先ほど言いましたようにきって

の財政通でのが一つ、それからお見かけどおり温

和な顔をされてますんで、人の話をよく聞いて、

そしてまた部下をいたわりながら上手に市政を進

展させる方だなと、ワンマンではないなと、この

ように最初の印象を受けたんです。それで、合併

して１年、５年、１０年後にはこれがどうなっと

るかわからないと、そういう市政をだれまりには

任すわけにはいかないと、今言う、まずは財政に

たけた人でなければならないんだと、このような

観点から私は正直一生懸命支持をさせていたわけ

です。 

 まだ市長の頭の中には、これからの懸案事項、

今やりかけの懸案事項、やりたいことが山ほどあ

ると思うんですよ。そういう意味を込めて白紙と

言われましたけれども、もう少し色をつけていた

だいて、今後援会の会長さん以下、各地区の支部

長さんもおられますよ。やりたくなくはないんで

しょ、気持ち的には。その辺をやんわりとまずお

伺いします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、ご質問について少し総括

的に回答をさせていただいたらと思いますけど

も、私も今回いろいろ考えることもございまし

た。まず、第１期目の８年前、２期目の４年前の

市長選挙に当たってご支持をいただいた方、本当

にありがたいことだと思っておりまして、一言で

言い尽くせないような、ご支援やご協力をいただ

いた方に対しては思っております。市長を誕生さ

せるということの、どれほどエネルギーが要るか

ということも、その中で体験をさせていただきま

した。 

 一方、選挙が終われば私はノーサイドであると

いう考えのもとで、その時々の投票行動、その後

もそれを引きずるような安直な考え方をして追及

すべきではないと、ずっと私は考えてやってまい

りました。市長として分け隔てなく市民の幸福の

追求、安全・安心な社会構築を旨として市政執行

をやってきたつもりでございます。 

 西予市が誕生いたしまして、このように２期、

８年近くにわたってやらせていただきましたけれ

ども、基本理念といたしましては誇れる愛着の持

てる西予市づくりを掲げまして、それぞれの地域

が輝いて、それぞれの人々が喜んでいただいて、

納得いく西予市づくりを目指してまいりましたけ

れど、その中で合併協議会で策定されました西予

市の建設計画であります西予市まちづくり計画

と、西予市となって策定いたしました西予市総合

計画を基本としまして、それを重視した上で２期

目に当たりましては私が策定いたしました市民と

の約束でございますマニフェスト２００８を合わ

せて実践することを目標として、諸施策を推進し

てまいりました。特に、西予市まちづくりの計画

の中では緊急性の高い事業、重要性の高い事業は

相当進んだと、このように判断をしております。

私のマニフェスト２００８で市民に約束いたしま

した６つの西予市づくりと２８の施策提言はある

程度市民の評価も受けさせていただきまして、大

方良好で進捗しているんではなかろうかなと、こ
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のようには思っております。 

 このような計画と合わせまして、その時代時代

に即応する施策、あるいは西予市独自の施策も進

めてまいりました。特に、過疎限界集落対策ある

いは林業施策については愛媛県下の中をリードし

てきたと、私個人では自負をしております。 

 また、重要伝統的建造物群保存地区の選定、長

年にわたる非常に課題でございますけども、これ

は何とか解決できたと、そして選定を受けたとい

うことで安堵をしておるところでございます。 

 また、今ほど小野議員がおっしゃっていただき

まして非常にありがたいお言葉だったと思います

けれども、財政面では国の三位一体の改革で全国

の県市町村は極めて厳しい財政環境にさらされて

しまいました。西予市も未来を見通すことができ

ない状況にあったと思っております。それを打開

すべく行政改革を断行させていただきまして、行

政評価システムを導入し、全事務事業の見直しを

やらせていただきました。これは、国の事業仕分

けよりか２年早く、もう４年前、はや５年目に入

りましたけれどもやってこさせていただいたと、

私は思っております。 

 厳しい財政状況は続いておりますけれども、新

聞の掲載等々もいただきましたが、起債制限比率

と経常収支比率の指数化した中でおきましては、

私どもの西予市は県下の上位にあると、このよう

に市民もご理解をいただいておるんではないかな

と、このように思っております。 

 先ほど言いましたように、次期の市長選挙の出

馬につきましては今は白紙の段階でございます。

私の考えをご支持いただいております多くの方々

やまた地元の自治会の方々、さらに市民の皆さん

のご意見に耳を傾けまして今後の方向を見定めて

いきたいと、このように考えております。 

 以上、よろしくお願いします。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 やはり市長の答弁を聞きより

ますと、そこが市長のいいところで慎重ですよ。

やはりそつがない。白紙というのは、どういう色

にも染まりますからね。私は、信号で言えば赤で

はないなと、黄色も終わりにかけて、もう緑の点

滅がしたなと、私はこのように今の答弁を聞いて

理解をしました。これでよろしいと思いますが、

いかがですか。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 とらえ方にはそれぞれあろうかと思

いますので、これ以上の答えは今の段階では控え

させていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 しつこくしつこく言いまして

も時間がありませんので、私はそのように思って

おりますし、恐らく後ろにあられる後援会の幹部

の方々も市民も望んでおるのではないかなと、こ

のように確信をしておりますので。 

 そこで、若干余談になりますけれども、失礼が

あればお許しを願いたいんですが、なぜかといい

ますと施策等には行けませんので、井戸を掘った

人々の考え方についてお聞きをします。 

 この井戸を掘った人の恩を忘れてはいけないと

いう言葉は中国のことわざだと私は理解してま

す。 

 近年では、田中首相が中国に行ったときに毛沢

東の右腕と言われております周恩来首相が、田中

角栄さんに向けて、元総理に向けて言った言葉で

す。そして、愛媛県では白石県政が終末したとき

に、北黒田の知事の自宅へよく党の用事、当時自

民党ですが、幹事長も来られましたし、政調会長

も来られました。それは、よく使われた言葉が愛

媛県の井戸を掘った人の恩を忘れてはいけないと

いうことで、県庁へ行く前に松山空港から北黒田

の私邸に伺って県庁に入っていきました。私は、

何回もその場面に立ち会ったことがあります。や

はり人間として政治家として井戸を掘った人の恩

を忘れてはいけないと、このように思います。 

 まことに僣越ですが、私は今でもこれを机の上

に置いてます。２００４年５月１７日月曜日の愛

媛新聞の新聞です。名前は言えません。２，９１

２票差で宇和で圧倒、三瓶も制す、財政通に期

待、一面トップになってます。私は、このときは

大変苦い経験をしましたけれども、私は本人以上

にうれしかったのと、私の戒めのためにずっとこ

れを机の上に置いてます。そのときに、インタビ

ューがありました。記者のインタビューにまず市
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長が答えられた第一声は、うれしい、本当にうれ

しいという言葉でした。この一言に、この裏には

今言った井戸を掘った人の恩があるわけです。 

 もう一つ紹介します。私は、平成１６年１月１

８日に後援会の幹部の要請によりまして宇和町の

後援会事務所に行きました。一番先に私の目に飛

び込んできた言葉があります。額がありました。

読みます。 

 幹ちゃんへ。苦しいとき、苦しいと言ってくだ

さい。一緒に苦しみます。泣きたいとき、泣きた

いと言ってください。一緒に泣きます。耐えがた

いとき、耐えがたいと言ってください。一緒に分

かち合います。必ず勝ちます。なぜなら、私たち

も一生懸命ですからです。幹ちゃん、頑張ってく

ださい。山田区長、山田区一同。 

 こういう地元の方の変わらぬ支援があったら、

これにまさるものはないんです。私たち政治家、

市議会議員ですけども、まずはやっぱり地元の

方々のそういう思いなんですね。親愛の情なんで

す。私は実るほど頭を垂れる稲穂かなという言葉

がありますけれども、これはやはり何期になって

も初心を忘れるべからずで持っていただきたい。

大変失礼なことを言いましたけども、私はこれを

毎年自分の手帳に書きかえて、毎年毎年自分の戒

めとして、地元にそういうにこうありたいなと。

三好市長、あなたにもこうあってほしいなという

気持ちを持って発言をさせていただきました。 

 最後に一句、前回も言いましたが、「海川の、

水をたどれば一粒の、空から落ちる雨雪あら

れ」。大海の潮も、大きな川も、たった一粒の

雨、雪、あられが集まってああいう大河をなし大

海をなしてます。一人一人の気持ちを大事にして

ください。 

 質問を終わります。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前９

時５３分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１０時０

１分） 

 次に、２番二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 公明党の二宮一朗でございま

す。ただいま議長より発言の許可をいただきまし

たので、私も一問一答方式で質問をさせていただ

きたいと思っております。 

 ことし最後の議会ということですけれども、こ

とし３月に起きました東日本大震災で、私の６

月、９月の質問もほとんど防災対策ということを

させていただきました。 

 前回の質問でも申しましたように、その震災後

西予市から、行政のほうから市民に対しての防災

計画というのがなかなか見えないというのをお話

をさせていただきました。また同じようなことを

言わないけんなというのが残念なんですけれど

も、視点をちょっと変えまして、また防災対策に

ついて、まず１点目の質問をさせていただきたい

なと思っております。 

 ３・１１から約９カ月が経過をし、その間には

台風１２号による水害ということもありまして、

市内ではこれは大きな被害を受けました。また、

我々西予市においては伊方原発から約２０キロ圏

内に住んでおられる皆さんも多く、３０キロにな

ると約７割の人が住まれているということで、お

会いすると口々に原発の不安ということが出てま

いります。 

 先日１２月７日の質疑の中で、三好市長が防災

計画の考え方として、急いで何度も修正をするよ

うではいけないと、じっくりどっしり構えて取り

組むべきじゃないかという方針だということでお

っしゃいました。 

 国による今さまざまな検証が行われて、防災基

準の見直しとかが行われて、それを受けて西予市

でまた防災計画をしっかり立てられるということ

はとてもいいことだと思っておりますけれども、

ただ市民の皆さんはこの西予市は、また市長はこ

の市民の防災計画に対して防災、生命と財産を守

るということに対してどう思われているのかとい

うのは早く知りたいんじゃないかなというふうに

思います。 

 そこで、１点目の質問として、自主防災組織

間、西予市ではほとんど自主防災組織ができてま

すんで、その人たちを一遍に集めていただいて連

絡協議会的なものを設置をしていただいて、その

場で西予市はこういうふうに考えているんですよ

ということと、またいろんな設備をしたり、防災

計画でいろんなお金がかかりますよね。ほとんど

は国による予算措置が必要なものが多いんだとは

思うんですけれども、それであるならばこれは何

年間をかけてやりますとか、この部分については

地元で対応を願えませんでしょうかとか、そうい
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うふうなことを早目に僕はやってほしいなと。年

明けたら、ちょっと皆さんの記憶も思いも薄れて

いくんじゃないかなと思いますんで、この自主防

災組織の連絡協議会の設置に関してどのようなお

考えがあるのか、まず１点目お伺いいたしたいと

思っております。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、二宮議員のまず最初のご

質問についてお答えをさせていただきますが、先

ほど１２月７日の私の回答のことを言われました

けども、あのときに余り前のめりになり過ぎる

と、やはりいろんな計画として不十分なものがで

きるので、余り前のめりにならずどっかりして被

害計画をつくっていくように進めたいということ

も申したとおりでございまして、現的に市の防災

計画はあるわけでございます。これは、ない場合

はいけないわけでありますが、あるわけです。そ

して、その上で今回の東日本大震災を受けて、そ

れが国のほうでしっかり検証される、地震の問

題、津波の問題、あるいは原子力発電所の問題

等々を検証された上で国がある程度の方向性を出

された計画書をつくると。今はいろんなところで

少しずつ見え始めておりますが、それがある程度

出た時点で、当然ながら西予市として計画の見直

しをしなくてはならないということを踏まえて言

った回答でありまして、ぜひともご理解をいただ

きたいと、このように思います。 

 それで、今ほどのご質問でございますけども、

まず最初に当市の自主防災組織は１２月現在で６

６組織、１万８，１１８世帯、組織率では９７．

４％という組織率を誇っておりました。市といた

しましても、これまで各組織からの連絡や要請を

受けまして防災訓練や研修等連携をして実施いた

しておるところでございます。また、防災組織に

関する行政との連絡、あるいは情報の強化の必要

性でございますけども、これは非常に痛感をして

おりまして、防災組織との情報連絡会等につきま

してはできるだけ早期に計画、実施し、積極的に

情報を共有していきたいと考えております。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 ありがとうございました。 

 防災計画に関しましては私も十分理解をしてお

るんですけれども、ただ今回の台風のときの、水

害のときのいろんな各地域と危機管理室との関係

であるとか、そういうことを考えますと、また各

自主防災組織が組織はできているけれども本当に

機能しているかということを考えますと、やっぱ

り今申しました連絡協議会的なものがあって、市

の方針をきちっと打ち出していただくということ

が大事かなと思っておりますので、早急にお願い

をしたいというふうに考えますのでよろしくお願

いいたします。 

 それと、その防災対策の２点目として、これも

前回ちょっとお話ししましたけれども、要援護者

の支援計画とその実効性を高めるという点につい

てちょっと質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 前回の質問のときに、要支援計画に関して今支

援者の登録率が３８．７％でまだまだ不十分、引

き続き要援護者へのきめ細かな避難支援のため自

主防災組織及び関係機関の協力を得て進めてまい

りたいという生活福祉部長のご答弁だったように

思いますが、その後どういう働きかけをされたの

か、進捗状況をまずお聞きをいたします。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 今ほどのご質問でございま

すけれども、重複するかとも思いますけれども、

これまで広報等による周知や民生委員さん、児童

委員さん、市社会福祉協議会、包括支援センター

を通じて登録の案内を行ってきたところでござい

ます。その結果、特に関係者及び団体等が対象者

宅を訪問する方法が一番有効であったということ

で、引き続き協力をお願いしてまいりたいと、こ

のように思っております。 

 また、行政といたしましては保健師等による訪

問、対象要件となる各種手帳の発行や認定等にお

いて個別に登録案内をさせていただくなど、登録

率の向上に努めてまいりたいと、このように思っ

ておる次第でございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 さっきお話ししました、前回

の答弁に自主防災組織及び関係機関の協力という

ところがどうなのかというところが聞きたかった



－46－ 

んですけれども。 

 前回も申しましたように、私は地元の自主防災

組織の今リーダーに立場上なっておるんですけれ

ども、行政のほうからそういう要請も全くその後

も来ておりませんし、事務局に聞いても聞いてお

りませんということなんで、ちょっと今回の質問

をさせていただきました。 

 自主防災組織は、行政においては総務ですよ

ね。ですから、これは縦割り行政の弊害があるん

かなというのもちょっと思ったりするんですけれ

ども、そういうところをすり合わせをしっかりさ

れて、この自主防災組織または要援護者の支援プ

ラン等の進め方というのをもう一回行政のほうで

考えていただく必要があるんじゃないかなという

思いで今回質問をさせていただきました。 

 それで、その中で今から特に避難場所等の見直

し等もされると思うんですけれども、特にこの一

人で避難場所に行けない方等々考えたときに、そ

こが急な坂であったり階段であったりという、そ

ういうふうな見直しの計画というか、そういうと

ころは進んでるのかどうかちょっとお伺いをした

いなと思っております。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 災害者といいますか、要援

護者の指定避難所ということにつきましては、市

内の福祉施設１３カ所を福祉避難所として指定を

しておるところでございます。それで、災害の発

生に備え日ごろから施設管理者と十分な連絡調整

を図りながら、また受け入れ可能な状況の把握に

努めておるところでございます。災害時において

は、本来施設機能や入所者及び利用者へ支障を来

さないように、十分に施設の管理者等との話し合

いを進めておるところでございます。 

 以上です。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 ちょっと私のイメージと違う

んですけれども。私がイメージしたのは、特に今

回津波等でということで明浜、三瓶地域を考えて

おるんですけれども、福祉避難所というのは１回

一時避難所から移ってその後生活せにゃいかんな

と、数日という場合やと思うんですけども、例え

ば津波を考えたときにやっぱり到達時間等考え

て、１時間とか２時間以内に逃げる場所、要する

にすぐ裏の山であったり、そういう場所を想定し

とるわけですよね。そういうところの見直しとか

がどうなのかということなんですけれども、そう

いう進捗状況というか、わかりますでしょうか。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 一時避難箇所につきまし

ては、明浜地区、三瓶地区、それぞれ現在設定い

たしておりますけれども、今回の津波が想定外と

いう言葉、使い古された格好ですが、想定外の規

模だったということで、現在の避難場所が果たし

て安全なのかどうかを含めて愛媛大学の先生方を

交えまして検証いたしております。その結果がも

し不適切ということで、改めて避難場所の選定に

入りたいと思います。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 先日、三瓶で行われた防災キ

ャラバンで愛媛大学の二神先生がおっしゃって

た、１時間以内でどっか逃げればとりあえずの生

命は保障されるというふうなことを言われたと思

うんですけども、やっぱり元気な人はすぐ逃げれ

ると思うんですよ、走ってでも裏山へ。でも、や

っぱり高齢者であったり、そういう障害を持たれ

た方はなかなかその１時間でも大変ということな

んで、その場所もそうですしそこへ避難するまで

の方法をしっかり検証していただいて、早急にお

示しをいただきたいなと、該当者の方にと思いま

すんで、よろしくお願いしたいなと思っておりま

す。 

 ２点目に移りたいと思います。 

 期日前投票についてちょっとお伺いをいたしま

す。 

 期日前投票は、投票率の向上のために期間が長

くなったり時間が長くなったりということで今進

んでおるんですけれども、以前よりは大分便利に

なったし、期日前投票に行かれる方もふえてるん

じゃないかなと思っております。ただ、今少子・

高齢化という問題もいろいろありますし、だんだ

ん高齢化していくと、その期日前投票でもなかな

か難しいと言われる方がおられるわけですよね。
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それは、行ったときに宣誓書を書いたり何できょ

うなんですかみたいなお話をされたりということ

で、１対１でマンツーマンでやると上がってしま

ったり、ちょっとわからんなってくるというか、

自分の思いがという人が高齢者の方とかが特に多

いので、特にそこの場で書く宣誓書について、で

きれば自宅でまず書いて持ってこれるような、入

場券の裏に宣誓書を印刷しておくような方法がで

きないかなということで、今回ちょっと質問をさ

せていただきましたんで、ご所見をお伺いしたい

なと思っております。 

 

○議長 井上総務課長。 

 

○井上総務課長 それでは、西予市選挙管理委員

会書記長の立場といたしまして二宮議員のご質問

にお答えを申し上げたいと思います。 

 ご質問をいただきました期日前投票の受付につ

きまして簡易、またスムーズに行うため裏面に宣

誓書を印刷した入場券を有権者の方に送付をいた

しまして、あらかじめ記入いただいた上で投票所

の受付に提出をいただくという方法につきまして

は、全国的にも導入の事例がございます。また、

県内でも導入しておる自治体が一部あるようでご

ざいます。 

 検討をしているさなかでございますが、西予市

選挙管理委員会といたしましては、現行の入場券

の様式変更等に伴います経費の増もさることなが

ら、まず心配をいたしておりますのは事前に記入

できるということで本人確認の判断精度が低下す

る懸念が生じるのではないかということでござい

ます。期日前投票所内で本人が宣誓書に署名をい

ただく仕組みといたしておりますことで、例えば

成り済まし、あるいは二重投票の防止、発見の一

定の効果があると考えているところでございます

し、また実際に当市におきましても事後のトラブ

ル解決につながった事例がございます。 

 したがいまして、現段階におきましては入場券

の裏面に宣誓書を印刷することにつきましては導

入の予定はございません。なお、期日前投票所で

の宣誓書の記載場所や設備等につきましては、丁

寧な説明案内も含めまして高齢者の方や障害のあ

る方の負担が軽くなりますようさらに配慮をして

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 理解はしていただいとるのか

なとは思うんですけれども、ちょっとその予定が

ないというのは残念かなと思います。 

 今もおっしゃいました愛媛県内でというお話で

すけれども、ここに今持っとるのが新居浜市が使

用している分、これは切り取って何人か分という

ことだろうと、３人分ぐらいですかね、これ、大

きさからしたら。こういうのにしていただけれ

ば、本当に裏に宣誓する記入箇所があってと、そ

ういうイメージを持っとったんですけれども、後

ほどまたお渡ししますんでぜひ検討していただき

たいなと思います。 

 そこで、今も理解はされとるんですけれども、

もう一点念押しにですけど。 

 この７月に障害者基本法というのが成立をいた

しまして、その中の選挙等における配慮、障害者

へです、選挙等における配慮という項目の中で、

第２８条ですけども、国及び地方公共団体は法律

または条例の定めるところにより行われる選挙、

国民審査または投票において障害者が円滑に投票

できるようにするため、投票所の施設または設備

の整備、その他必要な施策を講じなければならな

いというのがあります。私は、この今言ったとこ

ろがその他必要な施策を講じなければならないと

いう項目に当たるんじゃないかなということで、

ぜひ西予市においては来年任期満了に伴っての市

長選挙、また議員選挙があるわけですから、そこ

にできれば間に合うようにしていただきたいなと

思いますんで、ご検討をお願いしたいと思いま

す。 

 引き続き、３点目に移ります。 

 ３点目は、学校教育について質問をさせていた

だきたいと思っております。 

 今、小学校の再編計画が進んでおるところでご

ざいますけれども、これは少子・高齢化の少子で

すよね、子供が少ないということで小学校の児童

が減ってきて、やっぱり大きいある程度の人数の

中で教育をしていったほうがいいというもとで進

められていると考えておるんですけども、その子

たちが今度中学生行ったら中学校も今人数が減っ

てきておるわけですよね。我々のころから比べた

ら多分今半分ぐらいかな、中学校もというふうに

思いますが、その中で中学校の教育の一環として
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部活動というのがあるわけですけれども、この部

活動もなかなか人が集めにくいというか継続しに

くい状況になってるということで、もう数年前に

なりますけども、私がＰＴＡ会長をしていたとき

も、学校のほうからちょっとこの部活が人も少な

いんで、継続しにくいんで廃部にしたいんですが

という案があって、ＰＴＡ総会で私はそのときの

学校の思いを了として提案をして一つの部活をな

くしました。そうすると、その後そのスポーツを

されてる小学校の親御さんから言われました。う

ちの子中学校行ったら何したらいいんよというふ

うに言われました。もう私は済みませんとしかそ

のとき言えれんかったんですけども、そういう状

況が今からも来るんじゃないかなというのと、野

村のほうでも多分ことしですか、去年ですか、何

か部活が一つ減ったというようなことを聞いとる

んですけれども、そういうふうなことに対して教

育委員会または教育部として今後どういうふうに

考えておられるのか、ご所見をお伺いしたいなと

思います。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 今の二宮議員のご質問にお答え

したいと思います。 

 現在、西予市におきましては全員部活体制とい

うのをとっておりまして、生徒は何らかの部に所

属をしております。およそ１時間から長い場合は

２時間程度の部活動を行っておるのが現状でござ

います。 

 また、男子生徒の９６％、女子生徒の６９％の

運動部がございますが、それ以外は文化部に所属

しているという状況でございます。しかし、少子

化の影響によりまして複数の文化部を統合して一

つの部をつくったり、生徒及び保護者の考えを集

約し、部活動再編検討委員会というのを立ち上げ

まして、その中で検討し、部の数を減らすという

苦渋の選択をした学校もございます。 

 また、小学校やその保護者へ部活動の再編につ

いてアンケートを配布して、現在情報収集をして

いるところもあります。 

 少子化は、確実に生徒の活動の選択肢の幅を狭

めつつあるというのが現状でございます。しか

し、その中で生徒は切磋琢磨しながら日々の活動

に励み、よい成果を上げているのが現状でござい

ます。 

 西予市の場合、学校間の距離がありまして、移

動を考慮すると他の学校との合同チームをつくる

ことも現段階では難しいのではないかと考えてお

ります。したがいまして、各校で地域の特色を生

かしながら、また再編を工夫しながら活動をして

いくことが必要であると考えております。 

 部活動の新設、休部、廃部等につきましては、

部活動検討委員会等を設立するなど各学校で十分

に協議、検討された上で、最終的には学校を管理

運営する学校長の権限で行われるのでありますけ

ども、市教委といたしましても生徒の意見を十分

に反映させながらその願いを可能な限り実現させ

ていけるような方策等について学校とともに調査

研究を今後してまいりたいと、そのように考えて

おります。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 ありがとうございました。 

 各地区の中学校の距離が遠いということは確か

にあるんですけれども、西予市には本当に優秀な

というか、熱心にやられていい成績を残されてる

部活がたくさんありますし、野村のお琴であった

り、この間も話に出た宇和中の陸上部であったり

ということであるんですけれども、例えば今公共

交通の見直し等もされておりますんで、そういう

スクールバスとかを使いまして週に何回かでも、

例えば合同チームみたいな、合同部活みたいなん

で野村のお琴に例えば宇和の生徒、三瓶の生徒が

行きたかったら一緒にできるみたいな、そういう

ところも考えてもいんじゃないかなというのも一

つですし、また社会体育でいろんなスポーツも、

西予市のいろんなスポーツの総合計画の中でもあ

りますし、いろんなスポーツをされてる方がおる

わけですよね。そういう社会体育と学校教育との

連携とか、そういうことも考えていただきたいな

というふうに思っております。 

 私がＰＴＡもちょっと長いことやらせていただ

いて思うのは、学校任せじゃなくてやっぱり教育

委員会、教育部がこの西予市全体の教育をしっか

りビジョンをつくって、その中で進めていってい

ただきたいという思いがありますんで、そこのと

ころを部長が今答弁をされた方向で進んでいって

いただきたいと思っております。 
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 ２点目は、校庭の芝生化です。これもっと早く

質問したかったんですけど、今回のこういう防災

対策に一般質問の時間がとられましたんで今にな

りましたけれども。 

 今、市内の野村、宇和両中学校で校庭の芝生化

というのをされとるんですけれども、私自身は見

てていいなと思うんですが、使ってる人がどう思

ってるかというのはまた別の問題で、今野村、宇

和中で実施されてるこの芝生化、教育委員会とし

て把握されてるいい点とか悪い点ありましたらご

所見をお願いしたいと思います。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 校庭の芝生化についてのご質問

にお答えさせていただいたらと思います。 

 現在、野村中学校をモデル校と位置づけまし

て、鳥取方式によるグラウンドの芝生化を行って

おります。そこで、野村中学校におきましては平

成２１年度に第１期としまして６，４００平米、

平成２２年度に第２期分の６，０００平米を芝生

化しております。また、宇和中学校におきまして

は平成２２年度に７，７２５平米の芝生化をして

おります。 

 そこで、ご質問の芝生化のよい点でございます

が、見た目の緑の美しさだけでなく夏の猛暑を緩

和することができたり、雨による水たまりができ

にくくなり雨上がり後は早期に使用できるという

利点もございます。さらに、生徒たちがけがの心

配をせずに元気に活動することで、心や体により

よい影響を与え豊かな情操をはぐくむことが期待

できると考えております。 

 一方、問題点といたしましては、維持管理全般

に関することでありますが、鳥取方式は従来の高

麗芝などに比べまして格段に安価で維持管理が容

易な利点がございますが、芝生化することで新た

に定期的な芝刈りや肥料の散布、散水などの作業

による校務の負担増、また継続的な維持管理をす

る経費等の増が考えられます。 

 以上でございます。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 今いい点をたくさん言ってい

ただきました。そのいい点をもっと進める気持ち

があるのかどうか、ほかの学校に、市内のです

ね。その１点まずお伺いしたいと思います。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 グラウンドの芝生化について

は、先ほど申しましたように芝刈り等いろいろな

作業の増が考えられますので、ＰＴＡまた地域の

方、それぞれの地域の団体とか、そういった皆様

方の協力が維持管理については大変重要となって

きます。そういったことで、そういう体制がとれ

た学校で実施可能なところ、また学校再編等々を

視野に入れながら、要となる学校につきましては

実施をしていきたいと、そのように考えておりま

す。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 学校主体でということでしょ

うかね。西予市として私自身は進めていただきた

いなと思うんですけど。 

 ことし、保育園ですけれども、うちの石城保育

園というところが芝生をしまして、ボランティア

を募りまして、そういう芝刈り隊のボランティア

を募ったんですけれども、今市長の地元の老人ク

ラブの皆さんが芝刈りのボランティアに加わって

いただいて、私もやらせてもろうとんですけど

も、そういうやっぱり地元も巻き込んでというこ

とになったら、学校だけじゃなくて西予市とし

て、こういう市内の学校の芝生化を進めたいんで

すがみたいなのをしっかり打ち出してもらえば、

そういう地域の動きも活発になってくるんじゃな

いかなというふうに思いますし、先ほど利点で言

われました、本当あの芝生で運動したりしたらけ

がもしにくい。うちの子供らも昔サッカーやって

ましたけども、南宇和のほうへ行って芝生のグラ

ウンドでやらせてもらえるというだけでも、弱い

チームでも本当に生き生きとうれしそうにやって

ました。そういうのを、例えばせめて中学校だけ

でも芝生化して、この県内の小学校とか今ジュニ

アでサッカーチームがたくさんあるやないです

か。ああいう子供たちを西予市でサッカーさせて

あげたら、それだけでも僕はいろんな効果がまた

出るんじゃないかなというふうに考えてますん

で。 
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 ただ、費用とかそういう面だけじゃなくて、し

たことによってのメリットを、また計画をしっか

り考えていただいて進めていただきたいと思って

おります。 

 次に４点目、聴覚障害者の１１９番通報につい

てお伺いをいたします。 

 まず、聴覚障害者の１１９番通報の現状という

ことなんですけども、この最近数年以内でそうい

う現状を把握されとれば、ちょっとお知らせいた

だきたいと思いますが。 

 

○議長 清水消防長。 

 

○清水消防本部消防長 ただいまの聴覚障害者の

１１９番通報の現状についてでありますが、当消

防本部の管内におきましては平成１８年以降に聴

覚障害者から直接通報された記録はございませ

ん。 

 なお、聴覚障害者に限らず言語に障害のある方

など電話での通報が困難な方のために、自宅のフ

ァクスから事前に配布している緊急ファクス送信

用紙、火災、救急別により消防本部に設置した受

信機へ送信するファクスでの受信体制を構築して

おります。 

 現在の登録者数は２２名となっております。こ

の緊急ファクス登録者は高齢福祉課と消防が市内

の民主団体――特に手話サークルの方ですが――

の協力のもと聴覚障害者などに対して手話による

説明会を実施して登録を呼びかけ、緊急ファクス

送信票の配布を行ったものであります。今後もこ

の取り組みを継続して普及させていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 全国的にもそういうファクス

を使われとるのが多分多いんじゃないかなと思う

んですけれども、今回特にこういう大きな災害が

起こりまして、ことし１年本当に災害の１年かな

と思うんですけれども、そういう聴覚障害者や言

語が不自由な方が本当にいざというときに、災害

だけじゃなくて病気のときももちろんそうですけ

ども、本当にどうされるのかなと思うとちょっと

心配です。 

 私も高齢福祉課のほうにちょっと確認しました

ら、市のほうで把握されている聴覚障害者の方は

２０４名おられるということを聞いております。

そのうち今２２名登録されとるということなんで

すけれども、このような問題を解決するためにど

ういうふうにしたらいいかということで、ファク

スは災害が起きて電気がぱっと切れたら使えない

ということもありますんで、これをちょっと調べ

てましたら携帯電話を使った緊急通報というのが

あるんですけど、消防長、ご存じでしょうかね。 

 

○議長 清水消防長。 

 

○清水消防本部消防長 一応承知しております。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 愛媛県のホームページを見ま

したらスゴ技１１３選というのがありまして、そ

の中でガチャ・ピーというのがあるんですけれど

も、ガチャ・ピーで簡単通報ということで携帯電

話で、携帯電話は本当に聴覚障害者の方はほとん

ど持たれていると、それでメール等でいろんなコ

ミュニケーションをとられてるということなん

で、いつも持たれとるわけですよね、だから何か

あっても、けがにしても交通事故にしても病気に

してもその場で対応できるということで。ファク

スやったら自宅からしかできません、限定されて

ますんで。そういうのを、もしご存じなんであれ

ばちょっと研究してもらえればなと思うんですけ

れども、そういう方法を研究されとるんでしょう

かね。 

 

○議長 清水消防長。 

 

○清水消防本部消防長 当消防本部におきまして

も、緊急通報の手段につきましては障害の種類や

程度、または家庭環境に応じてさまざまな通報シ

ステムが考えられると思います。その手段の一つ

である携帯電話の活用につきまして、先ほど二宮

議員さんのほうからご案内がありましたガチャ・

ピーというものは新居浜市の消防本部で現在構築

しております。 

 そういうこともありますので、近隣市町の状況

や障害のある方の携帯電話の使用状況等を調査し
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た上で今後検討をしていく所存であります。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 ちょうど今、来年に向けての

予算もそれぞれ、予算の事業を考えられるときじ

ゃないかなと思いますんで検討をしっかりしてい

ただいて、松山市でも実際にやられとるというこ

とで、松山市では８人の方が救助に役立ったとい

う情報も聞いておりますんで、ぜひ新年度の事業

の中にこれも組み込んでいただければ。多分経費

はそんなにかからないんじゃないかなと思います

んで、ご検討をお願いしたいと思います。 

 最後の質問になります。思いやり駐車場の設置

について、ちょっとお伺いをいたします。 

 今回、庁舎建設に当たって計画当初からいろい

ろ見させていただいて、計画当初は庁舎の総合案

内について、なぜこれが入ってないんかなという

ことで何度も質問をさせていただいて、今回受付

のほうをつくっていただいて本当に感謝をしてお

ります。市民の皆さんにも、私の周りはですけど

も、大変喜んでいただいております。本当にいい

対応をしていただいてるということで、ありがた

く思っております。 

 それと、もう一つ私が庁舎ができたら、これが

多分あるんだろうなと自分の中でちょっと勝手に

思っとったんですけれども、駐車場に車いすの駐

車場のスペースは２カ所、正面にありますけれど

も、今あちこち行ったときに車いす以外のマーク

の駐車場があるんですよね。それが僕はできるん

かなというふうに思ったんですけれども、じっく

り見よったらやっぱりありませんでしたんで、今

回ちょっと質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 市長かだれが担当なのかわかりませんけども、

ハート・プラスマークというのをご存じかどう

か、行政の理事者の皆さん。まずお伺いをいたし

ます。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 ハート・プラスマークとい

うのは存じております。ほかにも、障害者のため

の国際シンボルマーク、いわゆる車いすのマーク

のついたもの、それとか老人のためのマーク、耳

マーク、補助犬マーク、オストメイトマーク等々

複数あろうかと思っております。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 今のハート・プラスマーク

は、別に国が決めとるわけでもございませんので

あれですけども、ＮＰＯがされてるマークですよ

ね。 

 ハート・プラスマークはなぜつくられたかとい

うと、内部障害者、車いすは見たら車いすと、車

で車いすを持ってきて、そこでおろされて乗られ

ますからだれが見ても、あっこの人は車いすなん

だなというのがわかります。 

 問題なのは、内部障害者ということで、見た目

にはわからないけれども障害を持たれてる方とい

うことで、どういうのが該当するかというと、心

臓機能障害、呼吸器機能障害、腎臓機能障害、膀

胱または直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能

障害、肝臓機能障害というのが、障害者の中でも

内部障害というふうに当たる部分だそうですけど

も、厚生労働省の調査ではこの身体障害者の総数

３４８万人のうちの約１０７万人、３割の方がこ

の内部障害者であるということで、ＮＰＯ法人を

立ち上げられた方が、こういう内部障害者は日常

生活の中で疲れやすいし、重いものとかは持てな

い、また階段がつらいなどさまざまな症状を抱え

ておられるということで、外見からわからないか

らなかなか理解をされない。例えば、庁舎へ来ら

れたり、庁舎だけじゃないんですけど、スーパー

とかでもそうですけども、出入り口に近いところ

にやっぱりとめたいですよね、そういう方は。で

も、車いすなら見た目にわかるけども、この内部

障害者の人はわからないから、何でこの人は車い

すのとこにとめるんじゃろというふうに思われる

というふうなこともあって、遠慮をすることもあ

るというふうなところを考慮されて、このハー

ト・プラスマークというのを今進められておると

いうことですよね。 

 県内はどうなのかというと、この近くでは松前

町のほうに取り入れとるんですけども、これは松

前町の駐車場の写真です。車いすとマタニティ、

妊婦の方と一緒にこのハート・プラスマーク、こ

ういうマークであります。心臓のところ、ハート

にプラスと書いてあるハート・プラスマーク、ぜ
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ひこれを。先ほど部長が言われたように、これが

すべてじゃありません。いろんな障害者の方がお

られて、いろんな国際基準のマークもあろうと思

いますけれども、車いす以外の目に見えない障害

を持たれている方がやっぱり自分が気を使われな

いように、こっちの行政のほうとして対応をして

いただきたいなと。また、行政がすることによっ

ていろんなほかの、市役所だけじゃないですよ、

公民館、あと病院、それをすることによってこの

市内にそういう運動というか、認知を周知してい

けれるという。そうすると、例えば民間のスーパ

ーであったり、そういうところもしてくれるかも

しれないという。 

 そういうことで、これは私がきのうちょっとイ

ンストールしてプリントアウトしたんですけど、

これはステッカーをつくってくださいというん

で、だれでもインストールしてくださいという、

パソコンでホームページからなんですよね。ステ

ッカーを張って、例えば車のとこに張っとくとか

ということもできますんで、ぜひ検討していただ

きたいなと思うんですけれども、この考えはどう

でしょうかね、理事者の皆さん。考える余地があ

るかどうか、ちょっとお伺いしたいなと思うんで

すけれど。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 今ほどの二宮議員の質問に

対して答弁をさせていただきます。 

 ハート・プラスマークは、おっしゃられました

ように内部障害、内部疾患への支援と理解促進を

目指してつくられておるということを存じており

ます。よく見かける車いすマークは、障害者が利

用できる施設であることを明確にあらわすため

の、これは世界共通のシンボルマークでございま

す。内部障害、内部疾患のある方は、外見的には

健常者と区別がつかないために、駐車場で障害者

用のスペースに車をとめたりいたして、さまざま

な誤解を受けておるということがあるようでござ

います。その対応として、車いすマークとあわせ

てハート・プラスマーク等の表示を行っておる自

治体――先ほど県内では松前町と言われましたけ

れども――があるのも事実でございます。 

 しかしながら、愛媛県では障害者、高齢者や妊

産婦など歩行が困難な方に対して利用証を交付し

ております。駐車スペースの適正な利用を働きか

けることを目的といたしましたパーキングパーミ

ット制度、これは平たく言いますと身体障害者等

用駐車場利用証制度というふうに言うわけでござ

いますが、これを創設して体制を整え、その普及

を図っているところでございます。この制度は、

平成２２年７月から始まっておりますが、県内に

同制度の協力施設は現在７００施設、１，７４７

台に及んでおるところでございます。西予市内に

おきましては、市有の施設につきましては２２施

設、３９台分が確保されております。また、利用

証の交付者は現在１５０人になっております。先

ほど内部障害と言われましたけれども、この１５

０人の中に、身体障害者手帳保持者の中で内部障

害でこの交付を受けておられる方が３１名、現在

おられます。 

 西予市といたしましては、今後県及び各自治体

と連携を図りながら、ハート・プラスマークでは

なく、このパーキングパーミット制度のさらなる

普及啓発と身体障害者等用駐車場の確保に努め、

障害者等が安全で安心して生活できるようバリア

フリーのまちづくりを推進したいと考えておりま

す。 

 ちなみに西予市は先ほど２２施設と言いました

けれども、こういうパーキングパーミット、これ

はそれぞれの今言いました車いすマークの駐車場

にコーンに張りつけるとか、それともフェンスに

立てかけるとかというふうな形で進めておるもの

でございます。なお、去年の７月から中国・四国

全県共通でこういう運動を行っております。あわ

せて、先ほど１５０人と言いましたけれども、こ

れがパーキングパーミットの利用証でございま

す。これを１５０人に今お渡しをしておるわけで

すけれども、これを車の中に、室内等なり車の外

にひっかけられることによって、私はこういうこ

とで利用いたしますということができます。これ

は、現在２２施設、西予市内では県立の施設もご

ざいますので、多くの施設でこの利用をしており

ますので、議員ご指摘のハート・プラスマークで

はなく、この県が進めるパーキングパーミット制

度を進めていきたいと、このように思っている次

第でございます。 

 以上です。 

 

○議長 二宮君。 
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○２番二宮一朗君 今部長が持っておられた、そ

のマークの右下があいてましたよね、右下が。そ

こですね。これは、高知県の利用証なんですよ

ね、同じパーキングパーミットのね。高知県には

入っとるわけですね、ここ。それが、ハート・プ

ラスマークがそこの位置に。まず、それを入れて

いただきたいなというのが１点と。 

 ただ、市役所の今の２カ所、車いすのところに

は置いてあるんですかね、今の大きいほうは。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 三角のコーンを立てまし

て、これに巻きつけて今表示をしております。ご

らんになっていただいたらと思います。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 ありがとうございました。 

 別にハート・プラスマークにこだわるわけじゃ

ないわけですよね。本当に目に見えない、周りか

ら見て理解されない障害者の方がたくさんおられ

るということで、その方が利用しやすいようにと

いう思いで質問させていただきました。 

 コーンもおありかもしれませんけども、１つぐ

らい本当に駐車スペース、印刷というんか、路面

にしっかり車いすと同じようにしていただけれ

ば、ぱっと見た感じが堂々とできるんじゃないか

なと思いますんで、またご検討をお願いしたいと

思います。 

 一問一答ということで、私自身もちょっと初め

てやったんですけれども、またたくさんの質問を

したいと思いますんで、今後ともよろしくお願い

いたします。大変にありがとうございました。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

０時５３分） 

 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時０

５分） 

 次に、１０番元親孝志君。 

 

○１０番元親孝志君 おはようございます。 

 ただいま議長より発言の許可をいただきました

ので、通告に従いまして理事者の所見をお伺いし

たいと思います。 

 まず初めに、西予市の農業政策について質問を

させていただきたいと思います。今回の農業政策

についての質問に対してでございますが、私のこ

の質問の背景を先にちょっと簡単に述べさせてい

ただきたいと思います。 

 ことしは、日本が真珠湾攻撃、第２次世界大戦

の開戦をしてちょうど７０年目を迎えておりま

す。当時二十であった人も既にもう９０歳という

ことでございまして、この戦争体験あるいは戦争

の記憶を風化させてはいけないという思いであろ

うと思いますが、年末非常にこの戦争関係のテレ

ビ番組が多いんじゃないかというふうに私は見て

おります。 

 ご案内のように、日本はこの世界大戦に負けた

わけでございます。しかし、戦後日本は国民が一

丸となりましてわずか１０年足らずで戦後の復旧

をなし遂げました。そして、１９６０年代に入り

ますと日本は既に経済成長に入り、そして１９６

４年の東京オリンピックを機に日本は高度経済成

長へとひた走りしたわけでございます。これは、

世界にとりましてもアジアの奇跡とまで言われた

のも事実でございます。 

 そうしたあらゆる産業が高度経済成長をしてい

く中で、唯一衰退した部門がございます。それ

は、私は農政であろうというふうに思っておりま

す。戦後の農政は、農業も漁業も林業もことごと

く衰退の一途をたどったというふうに私は思って

おります。その結果は言うまでもなく、農村、漁

村において全国津々浦々まで限界集落というふう

に今なっております。あれだけかつて元気であっ

た農村、漁村がなぜここまで衰退したのか。私

は、率直に申し上げまして、日本の農政は戦後六

十数年一体何をしてきたのかということを問いた

いというふうに思っております。 

 その国の農政に対しまして西予市の農政はどう

かと言いますと、国の補助金行政に従って、国に

右へ倣えをしてるんじゃないかと。このままで

は、地方の将来はない。もうそろそろ国の政策は

政策といたしまして、地方は地方で独自の視点を

持って地方の農政というものを考えてみて、新し

い地方の農政というものに取り組まなければいけ

ないんじゃないか。そんな思いがいたしておりま

す。 

 そしてまた、この弱った農政に対してまさかと
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どめを刺すように今ＴＰＰという問題が起こって

おります。私は、これはまだＴＰＰのおばけだと

思っております。全く将来が見えません。そうい

う中で、これから西予市の農政がどういう視点で

農政をされていくのか、そういった確認、質問を

させていただきたいと思います。 

 まず初めに、今回のＴＰＰの問題の中でよく議

論されているのが、食料の自給率という言葉が出

てきます。もうご案内のように、日本の食料の自

給率はカロリーベースで３９％であります。世界

の国々が自国の食料自給率を言う場合に何で言っ

てるかといいますと、世界標準は穀物自給率ある

いは生産額自給率で言っております。そうした場

合、日本の自給率を、例えば穀物自給率で見たら

幾らか、これは６０％あります。そしてまた、生

産額ベースで見たら幾らかと言いますと６９％あ

ります。 

 国の農政は、この中で一番低いカロリーベー

ス、これは世界で唯一日本だけが使ってる表示で

ございますが、カロリーベースで言っておりま

す。私は、何かここに下心があるんじゃないかな

というふうな思いがいたしますが、まず西予市に

お伺いしたいと思いますが、この国が使ってるカ

ロリーベース、これは一体どういう意味があるの

か、西予市はどういうふうに理解されておるの

か、まず１点お伺いしたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、元親議員の最初の質問に

ついてお答えさせていただきますが、その前にち

ょっと背景のことで言われましたので、私もそれ

について少しだけ総合的なことで答えさせていた

だいたらと思いますが。 

 認識としては、同じような認識を持っておりま

す。ただ、日本の高度経済成長が始まって、今言

われました東京オリンピック、１９６４年、それ

以後池田内閣の所得倍増政策の中で日本の高度成

長が始まったわけでありますが、私もこの南予と

いう地域、西予という地域をその日本の農政と照

らし合わせて研究をしたときがあります。そうい

う中で、高度成長時代にずっとなる中で、日本の

中のこの地域が取り残されたわけではないという

ことに気づいたことがあります。といいますの

は、高度成長とともに、例えば米価が生産者米価

を毎年上げるということがずっと続けられており

ました。それが、米余り現象あるいは消費者の消

費動向が変わったということで昭和４６年に減反

政策が始まったということから、米というのが非

常に変わってきたということがあろうかと思いま

す。 

 同じように、この地域、南予という地域にはミ

カンというすばらしいものがあって、そのミカン

自身も非常に高所得を上げられた。特に、今は宇

和島市になりましたけれども旧吉田町において

は、日本最初の農家の法人化を進めたというよう

ないきさつがあって、国会の場でそれに対する討

論もされたというような経過もございます。 

 また、海岸端においては、例えば真珠養殖がす

ごく所得が上がって一家で１億円を稼がれるよう

な時期もあった。あるいは、ハマチの養殖につい

てもそういうことが見受けられた。それは、高度

成長とともにこの地域も恩恵をこうむったという

ところがずっとあったということがあろうと思い

ます。 

 その中でなぜおかしくなったかと言いますと、

日本の農政がやはり大きく影響したと。その中

で、やはり自由化だと私は思っております。まず

最初にぶち当たったのが木材の自由化、外材輸入

であります。それとあわせて、次にオレンジの自

由化、これがもう瞬く間にこの地域産業を衰退さ

せてしまったということがあろうかと思います。

今ほどおっしゃいましたＴＰＰの問題も、これを

あわせて考えますと、この辺をずっと認識を深め

ながら、私どももこの問題に対処していかなくて

はならんのではないかなと、このように思って、

元親議員の背景と同時に私の認識をちょっとご披

露させていただいたところでございます。 

 それでは、最初の質問でございますが、我が国

の平成２２年度の総合食料自給率でございますけ

れども、言われますようにカロリーベースでは３

９％、生産者ベースでは６９％ということでござ

いますが、この計算方式はどうも一長一短がある

ようでございまして、国内の食料消費が国内の農

業生産でどの程度賄えるかという食料自給率を１

つの総合指数で示すことは非常に困難であろうと

考えておりまして、市といたしましても判断でき

る材料は今のところ持ち合わせてないというのが

現状でございます。 

 そういう中で、私たちの市としましても、今後
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市自身がこの問題について真剣に向き合うため

に、西予市の農業再生協議会を今設置いたしまし

て、こういう問題に対処すべくいろいろな施策を

今考えておるところでございます。今後、それに

向けて一生懸命農業振興施策を推進していきたい

と考えております。 

 以上です。 

 

○議長 元親君。 

 

○１０番元親孝志君 市長の意見、私も参考にな

りましたんでありがとうございました。 

 それでは、今農水省が掲げております食料・農

業・農村基本法というのがありますが、昨年２２

年に一部改正されております。そこの中で、最も

重点的な施策として位置づけてるのが、食料自給

率を現在の３９％から１０年後に５０％にすると

いうふうな目標が掲げられておりまして、これを

国家戦略と位置づけるというふうな大層な話にな

っておるわけでございますが、今の農政の言われ

てる食料自給率、これが食料自給率が低いとイコ

ール食糧不足という連想をさすようなイメージを

持たされております。国民の多くの人も、食料自

給率が低下するとなぜいけないの、それは食料不

足になるからですよみたいな恐らく印象を持たれ

てると思うんですが、これはもう私は全く違うと

いうふうに思っております。 

 日本の食料自給率が一番高かったのが１９６０

年、昭和３５年、その当時７８％、これが日本の

自給率のピークであります。それから、４５年か

けて現在の３９％、ちょうど半分まで下がったわ

けですが、思い起こしますと自給率が一番高かっ

た昭和３５年は私が物心ついた時代でございます

が、その当時日本は非常に食料が不足してた。私

が満足に食べれたものは、恐らくサツマイモぐら

いだったかなという印象しかないんですが、しか

し今食料自給率は半分になっておりますが、スー

パーを見たら余るほど並んでおります、莫大な食

料が。今、日本は一億総飽食時代と言われるよう

な状況になっておりまして、自給率と食料不足っ

ていうのは全く関係がないということがこれでわ

かると思うんですが、農水省の一番の今の当面の

課題は自給率を高めるということに照準を絞って

おるようですが、ひとつ１点お伺いしますが、自

給率が下がるとなぜいけないのですかということ

をお伺いしたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 非常に高度な質問だと思うわけであ

りますが、私どもはやはりどこかで一つの国とし

ては、方向性を見出す一つの考え方があろうかと

思います。それは、どこかでそのことの指数を持

って農政をやっていくというのが国の考え方だと

思いますけども、やはり自給率っていうのは大事

な私は指数ではなかろうかなという意識は持って

おります。 

 私どもは、この日本の中で農地というものがあ

りまして、その農地を守っていくというその時代

時代の宿命というものがあろうかと思います。そ

の農地を守るための手段として、やはりそれが生

産者から消費者に渡る、その生産を維持するため

の重要な手段としてはこういう方向性があるんだ

よということが大事だと思っておるわけでありま

す。 

 したがって、外国から自由化の波にさらされて

その自給率が相対的に下がってくるということに

ついては、やはりひいては日本国内のそれぞれの

耕地を崩壊さす、耕作放棄地が非常に進んでおり

ますけれども、そういう背景があるんではなかろ

うかなと、このように思っております。 

 以上です。 

 

○議長 元親君。 

 

○１０番元親孝志君 私が伺いたいのは、今の農

政を見てますと非常に何もかもがアバウトという

感じがするんですね。例えば、先般野田総理がＴ

ＰＰにもし日本が参加することになっても、日本

の農業は絶対に守るという言い方をされてます。

それを聞いたら何ら問題ないように聞こえます

が、農業というのは非常に幅が広いんですよね。

例えば、今の日本の農業を大きく分類しますと専

業農家、第１種兼業農家、第２種兼業農家で、今

専業農家の割合っていうのはわずか二十四、

五％、あとは１種２種兼業農家で占めてるわけで

すが、じゃあ本当に日本の農業を守るというのは

これ全部を守ることなのか、専業農家を守ること

なのか、この辺の明確な説明も要ると私は思うん

ですね。それからまた、農業と一口に言ったって
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畜産農家もあれば野菜農家もある、米作農家もあ

る、これも何十、何百という種類があって、それ

を本当に全部守るというのか、今米作農家を重点

的に守るというのか、その辺も一言で農業を守る

と言われても実感としてはぴんとこない。 

 今の食料自給率の問題にしても、しっかりと国

民に説明できる説明責任というものが今の農政に

あるのかっていうと、何かアバウトで勝手にこっ

ちで判断してくださいみたいな状況で農業行政が

やられてるんじゃないか。その辺をいま一度整理

整頓しないと、本当にこの日本の農業を再生する

という方向が見えてこないんじゃないか。例え

ば、農家戸別補償にしましても、皆さんが言って

るのはばらまきと言ってる。しかし、別に我々農

業をやってない人にくれるわけじゃない、農家に

出すわけですから何でばらまきなのかというと、

兼業農家を守るためなのか、専業農家を守るため

なのか、全部を守るためなのか、その辺でばらま

きなのか、政策なのかということに変わるんじゃ

ないかというふうに思っておりますので。 

 私は、西予市の農政として、まず国は国とし

て、西予市内は一応こういったものを整理整頓を

して真の実態というのをもっと明確にしておくべ

きではないかというのが、今回の質問の趣旨でご

ざいます。 

 次ですが、これに関連しまして、今回のＴＰＰ

で一番大きな問題は関税の撤廃ということであろ

うと思います。今の関税を撤廃すると、外国から

安い農産物が大量に入って日本の農家は壊滅的打

撃を受ける、そのとおりだろうと思いますし、具

体的に自給率でいえば１３％にまで下がるという

ふうな具体的な数字も上がっております。 

 そこでお伺いしたいと思うんですが、今の農産

物は外国からいろいろ入ってますが、調べてみま

すと１，３３２品目に対して関税がかかっており

ます。一番高い関税率っていうのは、コンニャク

芋らしいんですが１，７０６％の関税がかかって

おります。今、対象を重点的に思われてるのが米

に対する関税率ですが、これが７７８％、一般の

人はこれを具体的に理解できないと思うんです

が、ここで具体的に質問したいと思いますが、今

日本に中国から安い米が大量に入ると心配されて

おりますが、今中国から日本に幾らで入って、関

税を７７８％かけた後市場に幾らで出ていくの

か、これがわかっとればお伺いしたいと思いま

す。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 この西予市の中での質問に合うかど

うかわかりませんが、質問ですから回答としてさ

せていただきますけれども。 

 私どももちょっとこれで勉強させていただいた

のは、関税率が７７８％は、ミニマムアクセス米

以外の輸入米に係る関税率のことと判断させてい

ただきますけれども、この輸入米の数量は平成１

９年度で大体１００トン程度だったと聞いており

ます。現状の輸入米は、ほぼミニマムアクセス米

となっておりますので、この背景の計算の仕方が

あろうかと思います。このことから中国米の輸入

額を考えますと、輸入米の適正な市場価格を得る

ための制度でありますＳＢＣ制度というものがあ

るそうでございますが、これに基づきまして中国

産のうるち米の輸入額を６０キロ当たりで換算し

て９，５５４円であります。また、議員がおっし

ゃります関税後は、この制度によって輸入された

米に係る売買差益のことだと考えておりますけれ

ども、これによりますと市場価格は１万２，６２

６円ということだそうであります。 

○議長 元親君。 

○１０番元親孝志君 今の計算は絶対おかしいと

思うんですが、仮に９，０００円のものに７７

８％の関税をかけて１万２，０００円なんて数字

は出てこないと思うんですが、今農水省が発表し

てる、市長はここのレベルで合うかと言われます

が、毎日の新聞、ニュースはこればっかりをやっ

てるわけですから、我々国民としてもこれは常識

として知っておかなければいけないという思いで

私は質問してるんですけども、農水省の米に対す

る平均関税額がキログラム３４１円と書いてあり

ます。これを７７８％逆算していきますと、関税

だけで２万３００円ぐらいになります。そして、

じゃあもとの仕入れ価格はと逆算しますと２，６

５０円ぐらいなんですね。ですから、市長はそう

いうふうに答弁されるのかなと思って私は質問し

たんですが、実は今中国が幾ら安い米がつくれる

って、日本人は中国から安い米安い米って言って

ますが、中国ももう安くはない時代がきとるんで

すね。今、市長は９，０００円幾らと言われまし

たが、まさしく中国の米が日本に入るとしても
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９，０００円を超えるというふうに言われており

ます。今、日本の国産の米の市場価格は幾らかと

いうと１万３，０００円から１万４，０００円で

すから、もうそう開きがなくなってるのに現実７

７８％の関税率が要るのかということです。専門

家に言わすと、もう既に２５０％も関税をかけれ

ば十分日本は対抗できるというふうに言われてお

ります。そういう質問の答弁をやりたかったんで

すが、ちょっとずれましたが、次に行きたいと思

います、それでは。 

  （「半分です」と呼ぶ者あり） 

 はい、半分ですか。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今の問題については、恐らく計算の

仕方の問題だと思います。したがって、７７８％

というのが、先ほど言いましたミニマムアクセス

外の米についての問題だということでございまし

て、それで計算すると従量税がこれらで大体キロ

３４１円でございますから、これを従価税にかえ

ていく計算の仕方の中で７７８％という計算が出

るということでございますから、計算の問題だと

思います。 

 それと、理論的な背景、ご案内のとおり国の中

でもこの米の問題について賛成、反対の理論的な

背景を言われておりますが、今ちょっとおっしゃ

られた背景は元農林水産省官僚であった山下さん

の考え方、ＴＰＰ賛成派の考え方にちょっと似て

るかなっていう気はいたしますが、その方では今

のような計算の中で言われておるようなことも、

私自身もちょっと漏れ聞いておるところでござい

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 元親君。 

 

○１０番元親孝志君 はい、わかりました。それ

では、ちょっと意見が分かれとるようでございま

すので、この７７８％について再度行政側、正確

な考え方というこの理屈を教えていただきたいな

と、これは後で結構でございます。 

 それで、今先ほどから言っておりますように、

国は自給率をとにかく高めなければいけない、こ

れは私もごもっともな話だと思うんですが、その

場合一番疑問に感じるのは日本の農政が今日まで

やってきたこと、これは減反政策ですよね。１９

６０年代から日本は米が過剰になり始めた。価格

を維持するためにとった政策が生産調整、これが

減反政策でございまして、１９７０年から今日ま

で約４０年続いております。この間に支払われた

農家補償が約７兆円というふうに言われておりま

すし、水田面積にして約４割の１００万ヘクター

ルが今休耕田になっておるというのが今の現状で

あるようでございますが、食料自給率を国が本当

に高めるというんであれば、この減反して遊んで

る土地をまず使うことから始まるんじゃないかと

いうふうに私は思います。その方策として、今上

がってるのが飼料米の作付、これも調べてみます

と既に食米に比べてそれに対して約１割ぐらい今

飼料米が生産されておるようでございますが、西

予市はこの飼料米の取り組みについて現状とこれ

からの方向性についてお伺いしたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、今ほどのご質問でござい

ますが、西予市内の管内では飼料米を植えておら

れます宇和町の農事法人が飼料米として２ヘクタ

ール、これをしておりますけども、これにつきま

しては飼料米の取引先、これは内子町の養鶏場と

聞いておりますけども、ここと契約をする必要が

あります。これは、利用供給協定ということを結

んだ上で販売をしなくてはならないということが

あって、そうしないと飼料米の支援について、ご

案内のとおり国から戸別所得補償制度で１０アー

ル当たり大体８万円の補助がありますけれども、

これが供給契約を結ぶということが前提でござい

ますので、これが大事になってまいります。 

 今後は、西予市では米の生産目標数値を守るた

めに生産調整の実施が懸念されておりますけれど

も、水稲以外の転作ができない地域においては飼

料米というのは非常に有効であるとは私どもは考

えております。ただ、飼料米の作付趣旨につきま

しては先ほどの契約関係がありますので、需要が

なければ規模拡大がなかなかできないというのが

現状でございまして、西予としましても、西予市

農業再生協議会において需要先を選定をしたり、

需要数量についても取りまとめを行っておるとこ

ろでございまして、栽培農家のそれに基づいて拡
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大をしていきたいと考えております。 

 

○議長 元親君。 

 

○１０番元親孝志君 思わず時間を見ましたら、

何か農政だけで終わりそうでございますので、あ

と一点だけお伺いしたいと思いますが、耕畜連携

ということは全国的にもいろいろ取り組まれてお

りますが、これは非常に理にかなった農業、持続

可能な農業であろうと思います。 

 今、日本の場合を見ますと、米を収穫するとき

に米だけとればあとの稲わらっていうのは切り刻

んで田んぼに戻すと。逆に、飼料にする分は中

国、韓国から輸入してるというのが現状であろう

と思いますが、先般宮崎で口蹄疫病が起こりまし

たが、これの原因は恐らく中国、韓国の稲わらか

ら来たんではないかという説が非常に強いようで

ございます。そういったリスクもありながら、な

ぜ日本であれだけ立派な稲わらというものを畜産

の飼料にしないのか、これは資料とかを見たら非

常に疑問に感じるんですが、それは農家の方の理

屈もいろいろあろうと思いますが、やはり行政が

ある程度支援してでもこの耕畜連携という仕組み

は持続可能な農業という視点から考えても非常に

重要な施策になるんじゃないかと思いますが、市

として今後の取り組みはどうされるのか、お伺い

したいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 私どもの西予市は、四国一の酪農地

帯でもございますし、そういう意味においては耕

畜連携っていうのは非常に大事だと思っておりま

して、私としましても平成２１年から２３年の３

カ年間まずこの西予市の粗飼料生産組織育成事業

として進めさせていただいたところでございまし

て、その補助金につきましては収集面積が３から

５ヘクタールについては１０アール当たり３，０

００円、５から７で４，０００円、７から１０で

５，０００円、１０ヘクタール以上で６，０００

円ということを決めさせていただいて進めさせて

いただきました。 

 この実績を見てみますと、２１年度におきまし

ては４団体で麦わら１０．５ヘクタール、稲わら

３９．３ヘクタール、大豆がらは９．２ヘクター

ルで２９８万円の補助を出させていただきまし

た。２２年度も、麦わら５６．３ヘクタールで

２，２６８万円を補助させていただきました。２

３年度はまだ実績が出ておりませんが、麦わらで

１４．６ヘクタール、稲わらで４２．５ヘクター

ルの申請が出されておるところでございます。そ

ういうことを受けまして、今後とも畜産農家の飼

料のコスト削減、地元産の粗飼料の活用による食

の安全に寄与するとともに、耕種農家の所得向上

や粗飼料生産組織の育成にも貢献してると考えて

おりまして、今後も西予市の農業を推進していく

上で非常に重要だと思っておりますので、今後も

この３年に限らずまた来年度から進めていこう

と、このように考えておるところでございます。 

 

○議長 元親君。 

 

○１０番元親孝志君 時間の都合がありますの

で、あと農地の集約等の方法についてもお伺いし

たかったんですが、時間の都合で先へ進ませてい

ただきたいと思います。 

 それでは、続きまして観光振興についてという

ことでお伺いしたいと思います。 

 １０月３１日でしたか、地球の人口がついに７

０億人というふうに言われております。今から１

００年前、地球の人口が幾らかと言いますとわず

か１６億人。この１００年間で５４億人の人口が

ふえたということでございますから、地球の環

境、水、食料、エネルギー、こういったもののバ

ランスが崩れる、これはもう当然であろうと思い

ます。 

 そういった中で、唯一日本だけが五、六年前か

ら人口減少社会に入りました。そしてまた、先進

国では唯一少子・高齢化が進んでおるという国で

ございまして、将来的に若年労働力が不足される

のではないかということが懸念されまして、国の

ほうで今観光立国推進基本法までつくって今観光

に取り組みをなされております。そういった中

で、これは国の事業というよりも西予市にとって

も非常に重要なことではないかなと私は思ってお

ります。西予市も、合併時４万７，３００人ぐら

いおられました人口が今４万３，０００を割って

おります。わずか８年足らずで４，５００人近い

人口が減少してるわけですから、経済を維持する

とか経済の活性化ということの視点から考えれ



 

－59－ 

ば、人口が減る分は人口を補わなければその地域

の活性化は維持できないということになろうと思

います。 

 そこで、考えられるのがやはり観光客を取り込

むとかあるいはまた交流人口をふやす、そういっ

た形で市の活力を見出していくということで、観

光っていうのはこれから非常に重要な施策に私は

なるんじゃないかと思いますが、市として今三好

市長もジオパーク構想あるいは宇和町の中町の重

伝建選定もいただきました。そういった観光資源

の開発もされておりますが、西予市として今後観

光に対する市の重要度、位置づけはどのように考

えておられるかお伺いしたいと思います。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 ただいまの元親議員のご質

問でございますけれども、西予市観光協会の法人

化問題につきましては長年の懸案事項でございま

した。ここ数年、市観光協会総会におきましても

協議、検討された事項でございます。 

 本年度……。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 総括的に観光についてのご質問だと

思いますので、ちょっと私のほうから答えさせて

いただいたらと思います。 

 今ほどおっしゃるように、人口の減の中でどう

いう対応をすることによって活力を得ることがで

きるかというご質問でございまして、その中で大

きな一つの活力源となる地域振興となるものにつ

いて観光があるということを私どもも考えており

ますし、議員各位、市民の皆様も考えられとると

思っておるところでございます。 

 西予市は、ゼロメーターから１，４００メータ

ーという中でいろいろな資源があります。その中

で、自然資源あるいは文化的な資源を含めていろ

いろなものがあるわけでありまして、それを総合

的にやることによって恐らく何らかの展開ができ

ると今私どもは認識しております。そのための売

り出す施策としてどうするかという、この方法論

だと私は思っております。だから、方法論の中

で、今西予市は外へ出たときにだれも知られませ

ん。率直に言いまして、それぞれの旧町の名前ほ

どよく知られておるような状況でございまして、

そういう中で西予市全体を売り出す方法論をまず

講じる必要があるということの中で、例えばジオ

パーク構想を打ち出したのも、西予市として売り

出して、それからそれを担い棒としていろいろな

自然遺産、文化遺産、そういうものをあるいは農

産物等々も売り出す、西予市という名前を冠して

地域が売り出していける中で、そういう一くくり

をやっていきたいなと考えておるところでござい

ます。 

 そのために、今後私どもも積極的にそれぞれの

外へ出ていって、あるいは観光の企画をいただく

ような会社等々とも連携をしながら、いわゆる商

品化をしていただくことも含めまして今後努力を

していきたいなと、このように思っております。 

 

○議長 元親君。 

 

○１０番元親孝志君 観光と一口で言いまして

も、これは大変な事業であるわけですが、ただ一

つ傾向的に今の観光というものの傾向が変わって

るわけですが、それは今までの観光というのはど

ちらかというと名所旧跡を訪れるという一般的な

観光が観光でしたが、これからの観光っていうの

はある意味でいいまちづくりをしたとこに観光客

が来る、これからの観光ってのは、観光とは光を

観ると書くわけですが、光とは暮らしであり、暮

らしとはやっぱりまちづくり、まちづくりをうま

くすれば、これは観光になるという考え方を持っ

ていいんじゃないかなと思っております。そのた

めには、これは一朝一夕にできるもんではありま

せんので、やはりしっかりと行政内に組織をつく

っていって長期計画で５年、１０年スパンで考え

ていかなければいけない。そういった職員の配置

も要るんであろうと思いますし、そういった今は

商工観光課という２つで１つですが、やっぱり本

当に重きを置けば観光課という独立したものも将

来的には要るんじゃないかと。そしてまた、そう

いったものを総まとめで取りまとめる今観光協会

というのがありますが、こういったものも将来的

には法人化してそれなりの責任を持たせてやって

いくぐらいな取り組み姿勢、こういったものが今

後行政にあるのかどうかお伺いしたいと思いま

す。 
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○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 先ほどは大変失礼をいたし

ました。 

 今の元親議員のご質問でございますが、先ほど

ちょっとお話をさせていただいた中で、西予市観

光協会の法人化の問題につきましては、先ほど言

いましたように長年の懸案事項でございました。

ここ数年、市観光協会総会で協議、検討された事

項でございまして、本年度総会においても協議さ

れ、法人化までとはいかないまでも独立した組織

として体制を整備する必要があるとのご意見をい

ただいております。このようなことも含めまし

て、独立組織体制を視野に入れ準備を進めてまい

りたいと思っております。 

 

○議長 元親君。 

 

○１０番元親孝志君 もう一点、グリーン・ブル

ーツーリズムということでお伺いをしたかったわ

けですが、これは市のホームページで募集要項、

それから募集状況を見ますとちょっといま一つか

なという印象を受けております。何が原因なのか

わかりませんが、これは積極的にご努力をいただ

きたいと思います。 

 続きまして、本庁支所方式後の周辺地域の活性

化対策についてということで、市長の考えをお伺

いしたいと思いますが、その前に私は平成の合併

というのをもう一回思い起こしていただきたいと

思いますが、今回の平成の大合併と過去の昭和、

明治の大合併と何が違ってたかということを申し

上げますと、過去の２つの合併には具体的な合併

の目的がありました。明治の合併には全国に小学

校区をつくるとか、戸籍をつくるとか、あるいは

昭和の大合併には中学校区をつくるあるいは自治

体消防、警察をつくる、そういった具体的な目的

がありましたが、平成の大合併にはそういった具

体的な目的がありませんでした。平成の大合併の

主たる目的っていうのは、地方分権を推進する、

これが主たる目的であったと思いますが、これで

は行政、市民が理解しづらいということを配慮し

てだろうと思いますが、あめとして特例措置を国

はつけました。それが合併特例債であったり、議

員の場合ですと在任期間の特例ですとか、それか

ら行政に関しては市になる特例というのがあった

と思います。 

 その特例によって西予市が誕生したわけです

が、平成の合併以前に町村が市になろうとした場

合には条件がありました。それは、１つは人口が

５万人以上、それから合併後中心となる町に人口

が６割以上いなければいけない。あと２つ、３つ

ありましたが、そのためには中心に施設等を集中

してつくりなさいというふうな条件があったと思

います。しかし、今回の平成の合併、西予市が市

になった場合にはこの条件が緩和されまして、人

口３万以上あれば市になれるということで西予市

は市になっております。その結果、西予市は中心

である宇和町に人口は４割です。周辺に６割とい

うことで、過去の合併と西予市の合併は構図が逆

になってるというふうに私は思っております。そ

うしますと、従来の方法で中心にまちづくりを展

開すると、４割は納得できても６割に不満が残る

んじゃないかということを私は大変心配いたして

おります。 

 昨今の状況を見ますと、非常に過疎化が進んで

おりまして、これは合併のせいだけではありませ

んが急激に周辺地域は疲弊してる、非常に空き家

も目立っております。そういったことを考えたと

きに、従来の手法で西予市がまちづくりを進めて

いくと、この西予市はうまくいかないんじゃない

かというふうに私は大変心配をいたしておりま

す。 

 そこで、これからどんどんやはり中心と周辺と

の格差が生じてくるんじゃないかということを懸

念するわけですが、この格差是正に対して市の何

か施策がありましたらお伺いしたいと思います。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 お尋ねの格差是正ですけ

れども、その前に従来の合併と今回の合併で条件

が一つ大きく異なっているのは、やはり交通だと

思います。道路交通網が、従来のより格段に改善

されております。それで、もう大きく条件が変わ

った問題でなかろうかと考えます。 

 それでは本題ですが、本市の場合は広大な市域

からそれぞれの地域によって大きく特性が異なっ

ておりますので、一律な格差是正をするという発

想よりも、基本的なサービスの公平性を確保しつ

つ各地域の特性を生かしていかに地域づくりを進
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めるかが格差を生まない重要な視点であろうとい

うふうに考えております。 

 現在、対策の一つとして取り組んでおりますの

がいわゆる限界集落対策でございます。地域と行

政が協働して実施しておりますスナゴケや甘草、

ワサビ等の実験栽培や集落応援隊の地域おこし活

動は、大きな可能性を秘めているんではないかと

考えております。 

 また、今年度開始いたしました地域づくり交付

金にも地域づくり、地域おこしの考え方を取り入

れておりますので、今後地域の皆さんと手を携え

ながら地域に根差した地域づくり、産業振興をと

もに考えてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○議長 元親君。 

 

○１０番元親孝志君 施策としていろいろやって

いただいておるということは十分わかっておりま

す。ただ、今後において、これはまだ施策を今実

行段階ですから結果ではないわけで、将来的に結

果がどうなのかということは、やはり定期的に検

証をして見直しも要るんではないかなというふう

に思っております。 

 一つの成果として、市長が提案された地域づく

り交付金事業、これは非常に私は評価したいと思

います。これは、もう１年で一つの結果が出てお

ると思いますが、本当に住民がみずからの知恵で

お金を使うということの難しさを初めて実感しま

した。それは、市長が予算を配分するのは大変だ

なということも同時に理解できたわけでございま

して、こうやってすぐに成果が見えるものもある

わけですが、見えないものもあるわけですから、

定期的なそういう検証は要るんであろうと。そし

て、願わくばこの地域づくり交付金事業は非常に

いい事業でございますので、来年増額ができれば

もっとありがたいかなというふうに思っておりま

す。 

 そこで、中心と周辺との地域格差是正というこ

とで、今私は市長がいろんな事業をこの８年間で

でやられましたが、一番評価したいのはＣＡＴＶ

事業であったというふうに思っております。私も

一般質問でも再三言わせていただきましたが、や

はりこの田舎で情報格差をなくすということで、

情報過疎にならないようにということで提案いた

しまして、多くの金額を投資してこのケーブルテ

レビが全市につながったということは非常に私は

うれしく思っております。 

 問題は、これを今後どう活用するか。これも活

用しなければ猫に小判でございますので、ただケ

ーブルテレビを見るだけではちょっともったいな

いのかなと。やはり、こういう時代の先端技術を

まちづくりの中でどう活用していくか、そのこと

によって地域間の格差是正というものが可能じゃ

ないかなというふうに思っております。 

 そこで、市として今後こういった立派な投資、

設備をどう活用して地域間格差を是正していくの

か、何か方策を考えておられましたらお伺いした

いと思います。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 ただいまのご質問です

が、議員ご案内のようにケーブルテレビ事業以外

の活用事例といたしまして、野村地域の取り組み

が掲げられるかと思います。 

 本市が抱える地域医療の課題としての産学官連

携によります、ＩＣＴを活用したユビキタスタウ

ン構想事業、ちょっと横文字が並びますがいわゆ

るリライアブル・タウン基盤構築事業という名前

になっておりますけども、野村地区において地域

保健医療システムの推進、これを実験的に取り組

んでおりました。安心して老いることのできるま

ちづくりということが主眼になろうかと思います

が、今後このような取り組み方等を含めまして、

高齢者の見守り、それから買い物サービス、さま

ざまな分野でケーブルの可能性がございますの

で、システム研究を今後とも、情報推進課内に組

織を設ける予定にしておりますので、検討を進め

てまいりたいと思います。 

 以上です。 

 

○議長 元親君。 

 

○１０番元親孝志君 それでは、１１月１９日に

本庁が落成いたしまして、本当に西予市が一つに

なったなという実感を私も持っておるわけです

が、今西予市はそのことによって本庁支所方式と

いう形をとられております。その中で、私が１つ

思いますことは、本庁は本庁機能としてこういっ
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たものが要るんであろうと思いますが、その一番

必要な、重要なのはやはり末端の行政サービス、

ここにどう光を当てるかということになろうと思

いますが、西予市も幸いに学校区単位ぐらいで各

地区に公民館がございます。 

 一般的に、住民の方が行政とのつながりで行政

に出向いていくということになりますと、私の地

域ですとほとんど公民館で事が足りるように今な

っております。ＩＴ関係もそういう関係で、今そ

ういったものを活用しながら公民館で大半の日常

の業務は事足りるということになっておるんだろ

うと私は思いますが、そうしますとやはり住民サ

ービスというものを、本庁も末端も同じという考

え方であるならば、私は公民館というものを充実

すれば西予市の行政が住民に対する住民サービス

っていうのはほぼ均等に行くんじゃないかなと個

人的に思っております。聞いてみますと、西予市

にも２４館あって、本部があって２５公民館があ

るようでございます。１人職員をふやすというこ

とになれば２５名要るわけですから、財政的なも

んもそれは当然あろうと思いますが、西予市のこ

の仕組みの中で、やはり私は本庁と末端の公民館

の連携と充実を図ることによって西予市全体が均

等の行政サービスが行き渡るんじゃないかという

ふうに常々思っております。 

 また、先般台風１２号、１５号と災害が起こり

ます。当然、住民は公民館にいろいろ苦情なり連

絡をいたしますが、対応するにもやはり今の体

制、１人ではどうかなと。災害現場に行くにして

も、１人というリスクもありますし、また１人が

出ればじゃあ公民館は空き家になるというふうな

ことを考えたときに、やはり少なくとも２人とい

う体制がとれないのか。我々議会として行財政の

効率云々を言ってるわけですから、むやみに職員

をふやせということも言えないわけであります

が、この市の行政、体制の中でそういうやりくり

っていうのは現実不可能なのか、再度お伺いした

いと思います。 

 

○議長 九鬼副市長。 

 

○九鬼副市長 ただいまの元親議員のご意見はご

もっともだというふうに思っておりますし、窓口

業務の充実ということは市としても目指すとこで

あります。ただ、既にご案内かと思いますけど、

合併以来定員管理計画の中で職員を削減して適正

な職員の数にしたいというのが今進めてるところ

であります。そういった中で、ことしは特に本庁

支所方式という中で支所に地域振興係というのを

１名増員をいたしまして、そういった地域の活動

について支援をしたいということで取り組んでお

るのが現状でございます。 

 それとあわせまして、先ほどから出ております

地域交付金事業のお助けをするということで、地

域出身の職員も兼務ではありますけど各地域ごと

に２名ずつ配置をしておりますので、そういった

職員をぜひ活用をしていただいて、地域と一緒に

なって今後の地域づくりについて進めてまいりた

いというふうに思っております。 

 また、なお今後のことにつきましては、平成２

５年度から職員の定年制の延長ということが起こ

ってまいります。そういたしましたことを、今後

これからその定年延長になった職員の配置とか、

今後どのような対応が必要なのかというような組

織全体の見直しも今後検討していかなければなり

ません。そういった中で、今ほどおっしゃいまし

た公民館体制も含めた形で検討してまいりたいと

いうふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 元親君。 

 

○１０番元親孝志君 ぜひともよろしくお願いし

たいと思います。 

 それでは、最後に西予市ケーブルテレビについ

て質問をさせていただきたいと思います。 

 いつでしたか忘れましたが、ＮＨＫのテレビで

「四国羅針盤」というのがありますが、たまたま

見ておりましたら徳島県の神山町という町に東京

からＩＴ企業が移り住むというふうな内容で放映

をされておりました。３０分でございましたが、

見ておりますと、今東京、都心部の高速インター

ネットというのもやはり車社会と同じで使う人が

多ければそれも渋滞して通信速度がおくれるとい

うことで、そしたら通信速度の速い、それが整備

できてる徳島県の神山町に行こうということで、

東京からＩＴ企業が進出してきたという話をされ

ておりました。私は、それを見たときにやっとこ

ういう地方にこういう産業を待ってたんだという

ことで、非常に鳥肌が立つ思いがしたんですが、
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その後ニュース等を見ておりますと、徳島県では

県を挙げてやはりＩＴ企業の誘致に取り組むとい

うふうなことをやられておるようでございます。 

 これは、徳島県の神山町だけができることでは

なくて、西予市も今全く同じ環境にあるわけでご

ざいます。宇和から大野ケ原まで今高速通信が可

能になっておるわけで、どこでも、いつでも、だ

れでもできる環境が西予市にも整っておるわけで

すから、やはり神山町だけじゃなくて、西予市も

こういったことを考えてはどうかということで質

問をさせていただきたいと思いますが。 

 その前にまず、本体であります市の株式会社西

予ケーブルテレビ、このことにつきまして、これ

は非常に緊急性を要した７月２４日までにやらな

ければいけないというふうな事情もございまし

て、いろいろトラブルもあったようでございます

が、住民の方からぜひ次の幾つかについて市長に

お尋ねをしてくれという話でございますので、お

伺いしたいと思いますが、今回のケーブルテレビ

の普及に対しては、前の社長は予定よりも多くの

加入者があったというふうな報告を受けておりま

して、今後非常に期待、楽しみをしておるところ

でございますが、その中で、市営住宅に入居され

てる方はケーブルテレビは見れるんだけれども、

インターネット接続ができないというふうに聞い

たんですけれども、これは事実かどうか。事実で

あれば、なぜなのかお伺いしたいと思います。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 ただいまの市営住宅におけ

るインターネットの利用についてでございますけ

れども、市営住宅はテレビ受信が地上波デジタル

への移行に備えて、平成２１年、２２年度にてケ

ーブルテレビの接続工事を行っております。ご質

問にあるインターネットの利用についてでござい

ますが、本来インターネット利用はみずから個人

の利便や享楽に寄与する設備であると認識をして

おります。これは、県や近隣他市町も同じ認識の

もと対応しておりまして、公営住宅におけるイン

ターネット整備は行っておりません。しかし、市

営住宅の入居者がインターネット受信を希望され

る際には、個人での申し込みをすれば、住宅外部

にある受信変換機から住宅内までの配線工事を負

担していただくことでインターネットの受信がで

きるようにはなります。 

 以上でございます。 

 

○議長 元親君。 

 

○１０番元親孝志君 はい、わかりました。個人

が負担をすれば可能であるということで、理解を

させていただきたいと思います。 

 次に、私もケーブルテレビ、こうやっていろい

ろしゃべってますので気になって見るんですけれ

ども、きょうケーブルテレビでどんな番組をやっ

てるかっていうのが番組表をテレビで見れるって

いう話もあるんですが、そこまで器用でないんで

ちょっとわかりにくいんですが、できればケーブ

ルテレビの番組表、週間番組表か月間番組表か、

そういったものが配布できないのかっていうこと

をまず一点お伺いしたいのと。 

 それから、今回のケーブルテレビ加入につきま

しては、やはり自主制作番組に非常に期待を持た

れて加入されたと思うんですよね。もちろん、こ

れはできたばかりですから今何もかも要求するの

は無理があるんですが、やはり早く自主制作番組

というのはしっかりつくっていただいて、ケーブ

ルテレビに加入してよかったなというふうな環境

を整えていただきたいなと思います。 

 それから、非常に苦情が多いのは、番組が全部

２４時間満たせないんでコマーシャルが結構ある

んですが、あのコマーシャルが非常に余り意味が

ないというふうなことで、あのコマーシャルは何

とかならないかという苦情も出ております。そう

いったものも、できれば地元の企業のそういった

コマーシャルを流せるとか、そういったことの努

力も要るんじゃないかと思いますが、その点あわ

せてお伺いをしたいと思います。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 番組表のお話でございま

すが、ご指摘のようにデジタルテレビでございま

すんで電子番組表で確認することができます。ｄ

のマークを押せば番組を確認できますので、一度

お試しいただければと思います。紙面による通知

ですけれども、地元紙で西予ケーブルテレビの番

組は毎日出ておりますんで、それでご確認いただ

きたいと思います。生まれたばかりの会社で、新
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聞折り込み等で番組表を配布するのは経営上の負

担にもなるので、しばらくの間発行の予定はござ

いません。 

 続きまして、きらりチャンネルですけれども、

これは現在１０月から、週１回制作であったもの

を週４回という番組強化いたしております。魅力

ある番組づくりに取り組んでおりますのでご理解

をいただくとともに、市といたしましても今後市

の行政番組をつくりたいという計画でございま

す。 

 続きまして、コマーシャルの問題ですけども、

純粋に西予市内の企業がコマーシャルの希望があ

るかどうかはちょっと承知いたしておりません

が、経営上必要なものはまずいか、まずいって言

葉が悪いんですが、いいのかというのがちょっと

判断できかねますが、余裕のあるところに希望す

るコマーシャルを入れるということで承知いただ

きたいと思います。 

 

○議長 元親君。 

 

○１０番元親孝志君 採算もさることながら、や

はりそういう地元にとっても利益のある方向でご

検討もいただきたいなと思います。 

 それで、よく聞かれることは、私が先ほど言い

ましたように、ケーブルテレビは非常に大賛成な

んですけれども、やはり住民の中にはまだまだ何

でこの財政の厳しいところにあれだけの投資が要

るのか、要ったのかというような話もよく出てま

いります。そこで、よく聞かれるんですが、やは

り第三セクターであればどうしても行政におんぶ

にだっこということで、独立採算制になかなか持

っていけないんじゃないかと、市の持ち出しが多

く要るんじゃないかというふうに懸念されてる方

も多くあるようでございますが、このＣＡＴＶ

の、独立採算が建前でございますので、何年度ぐ

らいを目標にこれを黒字化できるのか、その見通

しをお伺いしたいと思います。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 西予ケーブルテレビ会社

の中期収支計画によりますと、２０１５年には単

年度黒字に転換できると見込んでおります。と同

時に、２０２０年度前後となりますけれども、累

積損益をすべて償還できるんじゃなかろうかとい

うふうな見込みでございます。 

 

○議長 元親君。 

 

○１０番元親孝志君 それでは、これを最後にし

たいと思いますが、ぜひその努力目標を達成でき

るようにご努力をいただきたいと思います。 

 最後でございますが、先ほど言いましたよう

に、これだけ立派な光ファイバーの敷設でござい

ますので、神山町ではございませんが、何かやは

りこれを利用した産業おこしを検討していただき

たい。そのためには、今学校の統廃合も進んでお

りますが、統廃合の後には多くの校舎が余ってま

いります。こういったものを、そういったオフィ

スなり、それかアパートつきのオフィスというふ

うな転用も検討いただきまして、西予市も徳島県

神山町に負けずにやはりそういった企業誘致とい

う視点でご努力をいただきたいと思いますが、最

後にお伺いして終わりとさせていただきたいと思

います。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 ただいまのＩＴ企業の誘致

ということでございますので、私のほうから答弁

をさせていただきますが、小学校の最近統廃合が

ございます。西予市及び西予市教育委員会では、

西予市小学校再編計画に基づきまして地域住民の

理解を得た上で各種手法、手続を踏まえた業務を

進めております。 

 このＩＴ企業につきましては、ぜひ西予市内で

も誘致はしたいと思っておるわけですけれども、

なかなかその誘致をする場所がないということも

ございまして、今回小学校の廃校利用という中で

の有効活用ということでございますが、廃校にな

ります施設の跡地利用につきましては、やっぱり

それぞれ地域の実情に応じて、まずは地域の皆さ

んの知恵を出し合っていただいて、地域の総意と

して考えをまとめ上げられた上に、行政としてか

かわりあることに対して積極的に対応していきた

いと考えておりますけれども、その中で最終的に

は地域から跡地利用の要望がない場合におきまし

ては、現在文部科学省が進めております未活用廃

校施設の情報を積極的に行政サイドから公表して



 

－65－ 

まいりたいと考えておるところでございます。 

 しかし、このＩＴ企業の誘致につきましては、

やっぱりいろんな設備、それからまた内容の特性

から多くの課題が考えられます。したがって、空

き校舎等に企業を誘致するということはなかなか

難しいと考えておるところでございます。 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午後０

時０７分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後１時１０

分） 

 次に、７番松山清君。 

 

○７番松山清君 平成２３年１２月定例議会にお

きまして質問の機会を得ましたので、５つの問題

について質問をいたします。 

 先日、臨時国会が閉会しましたが、国の姿を見

ていると、国会議員と官僚の保身で改革が進まず

という印象を持ちました。今国会では、国家公務

員７．８％の給与引き下げの法案や議員定数削減

法案があったのでその結果を期待していました

が、案の定その期待は裏切られたというような感

じを持っております。２人の大臣の問責よりも、

はるかにこちらのほうが重要だったと思います。

二大政党制についても、期待がかつてはありまし

たが、今はもう全くありません。今の国の状態を

見ていると、地方のことは地方で考えていかなけ

ればならないという意識を強く持ちます。 

 消費税増税もやむなしという感はありますが、

もっと無駄をなくして国がみずからを改革してか

ら臨んでほしいものであります。西予市議会で

は、定数を２１名と合併前の４分の１近くにまで

減らしてきました。地方は改革が進んでも、国は

全く手つかず、これではいけないと思います。大

阪で起こっていることが全国で、また国でも起こ

り、現状を変えていかないといけないと感じるよ

うになりました。我々は、地域第一で政策を中心

に取り組むという理念のもと新しい一歩を踏み出

し、西予市をよりよくしていきたいと思っており

ます。 

 質問に移りますが、まず初めに、宇和病院の跡

地活用についてお伺いいたします。 

 旧松葉寮は、１０年近くにわたり活用されない

まま今はいわば廃墟となっており、あたりのイメ

ージも暗くして、付近の住民からは以前から早く

解体して撤去してほしいという要望が出ておりま

す。永長の東池跡地に新病院の敷地造成が始まっ

ておりますが、平成２６年に新病院が完成した暁

には、現在の病院の解体とあわせて土地をもとの

ように芝生の広場にできないものでしょうか。旧

松葉寮が建つ前は、その敷地は宇和病院の広場で

あり、近所の人や患者さんが散歩していたり、職

員や先生もキャッチボールやゴルフの練習などを

していたような記憶があります。そのような憩い

の広場に松葉寮は建設され、２階へ上がるために

一部の前面道路を盛り土にして高くしました。し

たがって、病院移転後は周辺の土地のいびつな盛

り土を撤去し、もとの自然の状態にしていただき

たいと思うわけであります。 

 また、跡地利用について現在の検討状況はどう

なっているのでしょうか。新市立病院完成後、直

ちに解体することが可能でしょうか。もし、今の

松葉寮のようにそのままにしておくと、廃墟とな

る心配があります。そうならないよう、解体も含

めて計画を進めていただきたいと思います。市庁

舎の旧ＪＡ建物についてもこれから検討されるよ

うに、解体についてはなかなか取り組みにくいと

ころがあるのは理解しております。宇和病院の場

合、解体の予算のめどは現在立っているのでしょ

うか。 

 地域の住民の声をどう反映するかについてです

が、地域住民から散歩をしたりできる公園にして

ほしいという意見が多いのですが、お金をかけて

整備した公園までは必要なく、低コストで芝生の

広い公園が実現できないでしょうか。将来入手困

難なまとまった広い土地であるので、当面の具体

的活用が決まるまでは広い公園としても、最終的

には公共のための有効活用を考えていただきたく

思っておりますが、理事者の考えをお伺いいたし

ます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、松山議員のご質問にお答

えをさせていただきますが、松山議員のご質問は

分割質問方式でございますので、今のようにすべ

てのこの問題について回答をさせていただきたい

と思います。 

 まず、旧松葉寮でございますが、ご案内のとお

り特別養護老人ホームの建設、完成に伴って松葉

寮が持っておりました特別養護老人ホーム機能が
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移転をして、その本体である旧松葉寮は残ったと

いうところでございます。これにつきましては、

宇和病院の解体、撤去とあわせて松葉寮を撤去し

たほどコスト面で最適であると、このように考え

ておるところでございます。 

 いわゆる新病院が完成をして移転を完了した後

は、病院の解体という方向でやったらいいと考え

ております。当然ながら、該当年度でおいて解体

予算を計上するというのが妥当だと考えておりま

して、今ほど話がありました、元ＪＡの建物であ

りました市が活用していた建物とはちょっとニュ

アンスが違いまして、あれはまだ建物自身を活用

するかどうかも今後を含めて、検討会を来年度か

ら発足をするということを含めておりますので、

解体するかどうかも含めてでございます。ちょっ

とニュアンスが違った感じでおります。 

 跡地利用については、新病院の建設が進んであ

る程度のめどが立った段階で検討委員会を立ち上

げさせていただきまして、その検討委員会でいろ

いろご審議をいただいた中で住民のご意見等々を

あわせて聞きまして、最良の方法を考えていきた

いと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 地域住民の声をどう反映するか

ということについてなんですけども、今のこの病

院を建設する場所を決めるときに、検討委員会と

いうことでご審議をいただいたと思うんですけ

ど、住民の声が、やはり地元の人たちはすごくも

との場所に残してほしいという声が高かったんで

すけども、それが十分に、検討委員会の中ではも

ちろん検討されたのはわかっておりますが、市民

の声を吸い上げるというところまではなかったよ

うな思いが残っております。それで、私も努力不

足であったなというふうに思うわけでございます

けども、今度の新しい跡地利用については、また

今後何十年もそこを使っていくということがあり

ますのでしっかりと市民の声に耳を傾け、特に近

隣の老人の方々が散歩をしたり、そうやって憩え

るような場所にしてほしいという声がありますの

で、その住民の声を反映する方法につきましては

また慎重にご検討いただきたいと思います。 

 それで、これは置かせていただきまして、次に

原発事故への備えについて質問させていただきま

す。 

 まず、福島第一原発事故のような事故が起こっ

た場合の対応についてですけども、３月１１日の

東日本大震災から９カ月近く経過しております

が、その対応について西予市では新たにどのよう

なことを検討されているでしょうか。やはり、こ

の大震災はこれまでの準備では圧倒的に不足して

いたことが証明された地震と津波でした。これ

は、一自治体で乗り越えることができる問題でも

ないですし、全日本として今後に備えていかなけ

ればならないと新たに認識しました。 

 そこで、このような大災害に備えて遠隔地の自

治体との連携協定にどう対応しようと市長は考え

ておられるのでしょうか。例えば、松本市との開

明学校の姉妹館提携や北海道黒松内町との姉妹都

市など、これらは今後将来にわたって緊急の場合

などでもきちっと有効に役立ってくれると思いま

す。ふだんのおつき合いがあってこそ、いざとい

うときに力をかしてくれるものです。そこらの連

携協定を進めておく必要があると考えますが、理

事者の方針はいかがでしょうか。 

 また、福島第一原発のような事故が起きたとき

に、市内の地域ごとにどこへ避難するか、そうい

う避難先などもあらかじめ検討しておく必要があ

ると思いますが、それらについての理事者の考え

をお伺いいたしたいと思います。 

 そして、現状の放射線レベルについての質問で

ございますけども、これまでは考えられなかった

放射能汚染が原発事故により発生したため、住民

の放射線に関する関心が高まってきております。

日常の会話の中でも、伊方原発に関することや万

が一の場合の対策など、よく市民が話をしている

のを聞きます。その中でも現在の実態についてで

すが、西予市は自然の状態における放射線レベル

を把握しているのでしょうか。それらについて

も、平時のことがわかっていないと、非常時にな

ってから測定したのでは遅過ぎると思います。 

 先月の報道では、事故との因果関係がよくわか

らない放射線の測定結果が関東地方で出ておりま

す。したがって、ふだんから市内の実態を測定す

るべきではないかと思いますが、理事者の考えは

いかがでしょうか。 

 また、給食などの食材の対応はどうなっている

のでしょうか。現在、全く放射線は検出されてい
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ないとだれもが思っていますが、月に１度程度は

抜き打ちで測定してみて、出ないのであれば安心

できると思いますが、今後どう取り組まれるかお

伺いいたします。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 それでは、ただいまの原

子力防災対応について、原子力事故の備えについ

てにお答えいたしたいと思います。 

 原子力防災の対応につきましては、国、県、そ

の基本的な方針、基準等を共有する必要がありま

すと同時に、より広域的な対策が必要となってま

いるのはご承知のとおりでございます。 

 ８月１０日には、愛媛県と関係市町村による愛

媛県原子力防災対策検討協議会が設置され、西予

市もこれに参画いたしまして、県、関係市町村と

ともに今後の原子力防災対策にかかわる検討を進

めているところでございます。具体的には、ＥＰ

Ｚ見直しの対応、それから住民避難方法、通信連

絡体制、環境モニタリング、被曝医療、防災資材

整備等々の項目について、その方針と対応につい

て検討を行っております。 

 来春２月１７日には、原子力事故を想定した広

域避難訓練も計画されておりますので、西予市も

これに参画する予定にいたしております。 

 これらの検討や検証状況を踏まえながら、本市

の地域防災計画の見直しを初め具体的な防災対策

を講じてまいりたいと考えております。 

 続きまして、遠隔地の自治体との連携協定につ

いてでございますが、原発事故等におきまして、

広域避難の問題とあわせて広域支援、広域連携が

必要不可欠となってくると思います。したがいま

して、ご質問のとおり今後は周辺自治体だけでは

なく、遠隔地の自治体を含めた連携協力体制を講

じる必要がございます。 

 現在、四国西南サミットに加盟する愛媛、高知

両県の１２市町村との間で災害時相互応援協定を

締結しております。この中で、災害時における物

資等の提供、被害者の収容施設の提供、被害児

童・生徒の一時受け入れ、応援職員の派遣などを

相互に支援することといたす協定を締結いたして

おります。また、消防本部では愛媛県消防広域相

互応援協定、四国西南地域消防相互応援協定等を

締結しておりますが、いずれも原子力災害までは

現在想定した議論、検討は十分でなかったかと判

断いたしておりますが、今後原子力防災にかかわ

る広域連携対策とあわせて、これら協定の内容に

つきましても関係機関の協議を進めてまいりたい

と考えております。 

 次に、避難先の検討でございますが、現在本市

における避難収容施設といたしまして公民館、学

校などの公的施設を中心に１１３カ所を指定いた

しております。ただし、伊方原発から３０キロ圏

内の住民の大半を圏外に避難させる場合を想定い

たしますと、３０キロ圏外の施設だけでは全員の

収容は困難と考えられますので、より具体的に災

害の規模等を想定した上で避難計画や避難施設等

の確認、整備を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 続いて、放射線レベルに関するご質問でござい

ます。 

 現在、愛媛県実施分として市内に６カ所の放射

線測定地点がございます。その結果につきまして

は、愛媛県原子力センターのホームページで公表

されております。２２年第４・四半期、２３年第

１・四半期とも、観測データは自然変動の範囲内

という測定結果でありました。なお、先日愛媛県

所有の放射線測定器により、西予市庁舎裏の駐車

場で計測いたしました結果、値は０．０２５マイ

クロシーベルトアワーでございました。この結

果、現在のところは問題ないという判断をいたし

ております。 

 また、放射線量のふだんからの市内実態の測定

でございますが、現在市所有の放射線測定器がご

ざいませんが、県、四国電力等に対して測定器や

モニタリングポストの整備について要望を行って

おるところでございます。愛媛県のほうでも、今

回のＵＰＺ３０キロ圏の設定を受けまして、来年

度予算において県内の関係市町村へ放射線量の測

定器、防具服等の機材等を配備する計画であると

のことを伺っております。重ねて要望、協議を進

めることといたします。 

 続いて、給食などの食材の対応でございます

が、現在流通しております食材は国の基準のもと

で安全と判断されたものが流通していると判断い

たしております。したがいまして、教育委員会、

市立病院では、給食で使用する食材についても特

に東北地方のものを避けるなどの対策はいたして

おりません。また、現段階で市独自の食材の放射
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性物質の検査を行うような対応はいたしておりま

せんし、この件について県教委等の特段の指示等

もない状況でございます。安心していいレベルで

ないかと判断いたしております。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 測定器につきましては、配備さ

れるというような見通しがあるようで大変安心し

たところであります。 

 それで、先ほど申しました遠隔地の自治体との

連携協定についてでありますけども、既にいろん

なところがいろんなところで遠隔地の市と取り組

んでおるところが既にあらわれてきております。

今の答弁では西南地域ということで、もちろん重

要なことだと思うわけですけども、やはり３０キ

ロ圏ということで考えますと、遠くのもうちょっ

と例えば中国地方とかあるいは関東とか、いろん

なところとしっかりと連携協定を結ぶ準備とか、

そういったとこはどこが妥当なのかとかを考えて

いかなければならないと思うんですけども、そう

いった取り組みはされてないんでしょうか。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 現在、松本市及び黒松内

町との話の中では、そういう話はのっておりませ

ん。松本市、黒松内町もそれぞれ近くに、私たち

のところよりは遠くの位置ですが原発の問題は抱

えてる、広範に考えれば抱えてる問題だと思いま

すんで、機会があればそういう話も進めてみたい

かと考えます。 

 以上でございます。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 松本市や黒松内に限ることなく

て、もっと幅広い観点からいろんなお互いが支え

合うということは重要なことだと思いますので、

そういった模索をして一カ所でも多くそういった

支援協定を結んでいただきたい、そう願うわけで

ございます。 

 それと、あともう一点は、今回東日本大震災が

起こった中で、やはり自衛隊が活躍したわけです

けども、その自衛隊もどこも行けるわけではない

と。じゃあ、どういったところに優先して行くか

っていうと、やはりふだんからおつき合いのある

町あるいはいろいろと催し物をしたりイベントを

したり、そこで交流のあるところに優先して行っ

ているという例もお聞きしております。 

 西予市について考えてみますと、なかなか自衛

隊との交流というのが余り現実的には行われてな

いんですけども、そういった大災害とか、そうい

うことを今後将来南海地震、東南海地震などを考

えると、そういったところのチャンネルといいま

すか、例えばれんげ祭りに来てもらうとか、そう

いったいろんな交流あるいはそういう活動の協力

とかといったものが少しでもあると将来やっぱり

安心なんじゃないかと思うわけですけども、そう

いったことに取り組むことはできませんでしょう

か。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 自衛隊は、一応公的な団

体という基本があろうかと思います。日ごろのお

つき合いがあるから行く、行かないの判断はない

ものと確信いたしております。 

 ただ、愛媛県の原子力防災検討会議、先ほど答

弁のときに申しましたが、この検討会議の中にも

ちろん自衛隊、陸上と海上に入っていただいてお

ります。いろいろな協議に支援いただくようにご

協力をお願いしてるところでございます。 

 以上です。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 今おっしゃられたように公的な

もので、どこに行くかっていうのは差別はないと

は思うんですけども、やはり日ごろからそういっ

た支え合う、お互いが協力し合う、そういったこ

とは非常に重要であるということを今回聞きまし

た、東日本大震災が起こった後で。ですので、そ

こらをまた参考にしていただいて、より深いきず

なをいろんな違う地域とか、そういった自衛隊と

か、そういったものは大切にして取り組んでいた

だきたいなと思います。 

 それからあと、給食については今の段階では問

題がこの地域はありませんが、やはり東京になる
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とかなりそういった父兄の不安とかがあるようで

す。ですから、東北のものなんかはこちらにもち

ろん入ってきてないと思いますし、そういうこと

はないんですけども、やはり原発が近くにあると

いうことでいざそういうことが起こったり、全然

全く同じことが起こるとは思いませんけども、そ

ういったことが起こったときに、なぜ福島で起こ

ったときのことが参考にならなかったのかという

ふうな議論もあると思いますので、常にやるとい

うわけじゃありませんけども、実態だけは把握し

ておいていただいたらいいというふうに思ってお

ります。 

 それで、次の老人の見守り事業についての質問

に移らさせていただきます。 

 ひとり暮らしの老人の見守りについては、野

村、城川で社会福祉協議会が取り組まれて、実際

にその取り組みが効果を上げているということを

伺っておるわけですけども、そのほかの地域では

まだ組織的な活動はないように見受けられます。

野村と城川でもまたやり方は違っているようです

が、こういったひとり暮らしの老人の見守りにつ

いて、こういったことは市のほうで積極的に取り

組んでほしいというふうに願っておるところでご

ざいます。 

 お年寄りの話を直接聞きますと、やはりそうい

うことの必要性というのは真剣に語られまして、

ちょっとでも定期的に安否を尋ねてもらうという

ことは大変心強いということをひとり暮らしのお

年寄りの方は言っております。それで、まだ取り

組まれていない地域からはぜひやってほしいとい

う要望も聞いておるところであります。その実施

主体は、社会福祉協議会であれ、区などの自治組

織であれ構わないと思うのですが、それらにどう

対応していくかという西予市の方針は必要だと思

います。そこで、今後ますますふえていくひとり

暮らしの老人の見守りについて、市としてどう対

応していこうと考えているのか伺います。 

 また、旧町の中でよいやり方をしていれば、そ

れを他の地域へ水平展開するのも市として大切な

役目だと思うのですが、全市で取り組んでいくこ

とはできないでしょうか、お伺いいたします。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 それでは、１点目と申しま

しょうか、ひとり暮らしの老人の見守りについて

のご質問にお答えをさせていただきます。 

 現在、西予市に住所を有する６５歳以上のひと

り暮らしの高齢者は、ことしの１１月現在で４，

０４１人おられます。この傾向は、年々増加傾向

にあろうかと思っております。この状況を踏まえ

まして、市の方針、方向性でございますけれど

も、現状といたしましては、高齢者の見守り活動

については民生委員さんの方に月１回程度見守り

活動を実施していただいておるところでございま

す。しかし、その見守り活動にも限界があるもの

と考えております。今後は、現在の民生委員の方

による見守り活動に加えて、老人クラブを初めと

した各種団体、ボランティア組織、自治会、社会

福祉協議会など多くの組織や団体と横の連携を強

化するとともに、市民、行政、関係機関が一体と

なって見守り活動が行えるように地域での見守り

ネットワークづくりの構築に努力をしてまいりた

いと、このように思っておる次第でございます。 

 ２点目、野村、城川に見守り体制があるがとい

うことでございますが、これは地域間でそれぞれ

特色があると思います。現在、野村町、城川町と

おっしゃられましたが、見守りネットワーク事業

が平成５年ごろから取り組まれております。この

見守りネットワーク事業は理想的な見守りシステ

ムであると認識はしておりますけれども、全市を

対象とした事業展開には現在のところ至っており

ません。このような事例を踏まえた上で、今後は

社会福祉協議会を初めとして各関係機関と一体と

なって地域間格差の解消に努めてまいりたいと、

このように思っておる次第でございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 大変私が思ってることと理想的

なところで一致したんじゃないかなと思うわけで

すけども、全市でそうやって安心して暮らせると

いうことは重要であると思いますし、やはりお金

をかけてやるというよりも、やはりボランティア

とか老人クラブという既存の組織をいかにうまく

活用していくかということが今後の高齢者対策の

中では中心となっていくんじゃないかというふう

に私も考えているところであります。 

 それで、野村、城川の例をちょっと先ほどは引
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き合いに出したわけですけども、現在のところそ

れ以外でどうなっているのか、実態といいます

か、旧５町の中でのどれぐらいの温度差があるの

かということをちょっとお聞かせ願えたらという

ふうに思うわけであります。 

 それと、先ほどＣＡＴＶの質問の中でありまし

たように、光ファイバーネットワークをそういっ

た、みんなが行くということがもちろん理想であ

り、先ほど民生委員が月に１回というのは絶対圧

倒的に少な過ぎると思うわけですけど、もっと頻

繁に行ってほしいと思うわけですが、そのＣＡＴ

Ｖの、健康管理ということは先ほどありましたけ

ども、その延長上でそういった活用等々は考える

ことはできないのでしょうか。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 ほかの地域での現状という

ことでございますけれども、それぞれ地域の条

件、地域の福祉の成り立ち等々が異なっておろう

かと思います。それで、具体的に先ほど申しまし

た野村町で、城川町で行っております見守りネッ

トワーク事業につきましては、全市には展開は今

のところされてないという状況でございます。 

 先ほど、地域での見守りネットワークづくりの

構築というふうに申し上げましたけれども、一つ

の提案といいましょうか、先ほど言いましたよう

に地域での条件、地域の福祉の成り立ち等が異な

ります。今回、地域づくり交付金事業ができまし

て、各地区それぞれに新たな組織ができたところ

でございます。この活動の中に、ぜひこの見守り

ネットワークづくりというものも入れてほしい

と、このように思うわけでございます。より地域

に密着した活動が展開できるんじゃなかろうか

と、このように思っておる次第でございます。 

 ＣＡＴＶを活用したということについては、今

のところ考えておりません。なお、ひとり暮らし

の見守り事業につきましては、緊急通報装置とい

う事業も展開をしております。これが、１１月末

現在で西予市全体で２１６台の貸し出ししかでき

てないというような認識におりたいと思います

が、この装置もぜひもっと広く周知をいたしまし

て、より多くの高齢者といいますか、独居老人の

方が利用していただきたいというふうに思ってお

る次第でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 現状として、光ファイバーの活

用については計画はないということでありますけ

ども、こういったものはまたモデル的に健康管理

をやっとるように、どこかで将来的には計画し

て、その光ファイバーを活用することにより、や

はりせっかく大事業で敷設した光ファイバー網で

すので、それが有効活用できると思いますし、先

ほど言われた通報装置の延長としてはそういった

相互通信の中での見守りといいますか、そういっ

たことも実施している地域があります。ですの

で、そういうことも含めて検討を願えたらという

ふうに思うわけでございます。 

 それと、若干次の質問とも関連するんですけ

ど、地域交付金のほうでやっていただきたいとい

うのは、確かにおっしゃられる方向としてはそれ

も非常にいい地域づくり交付金の使い方じゃない

かと思いますので、そういったところを活用して

積極的に市として展開していってほしいなという

ふうにお願いしときたいと思います。 

 それで、次の質問に移りますが、ふるさと納税

についてでございます。 

 ふるさと納税制度が始まって３年が経過いたし

ましたが、西予市においての実態とその活用はど

うなっているのでしょうか。これは、一つの発想

であり、うまく活用すればある程度の効果がある

と考えられます。問題は、どう集めるかにあると

思っているんですが、今後ふるさと納税にどう取

り組むのか、西予市の姿勢をお聞かせ願います。 

 ふるさと納税は、そのやり方が寄附金を所得税

から控除するという仕組みが複雑で面倒くさいと

私は思いますし、５，０００円の控除対象外の部

分があるため、その負担を納税者がしなければな

らなくて、ふるさと納税を受けるほうとしてもそ

れを超えるような工夫が必要なのではないかと思

います。例えば、香川県ではガンバレさぬき応援

寄付と銘打ってそれを活用して瀬戸内国際芸術祭

を開催しております。それに活用するということ

でふるさと納税を呼びかけ、現代美術による瀬戸

内海の再生を図り、活動を通して納税者にアピー

ルしました。新潟県十日町市では、とおかまち応

援寄附としてふるさと納税を募集し、３年に１度
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里山で大地の芸術祭を行い、地域と都市との協働

の希望の場所をつくり出しているそうです。つま

り、ただ何に使うか寄附してくれた人の意見を聞

くのみならず、魅力的なメニューを用意しておく

必要があると思うわけです。 

 さらに、西予市のふるさと納税のＰＲとこれか

らの促進対策についてどう考えているのかお尋ね

します。それに町の活性化の存亡もかかっている

というか、この制度をうまく活用し、しかも寄附

金の総額をさらに伸ばすためには、それを市民一

人一人も自分の子供や兄弟に呼びかけなければな

らないと思います。どうしたら市民がみずからふ

るさと納税をＰＲするようになるかを考えてみた

ら、それを積極的に活用するため、地域で出身者

にＰＲを行い、地域の活動費にふるさと納税を加

算していくということに取り組めないかというこ

とでございます。つまり、私の子供がふるさと納

税をしたとしたら、それを自分の区であるとか、

もう一回り上の上部組織の部落などに交付金とし

て還元する仕組みをつくるということです。そう

すれば、自分の所属する区や部落へ交付金や活動

費としてふるさと納税したものが入ってくるとな

れば、多くの人が都会に住む子供や知人などに声

をかけてお願いするという行動の動機づけになる

と思うのですが、そういった取り組みができない

のかお伺いいたします。 

 

○議長 九鬼副市長。 

 

○九鬼副市長 それでは、ふるさと納税について

答弁をさせていただきます。 

 本市のふるさと納税の実績は、平成２０年度か

ら２２年度の３カ年で５７件、総額で１，３７２

万５，０００円の寄附があり、明浜地域ふるさと

基金事業や子育て支援センター事業、誇れる地域

づくり事業などに活用をさせていただきました。

２３年度の寄附は、東日本大震災の関係でしょう

か、これまでに１３件で１２９万７，０００円の

実績で、最終的には約２０件１５０万円程度にな

るのではないかと予想しております。 

 ふるさと納税は、ご存じかとは思いますが、地

方間格差や過疎などによる税収の減収に悩む自治

体に対する格差是正を推進するために創設をさ

れ、本市も大いに期待をしている制度でありま

す。当初は、国民の関心も非常に高く、自治体側

も寄附に対する謝礼に特産品を送るなどして囲い

込み対策を講じる例が多数ありましたけれども、

昨年の県内自治体の実績等から判断いたします

と、少し関心が薄れてきたのではないかというふ

うに感じております。ただ、都市部の方がふるさ

とやゆかりのある自治体へ何らかの貢献をした

い、また支援をしたいという思いを実現していた

だくための制度といたしましては、大変すばらし

いものがありますし、ありがたく思っておりま

す。今後、西予市への関心を高めていただくため

に、魅力的なまちづくりをなお一層推進いたしま

して、今以上の広がりを期待するものでありま

す。 

 それから、寄附の促進方策、ＰＲについてとい

うご質問でございましたけれども、これまでのＰ

Ｒ方法といたしましてはご案内かと思いますけど

も、チラシ、ホームページを中心にふるさと会や

同窓会、さらにはイベント等において制度のＰＲ

に努めてまいりました。今後は、これに加えまし

て寄附者に対する寄附継続の依頼、関係機関への

協力依頼、市職員による知人への呼びかけなど、

さらには親しみの持てるホームページをつくりま

して情報をどんどん発信していくというようなこ

とに留意してまいりたいというふうに思っており

ますし、今ほど議員がおっしゃったように市民の

皆さんにもぜひご協力をお願いしたいというふう

に考えております。 

 また、現在寄附者に対しまして海の駅潮彩館が

ジュースを、それから市としましては広報せいよ

紙を１年間お礼として贈っておりますが、今後は

表彰制度などもさらに加えていきたいというふう

に検討をいたしているところでございます。 

 それからなお、財源の充当先といいますか、充

当する事業でございますけれども、この寄附金に

つきましては、地域や使途の希望が特にある場合

につきましてはその地域や該当する事業を選定を

いたしましてその財源の一部として活用させてい

ただいておりますけれども、特に指定がない場合

には市全体を対象とした事業の財源として有効に

活用をさせていただきたいというふうに考えてお

ります。またなお、ご質問の中に特定の地域に寄

附金に応じたことというようなこともありました

けれども、今ほど申しましたように市全体の公平

な事業推進の財源に充てたいというのが基本的な

考えでありますので、ご理解をいただきたいとい
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うふうに思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 松山君。 

○７番松山清君 １点抜けとったのでさらに追加

させてもらいますが、地域づくり交付金事業との

連携ということで、これはＰＲとも関連するんで

すけども、ある地域があって、そこの地域の出身

の方が何人か東京におったとします。それで、そ

の寄附した方が、西予市にふるさと納税した方

が、そのした分の半分でもいいですし１００％で

もいいんですけども、地域づくりのその地域に対

して地域づくり交付金に上乗せすると。そういっ

たことをすると、そこの地域の方はもっと積極的

にその都会に行った方に対してふるさと納税して

よといったような人と人との結びつきというか、

そういった呼びかけやお声がけ、そういったこと

によってふえてくるんじゃないかという。それ

で、ＰＲにもなるんじゃないかというふうに思う

わけですけども、先ほど出ましたように地域づく

り交付金はいろんなことに使える制度ですので、

これはやっぱり拡充していくためには、今財源を

ばさっと分けてますけども、その分けたのにプラ

スしてふるさと納税された分もその地域づくり交

付金の枠組みの中でやっていくということなんか

だったらできると思うんですが、これは実現でき

ないでしょうか。 

 

○議長 九鬼副市長。 

 

○九鬼副市長 ただいまの全体的な考え方という

のは、さきに申しました。 

 具体的にふるさとづくり交付金事業にその分だ

けを、寄附の分だけを加算をしてくれというよう

なお考えかと存じますけども、それにつきまして

は市の一般的な、現在制度設計をしております交

付金事業の配分の決まりがございます。いきな

り、そのとこの地域に寄附があったのでその分だ

けを加算をしたりとか増額をするというのは市政

の公平性からいってもちょっと問題があるんじゃ

ないかというふうに感じておりますので、それら

の取り組みについては全体の制度設計の中で今後

検討したいというふうに思います。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 今提案したのは、この地域づく

り交付金という制度を西予市よりもう一歩進めて

やっとる例が松阪市にありまして、その例を参考

にして質問させてもらったんですけども、そこは

その地域づくりの中の例えばショッピングセンタ

ーとかそういったとこからも寄附を集めてやって

いてすごくうまく回っていると、全国からも視察

が来ているというような状況でありましたが、や

はりそうやって一つずつ今ある制度をさらによく

していく中で、そういうふるさと納税も使ったら

どうかという検討をまた今後していってもらった

らというふうに思います。 

 それと、もう一点これに関して質問をしたいわ

けなんですけども、どうしても、これは先ほど副

市長がお答えになったように、関心が薄れていっ

ているということがありまして、どうやってこれ

を継続して熱意を持っていくかということが重要

だと思うんですけども、先ほど１回した人に対し

てまた継続をお願いしたりということがありまし

たが、西予市出身の高額納税者という方がおられ

ると思うんですけども、そういった方々に対して

お願いあるいは手紙を出すなどというのは非常に

有効な施策じゃないかと思うんですけども、そう

いったことに取り組んでおられるのか、今後取り

組めないのかお伺いいたします。 

 

○議長 九鬼副市長。 

 

○九鬼副市長 ご提案として参考にさせていただ

きます。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 ぜひよろしくお願いいたしま

す。 

 最後になりましたけども、財産区についてちょ

っとお伺いしたいと思います。 

 これは、ずっと合併以来財産区というのは、そ

れは地方自治体でございますので特に触れてはこ

なかったわけですけども、８年がたちましたので

ちょっとこの機会にお伺いさせていただきたいと

いうふうに思うわけです。 

 財産区は、合併の際旧町村の利益をそのまま旧

町村に残すため旧町村の所有山林でつくられたと

いう歴史があり、財産区の取り扱いについては合
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併前の協議に基づいてその運営が行われているわ

けで、現在その現状としてどうなっているのかお

伺いしたいと思います。 

 合併時にあった基金や預金、現金が、８年間の

運営を経てかなり減少しているところもあれば、

うまく運営して地域に貢献している財産区もある

のではないかというふうに推察いたします。材価

が低迷する中、財産区の運営は厳しくなっている

のではないでしょうか。将来的に支援をしていく

必要が出てくるのではないかと以前から思ってき

ましたが、今後財産区の運営が行き詰まり、企業

で言えば運転資金がなくなってきたときに支援は

できないのか、そういったことは想定してないの

かお伺いいたします。 

 合併前は、しょっちゅう林野委員として山へ行

って境界やら木の生育状況を見てきましたが、西

予市になってそのような現状を見る機会がなくな

りました。それは、財産区も地方自治体であり、

財産の管理や処遇については任されているわけで

ありますが、土地は西予市のものであり、職員も

その事務を行っているという観点から、現在の財

産区の状況については議会でも知っておく必要が

あると思っております。よろしくお願いします。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 ただいまの松山議員にお答

えをさせていただきたいと思いますが、財産区の

今の現状、それから今後の見通しについてお答え

をさせていただいたらと思います。 

 本市には、明浜に１財産区――明浜町財産区、

それから宇和に宇和町財産区の１財産区ですが、

野村に野村、渓筋、中筋、貝吹、予子林の５財産

区、城川に遊子川、土居、高川及び魚成の４財産

区、計１１財産区が存在をしております。各財産

区とも、木材価格の低迷で運営が大変厳しい状況

にはありますけれども、森林の公益的機能の役割

を果たすために山林管理及び育成に努められてい

るところでございます。しかしながら、産業全般

の不振の影響を受けまして木材需要が伸びず、収

益確保に苦慮をされておりまして、議員定数の削

減や報酬等の人件費の削減の検討及びその実施に

取り組まれている財産区もございます。そのよう

な厳しい運営状況の中にありますが、各財産区で

は造林補助事業等を活用した施業を実施するな

ど、事務経費の負担軽減を図りながら山林管理及

び森林整備に努めております。 

 また、今後の見通しと支援の必要性についてで

ありますが、先ほども申しましたが、材価の低迷

や、林業のみならず日本の産業経済全体が不況に

あえぐ中、財産区の運営は非常に厳しいものがご

ざいます。財産区の経営は、支出では主に報酬、

山林管理賃金、山林維持のための重機借り上げ料

でございますが、その財源として間伐等による立

ち木売り上げを充てることを基本にしておりま

す。間伐等を実施しない、またしても賄えない場

合は繰越金や基金繰り入れの対応をしているのが

現実でございます。今後も、財産区ごとに計画的

に間伐を行うなど効率的な事業計画を立てて健全

運営に努めてまいりたいと考えております。 

 なお、城川町の４財産区では城川町財産区連絡

協議会を組織し、意見交換や連絡調整、推進地視

察研修などを実施しており、その成果も期待して

いるところであります。 

 現在のところ、市といたしましては支援の必要

な財産区はないと考えておりますが、将来的には

現在の各地区の財産区を存続させつつ、複数の財

産区を一体的に運営できる手法、また形態につい

て検討、研究する必要もあろうかと考えておりま

す。 

 先ほど質問にありました基金を有する財産区で

ございますが、１１財産区のうち９財産区が基金

を持っております。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 今の答弁では、現在のところち

ゃんと運営されてるということで安心しました。 

 それで、この財産区についてちょっと非常に西

予市になってわかりにくいといいますか、条例を

見ますると財産区に関する条例というのは恐らく

各地域の財産区議会の設置条例だけじゃったんじ

ゃないかなと思います。その運営に関してなど

は、その設置条例の中では決められておらずに、

その議会の、言うたら定数とか、そういった形態

だけを決められとるのが現在の条例じゃないかと

思うわけでございます。 

 それで、ちょっと合併前のことから振り返って

みますと、宇和町財産区などにしてみますと、も

ともと財産区というのはもう一つ下の下部組織が
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ありまして、宇和町の財産をもって宇和町財産区

というのをつくった経緯があって、各地域財産区

は例えば集会所とか学校をつくるときに、そこで

その財源を拠出したり、毎年毎年の活動に対して

補助をしたりと一定のことをやっていたと思うん

ですけども、それがその現在の今の設置条例を見

たら全部同じような設置条例になってますが、そ

の宇和町財産区などに関して言うと、その町の財

産を今後どう使っていくんだろうかっていうこと

などがちょっとよくわからないんですよね。それ

で、その財産区というのはその各旧町が、あるい

はもっとちょっと昔の村が持っている財産であり

ますので、それをどうせいとか言うわけではない

し、そういったことは権限もないわけであります

が、しかしやはりこの西予市が合併してその整理

といいますか、ちょっと性格が違うもんでそうし

たほうがいいんじゃないかなというふうなことも

思ったりしてますし、宇和町時代に物すごく山に

対する愛着というか、山を大事にしてきたという

ようなずっと経緯があったんですけども、西予市

になってからそういう気持ちが若干、どうなって

るかという情報がないもので、振り返ってみると

薄れたんじゃないかなというような気がしてま

す。それで、このことについて今回触れさせてい

ただきましたし、今の部長の答弁の中でも将来見

直したほうがというふうなお言葉もありましたけ

ども、まさにそういったことをやっていかなくち

ゃならない、整理していかなくちゃならないので

はないかなというふうな気がしております。 

 ですから、今言う財産区設置条例だけじゃなし

に、もうちょっとおっしゃられたとおり全体的な

広い範囲で見直しをするときに来ておりますし、

今後支援もして山を大事にしていかなくちゃいけ

ないといったこともあるんじゃないかと思います

が、それについてちょっとお伺い願いたいと思い

ます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、私のほうからちょっと再

質問についてお答えしますけれども、そもそも論

のところがあろうかと思います。今、一番冒頭に

も言われましたように財産区の成り立ちっていう

のがありまして、ご案内のとおり私どもの西予市

は普通地方公共団体、財産区は特別地方公共団体

という制度性の違いがある。その財産区の歴史的

な背景は、やはり地域の財産を合併する過程の中

で保全しないといけない、あるいは古い時代で言

いますと温泉の権利を、引き湯権等を財産区とし

て保全しなくてはいけないというようなところか

ら、いろいろな財産区の形態が出てきて特別地方

公共団体として保全してきたということでありま

すから、その制度性の違いがあるということもご

案内のとおりだと思いますが、したがってこれを

一概に市の西予市議会で議論をして、こういう方

向性をやるというのは非常にちょっと間違いを犯

しやすいとこがあります。したがって、財産区の

管理者である私のほうとそれぞれの財産区の議会

の議員の方々との検討の中に入ってくる問題であ

ります。 

 したがって、市としましては、今ほどちょっと

投げかけたのは管理者としての考え方をちらっと

言わせていただいたところでございますから、旧

宇和町の財産区を１つにしたという背景は合併時

に初めてその保全をすることででき得ることであ

りまして、これもまたご案内のとおり財産区は知

事権限が非常に強い側面も持っております。その

いろいろな特殊な事情の中で判断しなくてはいけ

ない側面もありますので、これ以上踏み込むこと

は西予市議会ではちょっとふさわしくないという

ような感じがいたします。財産管理会という一つ

の権限のある場合はやれる場合がありますが、財

産区としての権限についてはちょっと別のところ

でご議論をさせていただいたらなと、このように

思っております。 

 以上です。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 まさに今市長がおっしゃられた

とおりで、これは管理会とかそういったものでほ

かを見ますと運営しているといったようなことも

見受けております。ですので、その中についてど

うこうというわけではないんですけども、今まで

やってきた中で、そろそろまたちょっと心配にな

ってきたなというような感じがありますので、そ

こらは今ここでどうこうというわけではなくて親

心といいますか、そういった目で最高責任者は市

長でありますので、そういった目では見て各地域

の財産というのが円滑に運営できていったらとい
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うような願いであります。 

 以上で質問を終わります。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午後２

時０４分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時１５

分） 

 次に、２４番坂本隆重君。 

 

○２４番坂本隆重君 私は、通告に基づいて２点

について質問をいたします。 

 まず、第１点目は防災対策について。 

 東日本大震災では、津波と原発事故の大災害に

見舞われ、震災では多くの死者、行方不明者を出

し、原発事故では避難指示、勧告、自主避難と多

くの人が避難所や親類の家、アパートや借家など

に避難しています。汚染による米の出荷停止、瓦

れき処理等、事態は現在も難航中で、復興庁も立

ち上がったばかりで長期化は避けられないという

状況にあります。 

 ここで大事なことは、大地震と津波は天災だ

が、原発事故は人災と私は考えております。報道

されているごとく電源喪失が原因とするならば、

２０１０年６月、福島第一原発２号機で作業員の

ミスで電源が落ち、原子炉に冷却水を循環させる

ポンプがとまったことであります。電源喪失は３

０分間続き、このときは非常用のディーゼル発電

機が動き冷却を再開することができました。それ

を教訓に、地震あるいは津波で同様の事故が起き

るということを考えられなかっただろうかという

疑問です。原子力発電は絶対に必要である、だか

ら原子力発電は絶対に安全だということにしない

といけないという考え方が結局何らの対策をもと

らなかったのではないだろうか。結局は、経産

省、日本の統治機構に問題があったと私は思いま

す。 

 先日の新聞の報道によると、東京電力福島第一

原発事故に政府が６月に設置した事故調査・検証

委員会が１２月２６日に公表する中間報告で、こ

れまでの政府の報告書や東電の社内調査では解明

できない問題を、事故の原因の全容を明らかにす

ると述べておりますが、今回の伊方原発から３０

キロ圏内へと範囲の変更により、西予市は範囲内

に位置することになり、一たび事故が起きればふ

るさとや子供の将来の何もかもを失うのでありま

す。放射能を常に意識しながら住む地域になって

いくのです。それでいいんでしょうか。不安でた

まりません。 

 福島原発事故の結果を、原発政策、日本のあり

方、西予市のあり方について、これからは真剣に

考え、議論しなければならないと思います。今ま

でのように上から下へと命令が下り、ただ受け入

れるものではだめです。おのおのの個人が考え、

地域に合った議論をして、我が西予市から県へ、

そして国を動かす、これこそが地方分権、新しい

国のあり方であると私は思います。地方自治のあ

り方でもあり、積極的に取り組むべきではないか

なと思います。 

 そこで、こういった状況の中でまず津波避難に

ついてお尋ねをいたします。 

 今回の津波による被害は甚大なものがあり、政

府の防災基本計画の内容が、今後は自治体が地理

的な条件や人口構成などに応じてまとめる地域防

災計画の見直しが焦点となっているようでありま

す。東南海・南海地震が予測される中で、西予市

においては明浜町、三瓶町は特にこの津波による

被害が予想されます。１７０７年の宝永地震で

は、宇和島市で１０メートルもの津波があったと

の文献が出てきております。１８５４年の東海・

南海地震等を考慮に入れ、避難場所、避難通路を

整備し、初期対応や自力で避難が難しい高齢者の

対応等各地で具体的な対策を進めるべきであると

思います。特に、人命を最優先する対策が必要で

あります。この点について、理事者の考え方をお

伺いいたします。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 ただいまのご質問につい

てお答えいたします。 

 南海・東南海地震の発生でやはり特に心配され

ます津波の対応でございますが、ご指摘のとおり

まず優先すべきは人命でございます。したがいま

して、住民の皆さんが安全で確実に避難できる対

策が重要と考えております。津波の一時避難場所

につきましては、明浜町で３９カ所、三瓶町で４

９カ所が選定されておりますが、現在愛媛県、愛

媛大学、それから宇和海沿岸５市町で構成する愛

媛県津波災害対策検討会というものがございます

が、ここにおいてこれら一時避難所の実地検証を
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進めているところでございます。その検査結果を

踏まえまして、避難場所の再選定作業、一時避難

場所標識の設置等とともに、避難場所や津波浸水

予想区域等を記載したハザードマップを作成して

各戸に配布し、周知徹底を図りたいと考えておる

ところでございます。 

 また、今議会に上程しています海抜標示看板に

ついても平成２４年度には明浜、三瓶地区の全域

に配備する計画であります。 

 次に、避難道路の新設、改良整備に関しては地

域ごとに条件や避難環境、また財政面も含めてよ

り計画的な整備が必要と考えておりますが、当面

は地域の皆様とともに各避難場所、避難経路等の

現状把握を行い、避難路の安全確保、避難時に必

要とされる物資、それから設備等の計画的な整備

を図りたいと考えております。 

 また、自力の避難が困難な高齢者の皆様への対

応といたしましては、生活福祉部で整備を進めて

おります災害時要援護者名簿等の有効活用を図り

まして、自主防災組織や消防団、自治会等との連

携により適切な運用に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 坂本君。 

 

○２４番坂本隆重君 ぜひ明浜地区、三瓶地区に

おいては津波対策を重視していただき、今回は液

状化現象は余りに見られてなかったんですが、神

戸大震災においては液状化現象が非常に強く、そ

してその結果家屋の倒壊、それから家具が倒れる

状態によって死者は６，４３４名出しました。こ

れが、阪神神戸淡路の大震災の十数年前の結果で

す。ぜひとも、明浜地区、三瓶地区においても液

状化現象は起きるものだと、必ずそのような形で

進めていただきたいと思います。 

 続きまして、２点目でございますが、原発事故

に対する対応についてお伺いをいたします。 

 伊方原発は、活断層、中央構造線が約６キロの

沖にあり、大地震で大量の放射性物質が放出され

地域住民の生命や健康が害されるおそれがあり、

西予市が伊方原発より３０キロメートル圏内の指

定に入り、原発三法とのかかわりはどうなってい

るのでしょうか。常に想定外、想定外で処理され

てきたこの原発の事故も、現在５４基中３５基が

休止中である状態下にあり、現在行われているス

トレステストの結果では来年の４月には全部が休

止に追いやられるのではないかとも言われていま

す。もし事故が発生した場合、市民の安心と安全

が担保できるのでしょうか。非常に酷な質問とは

思いますが、現在の市長のお考えをお伺いいたし

ます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、今私のほうからの発言を

求められましたのでちょこっとだけ言わさせてい

ただいて、あと細かいことについては総務部長に

答えさせていただきたいと思います。 

 ご案内のように、今回の福島の原発の事故を受

けて原子力安全委員会がいわゆるＥＰＺの考え

方、８キロから１０キロの重点的な施策をする地

域から５キロ、３０キロ、５０キロという方向性

を今示されたところであります。私どもは、これ

を受けて今後その対応について十分考えていかな

くてはいけないと、このように思っておるところ

であります。 

 また、一つの問題点は今の国の施策、法律体系

の中で、原子力のもろもろについては国しか権限

がないというところにあります。 

 あともう一つは、一たび事故が起きた等々につ

いての地域については、私どもが災害対策基本法

で、市が責任を持って住民に対する避難と安全

等々を確保しないといけないという法律的な矛盾

も存在をしておるわけであります。その矛盾を埋

めるために、今後とも何らかの方向の努力をやっ

ておるところでございますが、これは水面下で今

そのような動きも私どもはさせていただきます

が、ただ、やっておりましたけれども今回の原子

力安全委員会の方向を受けて、また新たな形でそ

ういうことを積み上げていかなくてはいけないな

と、このように思っておるところでございます。 

 あとは部長のほうから答弁をさせます。 

 

○議長 坂本君。 

 

○２４番坂本隆重君 部長、お願いします。 

 

○議長 追加の答弁があれば。 

 宇都宮総務企画部長。 
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○宇都宮総務企画部長 市長が申しましたとおり

の内容なんで余りつけ加えることもございません

が、国の防災指針の見直しというのが２４年にず

れ込むであろうと見られております。したがいま

して、防災指針を受けて県の防災計画が同時に行

われ、同時に並行した作業で市町村の防災計画が

作成という段取りで進むものだと思います。 

 私どもも、県の支援を受けまして、特に避難場

所、避難経路の策定や避難行動計画、それから要

援護者の対策、それから避難がもし長期化した場

合、複合化した場合の対応等細かい指導を受けな

がら実効性のある対策を計画づくりに生かしてい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

○議長 坂本君。 

 

○２４番坂本隆重君 東日本大震災においては、

非常に遠いところでありましたので私どもは実感

が余り、自分の身に降りかかってくるような事故

でなかったものですから、市長もある程度、失礼

かもしれませんが、よそでこうやってるなという

ような考えでおられたかと思いますが、今度はそ

うはいかないです。今度は自分の身に降りかかっ

てきたんですよ。そこが一番今回の教訓であるん

じゃないかなと。我々が立ち上がってやっていか

なかったら、状況が全然地域によって違うわけな

んですよね。明浜の住民、寝たきりの老人を救う

のは西予市の防災対策なんです。卯之町に住んで

る、宇和町に住んでる人は津波は来ないんです。

それだから、今度の防災計画がそういうような形

で出てくるんだと思いますが、地域に密着した対

策、マニュアルではなしに、そういうような形に

出てくると思いますので、ぜひ地元から権限を出

していくと、すべての住民の先頭に立っているの

は市長だというような考えで電力会社にも接して

いただくと。それをまた、積極的に県に上げてい

ただくと、それで国をも動かすんだということを

ぜひお願いしたいと思います。 

 続きまして、次世代エネルギーへの取り組みに

ついてお伺いをいたします。 

 太陽光発電、スマートシティー構想、風力、地

熱、水力、特に中小水力発電すなわち渓流、農業

用水、上下水道、工業内水等各分野での取り組み

の現状と見通しについて説明をお願いしたいと思

います。 

 これは、まだスタートラインに立ったとこだと

思うんですが、前回も言ったように、定例会で質

問させていただきましたが、エネルギー課という

ものを設置を早くしてほしいということを希望い

たしましたら検討いたしますというような返事が

返ってきたと思いますが、その後どういうよう

な、もうこれは今現在差し迫った脱原発に向かっ

て走っておりますので、自然エネルギー買い取り

法の問題も絡んできておりますので、その後の検

討の進捗状態、それなりの取り組み方についてお

伺いをいたします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、坂本議員の今のご質問に

ついてお答えをさせていただきますが、ご案内の

とおり本市は優しいまちづくりを積極的に進めて

おるところでございまして、今ほど言われました

脱原発、今回国のほうで法案が通っております再

生エネルギー特別措置法が８月に通ったわけであ

りますが、こういう問題が起きる前から私どもは

再生可能エネルギーという一つの観点から、例え

ば林業分野でおいてはバイオマスタウン構想に基

づいて木質ペレットを活用したことを進めており

まして、ご案内のとおり本庁舎の１階の冷暖房に

ついてはあのように木質ペレットで再生可能エネ

ルギー、カーボンオフセットの考え方に基づいて

やらさせていただいておるとこもご理解をいただ

いてるとこではなかろうかなと、このように思っ

ております。 

 太陽発電につきましては、身近なクリーンエネ

ルギーとして注目されているところでございま

す。国や県におきましても、太陽光発電導入量の

拡大を図るため、住宅用の太陽光の発電導入支援

対策を制度化して推進しておられるところでござ

います。本市におきましても、これは以前からも

話をさせていただいておりますが、２４年度から

その上乗せの補助の導入を今検討しておるところ

でございます。 

 風力発電の導入につきましては、平成１７年に

大手の企業からぜひ協力依頼の申し出があって、

そういうご協力もしたとこでありますけども、ま

だそのときにはこのクリーンエネルギーに対する

許容量がそれぞれの電力に少なかったとこがあっ
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て、残念ながら立ち消えになったところでござい

まして、しかしながらこういう動きが変わってき

たということで、今後関係企業からの風力発電施

設を申し入れた場合は積極的に推進をしていきた

いと、このように考えております。 

 次に、水力発電の導入につきましては、例えば

野村上水道施設が物理的に要件を満たしていると

も考えられますけども、費用対効果は非常に厳し

いものがあると考えております。また、下水道施

設の利用につきましては水質と流速の関係で不可

能であろうと、下水道施設については考えており

ます。このほか、地熱、小規模水力発電の中小水

力発電、渓流、農業用水等の再生可能エネルギー

がありますけども、現在は具体的な取り組みが進

んでいない状況でございます。 

 今後の取り組みにつきましては、地域や地点に

よる適合性、コスト面などを考慮しながら、また

環境施設や地域振興施策等を有機的に結びつけな

がら次世代エネルギーの有効な取り組みについて

調査研究を行いたいと考えておるところでござい

ます。 

 

○議長 坂本君。 

 

○２４番坂本隆重君 ところどころによって進ん

でおるようにもお伺いしたんですが、進んでない

ようにも伺えるんですが、私も具体的に申します

と、今市長が答弁いただいた箇所は、風力発電に

ついては私も場所は知っておるんですが、今現在

は三崎半島に２０基の風力発電をやっております

が、そのうちの４基はいろいろな事情によって夜

間は休止しているという状態にあります。しか

し、今市長が言われたとこは非常にいいとこで

す。発表しますと、山田の根笹というとこなんで

すが、ここは非常に宇和町と明浜町との境界線で

す。山の上です。人家もないです。そういうよう

なとこにはもう積極的に市が取り組んでやってい

ただきたいと。そして、また候補地としては大野

ケ原で高知県側に２基が稼働しております。です

から、大野ケ原に何本か上げてやるとか、これは

すぐできることです。ヘリコプターでだあっと機

材を運んでいったら、そんなに難しい問題はな

い。これも、ぜひとも早期に検討いただいたらと

思います。 

 そして、中小の水力発電でございますが、これ

は水利権の問題が絡んできてますんで、これは後

からちょっとやらせてもらいますが、表流水は野

村ダムに水利権を渡してる関係で、野村ダムがで

きるときに２市８町が南予分水でそのときに野村

と宇和町が水利権を放棄しました。そういうふう

な関係がありますのであれですけど、小水路につ

いては例えば１０万トン以上のため池が西予市に

は４カ所あるわけですが、この余水吐けを利用し

て発電をするとか、それから渓谷の、宇和町で言

えば西山田の薬師谷、それから田之筋の奥の黒瀬

川、ああいうようなとこに小規模の発電機を据え

て発電するとか、いろいろ考えたらあちこちにあ

りますんで、ひとつ積極的に取り組んでいただい

て、地域は地域で守っていくというような形にし

ていただいたらなと思います。 

 次に、先ほども申しました水利権の問題でござ

いますが、野村ダム建設工事に伴い、昭和４９年

１０月に覚書というものを交わしております、水

利権に関してですね。これは、その中を見てみま

すと水利権の項目で、建設省野村ダム工事事務所

長住田明彦を甲として愛媛県土木部長田中敏仁を

乙、宇和町長の松本和芳を丙とし、水利権の覚書

が交わされております。その項目の一部をちょっ

と紹介しますと、今後の宇和町における新規利水

計画について具体的な事例が生じたときは、宇和

町並びにその住民の生活権益を尊重する精神を体

し、乙は関係機関と協議し、誠意を持って措置す

るとあります。 

 それで、今現在は肱川水系の表流水は、農業用

としては土地改良組合が地区ごとに権利を持って

いて、上水道にも使用できないという現状にあり

ます。この具体的な事例が生じたときというよう

な項目が入っておりますので、ぜひこの点につい

て協議を野村ダムとしてほしいと思うのですが、

いかがでございましょうか。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、野村ダムの水利権につい

て今ほどお話があったことにつきましてでありま

すが、具体的な事例とは何を指すかちょっとわか

りかねるところがありますが、いわゆる表流水を

とる事案が起きたときにこの協定をされておられ

ることがどのような効果をもたらすかということ

だと拝察いたしますので、それについて少しだけ
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触れさせていただいたらと思います。 

 ご案内のとおり、野村ダムができるに当たって

昭和４９年１０月にこの覚書を交換されておりま

す。それにつきましては、建設省――野村ダム工

事事務所ですけれども――と愛媛県と旧宇和町の

ほうで覚書をされたということでありますが、そ

の具体的な水利権の中については今ほど坂本議員

がおっしゃる内容であったと、このように思って

おります。 

 そういう意味で、今後その表流水をとることに

ついては旧２市８町、今で言いますと２市１町に

なろうかと思いますが、協議が必要だと。私の認

識では、２市８町に対しては県が中間に仲介をし

て、それですべての印鑑が、合意が要るというと

ころで非常に表流水はとることがなかなか困難で

あるという判断を従来はしておりました。しか

し、２市８町から２市１町になった段階でそれだ

け、別の角度で言うとお互い合意をしやすい側面

ができる可能性があるのかなという感じは感覚的

に受けております。以前は、表面的にはこれは困

難なことであるという判断を実は私はしておりま

した。だけど、流れが少し変わってきておる側面

もあろうかなという。この条文で見ますとすぐで

きそうな判断で見えますけども、従来は非常に困

難だという判断の条項でありました。流れが変わ

ったということだけは対応しておきたいと…… 

  （「４９年。２９年と言われたそうです。４ 

  ９年」と呼ぶ者あり） 

 ４９年。私は２９…… 

  （「２９年」と呼ぶ者あり） 

 ２９年と言ったんですな。昭和４９年１０月で

す。今「２９年」と言うたそうでありますが、

「４９年」１０月です。 

 それは、単なる数字でそんなのどうでもええん

ですが、そのことについて今後は恐らく小水力

等々の問題、表流水の問題については何らかのあ

ったときに、具体的な事例になったときには、そ

ういう今言ったような方向性を持ってやっていき

たいなという考えでございます。 

 以上です。 

 

○議長 坂本君。 

 

○２４番坂本隆重君 ありがとうございました。 

 中でちょっと私が疑問に思ったことは、この項

目の中に住民の生活権益を尊重するとあるんです

が、権益の文に住民の権益ですね、これが大きく

物を言うんじゃないかと思うんですよ。ここでう

たってる以上は、権益に住民のとあるんですよ

ね。だから、企業体のダムだけの問題じゃなし

に、住民がその権利と水利権があればどれだけ、

水を流してよそへ持っていくわけじゃないんです

よね。ですから、使ったのをまた野村ダムで使っ

てもらうことは別に関係ないことで、住民が必要

とするものが権益であると私は判断しております

のでぜひこれは、こんな紳士的な覚書を交わされ

ておる以上は向こうも待ってるかもしれないんで

すよね。いや、本当ですよ。やっぱり地域があっ

て、県があって、国があるわけですから。やっぱ

り地域を大事にしなかったらこれはいかんと思い

ます。この水利権なんかというものは、慣行水利

とか河川法に決まっておりますけど、これは最近

は大分改正、松山の分水の問題にしても今大分情

勢が変わってきてますよね、工業用分水がありま

すけど。そういったことも勘案すれば、やっぱり

地域を大事にしてくれることには県のほうも相当

協力はしてくれると思いますので、ぜひ市長の積

極的な行動によって解決するもんだと私は期待い

たしますので、ひとつぜひお願いしたいと思いま

す。 

 そうすることによって、夏の水飢饉も解消する

わけですよ。平成１４年当時に宇和町には水が足

りないということで、小学校のプールも閉鎖した

りいろいろやってきました。それで、どうしたら

ええかなという当時の町長が深層水利やったらえ

えやろということで、表流水は絶対だめやと。表

流水を探せということで、私もその当時の深層水

特別委員長というものをやりまして、いろいろや

りました。それで、地下をどんどんどんどん掘っ

ていったんです、あちこちをですね。とうとう水

が出んでやめました。そのときに、歯長峠を抜け

るときにあの峠の下のところにいい水が出よる

と、石灰岩の上をずっと走ってるということで、

あそこを掘った人があります。そうすると、宇部

セメントやったですかな、鉱区権というものがあ

りまして、そこで掘ったら…… 

  （「住友」と呼ぶ者あり） 

 住友やったですか。住友だったらしいですが、

どなり散らされて工事をやめて帰ってきたという

事例もあります。それから、観音水が非常に出て
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るのにそれを使えないと。もうふんだんに出てお

るわけですね。それも使えないということで、結

局は宇和高の下の満州井戸に頼る以外にはないと

いうことで、宇和高の上にタンクを据えたという

事例があります。それによって、ある程度水不足

は解決しておる。 

 水というのは、本当に人間にとって、生活にと

って必要なもんです。住民は、非常にプールが閉

鎖しても不便に感じます。ですから、宇和の水が

よそへ流れるんじゃなしに全部野村ダムへ入るん

ですから、これは別にお互いが利益を分け合うも

んではないですから、もう一つ市長、決意のほど

を酌んでいただいてお願いします、ちょっと一

言。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 坂本議員の強い思いを込めて、私も

決意ではありませんがお答えをさせていただきた

いと思います。 

 先ほども申しましたとおり、水というのは非常

に私たちにとってはかけがえのないものでありま

すから、したがって、例えば今県の中でも水問題

が西条市等、県の中であるとおりでございます

が、あれと同じように非常に水というのはこの地

域にとっても大事な水であります。それを、例え

ば今ほどこれが締結された昭和４９年のこれを推

し図ってみますと、南予の地域には昭和４０年代

の初めに大干ばつがありました。そして、南予地

域はミカンどころが、ミカンの木も枯れるし、大

変な状況があったわけです。ミカンの木を何とか

枯らさんために、水を一生懸命かるって、段々畑

を上がって苦労をしてミカンの木を守ったという

ような歴史も聞いております。そういう思いを込

めて、私どもやあるいは旧宇和町、旧野村町の

方々はあえて水に対して南予全体のことを考えて

同じような覚書や、ある一面水に対する権利を強

く主張しなかった。これは、南予の人全体を思っ

た強い気持ちであります。それを、今の時代にお

いても強く、その思った方々の意識、南予全体を

思う気持ちを私どもはしっかり持っておかなくて

は、恐らく大きな間違いを犯す可能性があると、

私はそのように感じております。 

 したがって、安易に水利権を絶対的に確保しな

いといけないという強調をするのではなしに、お

互いの中で水をうまく利用する。そういう中で、

私はこの覚書については旧町時代の判断は、先ほ

ど２市８町で全員部の調印、恐らく調印するに当

たってはそれぞれの議会の議決も要るようになる

わけです、水の問題ですからね。そしたら、基本

的には旧町時代では表流水はとれないという判断

で私どもは、率直に言って住んでおったというこ

とがあります。そういう中で、私たちのところも

また、あるいは西予市になっても地下水であれば

権利はないわけでありますから、だからそういう

ことの中で、例えばいろんなところで、例えば先

ほど言われました宇和球場の横のところに水があ

って当たって、あのように歴史博物館の上に２，

０００トンのタンクをつくらせていただいて安定

的に今の水の供給をさせていただけております。

これを余りにも主張をして、例えば南予企業団

等々で組織しておる人の上流水の野村ダムの水、

ただミカン畑だけでなしに生活用水としてもそれ

なりの供給をしておるところに強く主張をして、

それが私どもの水だから、こういうことがあるか

ら、これだけを云々かんぬんという、今そういう

ことをする必要があるかどうかということになる

と、やはりお互い同士の互助の精神を持っておる

南予の方々の今までつくり上げた精神的なことを

壊す可能性があると、私はそのように感じており

ますので、それについてはその時折にお互い同士

の協議の中で慎重に今後も考えていきたいと、こ

のように思っております。 

 以上です。 

 

○議長 坂本君。 

 

○２４番坂本隆重君 非常にありがたい決意のほ

どを表明していただきまして、これで私も満足い

たしました。いま一つ、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 これにて私の質問を終わります。 

 

○議長 以上で一般質問を終結といたします。 

 本日の日程は全部終了いたしました。 

 １２月２０日は午後２時より会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午後３時００分 
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          平成２３年第４回西予市議会定例会会議録（第４号） 

 

１．招 集 年 月 日 平成２３年１２月２０日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 平成２３年１２月２０日 

          午後２時００分 

１．閉     会 平成２３年１２月２０日 

          午後３時３７分 

１．出 席 議 員        

    １番    欠  員   

    ２番  二 宮 一 朗 

    ３番  兵 頭   学 

    ４番  明 智 祥 勝 

    ５番  井 上   勲 

    ６番  小 野 正 昭 

    ７番  松 山   清 

    ８番  宇都宮 明 宏 

    ９番  松 島 義 幸 

   １０番  元 親 孝 志 

   １１番  嶋 川 武 文 

   １２番  沖 野 健 三 

   １３番  森 川 一 義 

   １４番  藤 井 朝 廣 

   １５番  浅 野 忠 昭 

   １６番  岡 山 清 秋 

   １７番  酒 井 宇之吉 

   １８番  兵 頭   勇 

   １９番  山 本 昭 義 
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  開議 午後２時００分 

○議長 ただいまの出席議員は２２名でありま

す。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、発議第３号「西予市し尿処理

場問題等特別委員会の定数変更について」を議題

といたします。 

 当該特別委員会は、委員の欠員により、委員定

数８名のところ現在７名の委員数となっておりま

す。 

 お諮りいたします。 

 本案については、委員会条例第６条第２項の規

定により、西予市し尿処理場問題等特別委員会の

委員定数を８名から７名に変更することにご異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

  （日程２） 

○議長 日程第２、議会報告第７号「西予市議会

改革特別委員会の報告（議会基本条例制定）につ

いて」を議題といたします。 

 会議規則第１０２条の規定により、西予市議会

改革特別委員会委員長の報告を求めます。 

 １０番元親君。 

 

○元親孝志西予市議会改革特別委員長 それで

は、議会改革特別委員会から調査の報告を申し上

げたいと思います。 

 議会改革特別委員会では、調査項目に掲げた９

項目について、順に調査研究を進めてまいりまし

た。既に、議員の定数、議員の報酬、そして本会

議における一般質問のあり方等については、議会

の議決をいただいたところであります。 

 今回、議会基本条例の制定については、議長よ

り特別に要請があり、１２月定例会に議案として

提出できるよう調査研究を進めてまいりました。

既に議会基本条例を制定している他市の例と比較

しますと、どこの議会においても１年以上かけて

つくられていますので、短期間につくることは当

然無理もありますが、積極的に取り組んでみるこ

とで全員の同意をいただき、今日まで集中的に調

査研究を進めてまいりました。議員及び議会の行

動指針をみずからがつくるということは、想像以

上に苦労がありました。激論を繰り返しながら、

一条一条を作成し、ここに全１０章、全２２条で

構成する西予市議会議会基本条例の原案を策定い

たしました。 

 議会基本条例の概要につきましては、最初に議

会基本条例の必要性と目的を明記し、議員、議会

のあり方、議会と市民の関係、議会と行政との関

係、議会事務局のあり方、議員の身分、そして最

後にこの基本条例の位置づけと見直しの手続につ

いて明文化したものとなっています。 

 基本条例は、大きく分けて３つの原則を市民の

皆様に約束いたしております。１点目は、議会に

おける活動は原則公開すること、２点目として議

会と市民の協働、３点目として議会の使命であり

ます行政のチェック機能の強化と政策立案能力の

強化を約束いたしております。議会及び議員にと

ってハードルを高くいたしておりますので、今後

の運営において一抹の不安もありますが、市民の

信頼回復あるいはこれからの地域主権社会をつく

る上において、避けて通れない条例であります。

条例制定後は、条例の運用を監視する仕組み等も

必要ではないかという意見も出ております。 

 特別委員会で基本条例の原案を策定後は、速や

かに行政との意見調整を行い、議会に対しては全

員協議会の場において内容の説明をさせていただ

き、理解を求めてまいりました。その中で、幾つ

か文言の取り扱いについて質疑がありました。 

 特記すべき事項として、第５条第２項にある議

会は本会議、常任委員会のほか会議を原則公開す

るに対して、委員より原則に対する説明あるいは

条文の中での明記が必要ではないかという意見が

ありました。これに対する説明といたしまして、

原則とは法律及び地方自治法の定める例外措置は

含まないということであります。 

 また、第２条の第２項にある議会の一般質問は

原則対面式による一問一答方式で行うという条文

に対して、委員より３つの方法、一括方式、分割

方式、一問一答方式を議会は認めているわけであ

りますから、ここも条文での説明が必要ではない

かという意見がありましたが、このことについて

は別途規則で詳細に明記していますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

 最後に、議会基本条例を西予市議会における最

高規範とすることに対して質疑がありました。こ
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れにつきましては、特別委員会に再度諮り、協議

をさせていただきましたが、今までの議会運営は

昭和２２年に制定された地方自治法及び全国標準

会議規則あるいは委員会規則等、国が制定した自

治法及び条例に基づき運営を行ってまいりまし

た。しかし、今回地方自治法の改正があって、地

方議会にも条例制定権が認められたことに基づ

き、みずからの意思で議員、議会の行動指針を策

定したことは画期的なことであり、その責任と自

負において、この条例を議会内で最高規範として

位置づけることを再度確認いたしました。 

 また、市民への公開につきましては、市のホー

ムページで１２月１日から１６日まで全文を公開

して、パブリックコメントを募集しました。その

ほか、西予市ＣＡＴＶを活用して、議会基本条例

の内容説明をさせていただきました。 

 後ほど、条例制定に向けて議案として上程いた

しますが、議員の皆様にぜひご理解をいただき、

全員一致で可決決定させていただきますようお願

いいたしまして、報告とさせていただきます。 

 平成２３年１２月２０日、議会改革特別委員会

委員長元親孝志。 

 以上でございます。 

 

○議長 以上で委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 西予市議会改革特別委員会に付託いたしており

ます調査研究項目のうち、議会基本条例制定につ

いては本日をもって調査研究を終了することに賛

成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 全員起立であります。よって、当該特別委員会

の調査研究項目のうち、議会基本条例制定につい

ては本日をもって調査研究を終了することに決定

いたしました。 

  （日程３） 

○議長 日程第３、議案第１０４号「西予市田園

ロマンの里づくり基金条例制定について」から議

案第１１５号「平成２３年度西予市病院事業会計

補正予算（第３号）」までの１２件及び陳情２件

並びに要請１件の１５件を一括議題といたしま

す。 

 各委員会における審査の経過と結果について各

委員長の報告を求めます。 

 まず、松山総務常任委員会委員長の報告を求め

ます。 

 ７番松山君。 

 

○松山清総務常任委員長 それでは、総務常任委

員会の審査報告を申し上げます。 

 去る１２月７日の本会議において、当常任委員

会に付託されました議案４件、陳情２件、要請１

件に対し、１２月８日に委員会審査を行いまし

た。 

 審査の結果は、お手元に配付の委員会審査報告

書のとおりであり、いずれも原案のとおり全会一

致で可決決定いたしました。 

 陳情第５号「大規模自然災害に対する防災対策

など、住民の安心・安全を支える行政サービスの

体制・機能の充実を求める陳情書」と要請第１号

「「地域主権改革」に関する要請書」について慎

重に審査しましたが、陳情第５号と要請第１号

は、件名は違うものの内容が似通っており、国の

出先機関の重要性を訴えるものであります。現

在、地方主権改革が推進される中、今の地方自治

体が優先して取り組むべきことは経済的自立を目

指すことであり、時代にそぐわないと判断される

ため、全会一致で不採択に決定いたしました。 

 また、陳情第６号「原発をなくし、再生可能な

自然エネルギーへの転換を求める陳情書」につい

ても、趣旨は理解できるものであるが、エネルギ

ー問題は今後さまざまな方向からの協議、検討が

重要とされ、その動向を見きわめることが必要と

される時期であるため、現時点では慎重に対応す

べきと判断され、不採択に決定いたしました。 

 議案審査の中で委員より出された質疑、それに

対する答弁等について、概要を抜粋して報告申し

上げます。 

 初めに、議案第１１０号「平成２３年度西予市

一般会計補正予算（第４号）」について、庁舎建

設の事業費の内訳についての質疑があり、別紙明

細により本体建設工事費等の総事業費が２４億

４，１５１万９，０００円であり、その財源内訳

は合併特例債で２０億３，８００万円、一般財源

が４億３５１万９，０００円であるとの答弁があ



 

－85－ 

りました。また、水土里ネットに旧上下水道課が

あった施設を改修し貸与することで、収入はある

かとの質疑では、行政施設の貸し付け要綱に基づ

き貸し付けて、年間平米当たり３，６００円であ

り、その施設が１５６平米あるので、約５６万円

の収入があるとの答弁でした。 

 次に、財政調整基金残高１４億６，７０８万

５，０００円はいつの時点でのことかとの問いに

は、１２月の補正予算計上後の金額であるとの答

弁でした。 

 次に、海抜表示板経費２６万７，０００円につ

いての質疑があり、作成及び取りつけの経費であ

り、取りつけは許可をもらって電柱にベルト形式

で行うとの答弁がありました。 

 続いて、東北大震災の被災地に災害備蓄品の支

援１３６万４，０００円とあるが、その内容はど

ういうものか、あわせて西予市の災害物資の備蓄

品は十分であるかとの質疑がありました。それに

対し、市で保有していた備蓄品を被災地に送り、

その物資を補充するための補正予算である旨の説

明があり、送った物資の内訳は乾パン６４０食、

アルファ化米３００食、水１．５リットル３６０

本、毛布１４０枚とのことでした。また、西予市

の適正な災害備蓄品料は、阪神大震災のときの教

訓を目安として、全人口の１０％を想定したもの

であり、現時点では平成２４年から２８年の５年

間でアルファ化米６，３００食、乾パン２，７０

０食、粥４，０００食、水１．５リットル８，５

６０本、毛布４，０００枚を逐次備蓄する計画で

あるとの答弁でした。 

 次に、行政評価システムの研修費３４万３，０

００円の内訳について質疑があり、市職員約７０

名の課長、課長補佐を対象に、市役所内の会議室

等で開催し、講師を招き、施策マネジャーの養成

講習を行うものであるとの答弁でした。 

 次に、公共交通の進捗状況及び今後のスケジュ

ールについての質疑があり、今年度中に担当職員

レベルで旧町単位程度のブロックに分けて交通体

系を検討していきたい、ブロック毎の定時定路線

やデマンドタクシー等の運行形態をその地形に合

った組み合わせで実施し、協議についても地元の

組織に相談しながら進めたいとの答弁でした。 

 デマンドタクシーは高齢者など交通弱者に対し

て有効な対策であるため、周辺地域のみならず、

市街地においても細かく地域を網羅して、多くの

人が日常の通院や買い物等に利用できるよう計画

をしていただきたいという要望がありました。 

 また、若い職員の提案が上層部に届いていない

のではないかとの質疑では、行政評価システムの

中の一つに未来西予創造プランという計画をつく

っており、係長以下９０名程度で１６チームを編

成し、提案の場づくりを設けて、行政改革の意見

として吸い上げているとの答弁でした。 

 次に、光伝送路維持管理事業費の１，０８１万

５，０００円の減額補正の理由についての質疑が

あり、地権者の了解が得られ、ルートの一部改修

で工事が可能となり、３１５万円の工事費で施工

することになり、その差額分を減額補正した旨の

答弁がありました。 

 次に、教員住宅維持管理事業３１６万５，００

０円の改修工事の内訳に関する質疑があり、その

内容は畳の表がえ、ふすま交換及び雨漏り防止の

工事費であるとの答弁でした。関連して、教員住

宅から用途変更の考えはあるのかとの質疑につい

て、近い将来は用途変更して公営住宅に移管した

いと考えているとの答弁がありました。 

 次に、重要伝統的建造物群保存地区推進事業

１，２４０万３，０００円の内訳について質疑が

あり、市指定文化財である大門、通称鳥居門、御

成門の立地する１，７７７平米のうち、約２１５

平米の土地購入代及び不動産鑑定評価手数料、地

籍測量図作成委託料であるとの答弁がありまし

た。 

 今回の審査の中で、特に委員から要望があった

のは、全般的に審査事項の中で言葉だけの説明が

多いので、理事者は必要な補助資料などをしっか

りと準備して審査に臨んでほしいということで

す。例えば、土地の取得に関する事項の説明をす

る場合は、そこを示す位置図や写真等を提示して

対応していただきたいのです。これは審査を的確

に進めるために重要なことであるので、今後にお

いては善処願いたいと思います。 

 以上、委員長報告といたします。 

 平成２３年１２月２０日、総務常任委員会委員

長松山清。 

 

○議長 次に、酒井厚生常任委員会委員長の報告

を求めます。 

 １７番酒井君。 
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○酒井宇之吉厚生常任委員長 厚生常任委員会審

査報告書を申し上げます。 

 構成常任委員会の審査結果の報告を申し上げま

す。 

 去る１２月７日の本議会において、当委員会に

付託されました８議案について、１２月８日に担

当部課長の出席を得て委員会を開催し、審査を行

いました。 

 審査の結果は、お手元に配付の委員会審査報告

書のとおり、全議案を原案のとおり全会一致で可

決いたしました。 

 以下、議案審査の過程おいて質疑のありました

事項について、その概要を申し上げます。 

 初めに、議案第１１０号「平成２３年度西予市

一般会計補正予算（第４号）」のうち、当委員会

所管の予算審査では、人権対策費８１万７，００

０円についての質疑があり、築３０年を経過した

市の改良住宅において、宇和伊延、三瓶日ノ本、

向新田の３団地での雨漏り修繕が５６万７，００

０円、宇和瀬戸、三瓶川原の２団地で漏水管修繕

に９万７，０００円、宇和瀬戸団地で防犯灯支柱

１本の腐食による取りかえに８万円、三瓶蔵貫団

地で汚水管の詰まり除去に５万円、その他住宅の

住人から空き部屋の前に植栽された木々の伐採撤

去の依頼があり、その手数料が２万３，０００円

であるとの答弁でした。 

 また、障害者自立支援給付事業４，６７６万

４，０００円につきましての質疑では、改正障害

者自立支援法の一部施行に伴い、障害者の実費負

担を軽減するための家賃助成が始まったことに加

え、就労継続支援Ｂ型の整備が進み、利用者が大

幅にふえたことにより見込まれる障害者自立支援

給付費の支給増加額が４，６６４万８，０００

円、広報啓発用パンフレット作成費などの経費１

１万６，０００円であるとの答弁がありました。 

 老人施設災害復旧工事１２４万４，０００円に

ついての質疑では、台風１５号により崩壊した養

護老人ホーム奥伊予荘の敷地のり面を地方債によ

り修復を行う工事費１００万円のほか、裏山から

の大型排水路の集水槽に流木、トタン等のごみが

集積し、被害が出ており、これを修繕する工事費

２４万４，０００円を一般財源で計上していると

の答弁がございました。 

 続きまして、民間保育所運営費負担金支払事業

を１，０２０万円減額することへの質疑では、人

数の減と保育単価の変更によるものであり、西予

総合福祉会では１３人の減に対して２，８６５万

２，０００円の減額、また三瓶福祉会では６人の

減に対して１，８４５万２，０００円の増額とな

っています。三瓶福祉会の増額は保育単価による

もので、０歳から２歳児の単価が高いために生じ

たものであり、保育単価は各保育所の運営にかか

わる経費と人数から算出するものであるとの答弁

でありました。 

 また、保育所の運営に関連した芝生の維持管理

についての質疑では、本年度は民営が３園、公立

３園の芝生化事業を実施していますが、芝刈りが

大変で、週１回から２週間に１回、保護者を初め

地域の方々の協力を得て実施しているとの説明が

ありました。 

 そのほか、八幡浜南環境センターの継続使用に

向けた進捗状況の質疑では、これまでの経緯説明

と地元双岩地区がおおむね了承をしたことで、今

後も受け入れてもらえる旨の報告がありました。 

 次に、議案第１１４号「平成２３年度西予市上

水道事業会計補正予算（第３号）」についての審

査では、有形固定資産修繕費４５万７，０００円

についての質疑に対し、明浜上水道で昭和５０年

代に現国道３７８号沿いに布設された送水管の状

況写真が提示され、今後ふえるであろう老朽管の

漏水に対して、塩害等に強く耐震性のある水道管

を使用し、上水道全体の計画を立てた上で更新を

実施したいとの答弁がありました。 

 次に、議案第１１５号「平成２３年度西予市病

院事業会計補正予算（第３号）」では、委託料２

３２万３，０００円に対する質疑があり、従来か

らインターネット上に宇和病院のホームページを

設け、情報発信を行っているが、作成後１０年を

経過し、情報発信がますます重要となる現代にそ

ぐわない内容となっている。今回、構成の改善を

全面的に行うことで、ホームページの利用者が容

易にかつ迅速に必要とする情報を得ることができ

るようリニューアルするものであり、新病院建設

における進捗状況を初め、完成後を見据えた医師

及び看護師、また医療スタッフの募集等、最新情

報を発信していけるシステムの改修を予定してい

るとの答弁でございました。 

 以上、厚生常任委員会の報告とさせていただき

ます。 

 平成２３年１２月２０日、厚生常任委員会委員
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長酒井宇之吉。 

 以上であります。 

 

○議長 次に、小野産業建設常任委員会委員長の

報告を求めます。 

 ６番小野君。 

 

○小野正昭産業建設常任委員長 産業建設常任委

員会審査報告。 

 当委員会は、去る１２月７日の本会議におい

て、産業建設常任委員会に付託された議案２件、

下記報告５課分について、１２月８日、提案理由

の説明を求め、慎重に審査を行いましたので、そ

の報告を申し上げます。 

 審査経過及び結果は、お手元に配付の委員会審

査報告書のとおりであり、付託されました議案２

件については、報告書のとおり、原案全会一致に

より可決決定をいたしました。 

 今回の「平成２３年度西予市一般会計補正予算

（第４号）」における産業建設課所管分の主なも

のは、台風１５号に係る災害復旧の予算でありま

した。 

 審査の経過において、委員より質疑のありまし

た主な事項につき、その要点をご報告いたしま

す。 

 初めに、建設課所管分の審査経過につき、主な

内容をご報告いたします。 

 土木費の中の道路新設改良費で、野村町の市道

本町中村線舗装事業で、現在舗装されているイン

ターロッキングを再利用するかとの質疑があり、

設計では産業廃棄物として処理することといたし

ているが、再利用も検討している。また、カラー

舗装のイメージは宇和町と同じようなものかとの

質疑に対し、ほぼ同じであり、耐水性のカラー舗

装との答弁がありました。 

 次に、下水道課所管分の補正は、公共下水道特

別会計繰り出事業の減額補正のみの予算でありま

した。 

 次に、林業課所管分については、有害鳥獣捕獲

対策事業で、イノシシ、シカ、猿の抜本的及び根

本的な対策はないのかとの質疑対し、国、県及び

当市においても根本的な解決策はなく、大変苦慮

しており、関係各位にご協力をお願いしたいとの

答弁がありました。 

 また、県の管理する狩猟期間、休猟区がある

が、現在どのようになっているかとの質疑に対

し、休猟区でも駆除期間中は許可されているとの

答弁がありました。 

 商工観光課所管分については、三滝ロッジ及び

ふるさと交流館管理運営事業に係る修繕料である

との説明に対し、関連質疑として、指定管理者が

来年３月で辞退の申し出があるが、これからの管

理運営をどのようにしていくのかとの質疑に対

し、今後はロッジ、交流館及び地質館、視覚体験

館を含めたジオパーク構想の中で検討をしていく

考えであるとの答弁がありました。 

 観光費、市観光協会補助金についての質疑で

は、西予市新庁舎落成記念並びに宇和文化会館２

０周年記念事業の一環として催されるなんでも鑑

定団に係る広告費等であり、その概要は１月１０

日締め切り、３月１１日に収録との説明がありま

した。 

 農業水産課所管分については、ため池等農地災

害危機管理対策事業についての質疑があり、西予

市が実施するため池ハザードマップ作成を支援す

るため、愛媛県が先行して行う下流浸水被害想定

区域図作成に係る経費に対する負担金であり、負

担率２５％、対象施設は関地池、山田大池、松蔭

池、竜沢寺池４カ所の大型池が今回の対象である

との答弁に対し、今後の計画及び小型池について

はどのような計画があるのかの質疑に対しては、

当市において下流水域に５戸以上、堤体高１０メ

ートル以上、水量１，０００トン以上のため池は

１８池あり、今回は１０万トン以上のため池４カ

所である。残り１４カ所については今後調査を

し、平成２４年度において国の補助を受けて西予

市が実施の予定であり、１，０００トン以下の池

については検討中との答弁がありました。 

 議案第１１３号「平成２３年度西予市公共下水

道事業特別会計補正予算（第３号）」について

は、平成２３年度社会資本整備の交付があり、施

設整備費の計上及び歳入では消費税の還付金の計

上でありました。 

 審査の過程の中で、各委員より特に下記の３件

につき要請がありましたので、委員会の要望事項

として申し添えます。 

 １つ、土木、建築関係の設計、監理において

は、そのほとんどが委託業務であり、各事業での

適正な執行と効率化を進めるために専門技術員の

増員が必要と思われるので、職員採用、人事異動
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等で配慮されたい。 

 １つ、さきの定例会の折、市長との懇談会の中

で、委員会より強い要望をいたしました林道負担

金の軽減については、検討されることを再度強く

要望をいたします。 

 １つ、予算計上された工事全般において、現場

代理人の常駐義務緩和が、通信手段の発達した現

在においては、工事期間全般について現場代理人

が工事現場に常駐しなくても円滑な工事の遂行は

可能なため、一定の要件のもとに常駐義務の緩和

が出ている中で、地域振興の一助のためにも、業

者への早期の発注を強く要望する。 

 以上、審査報告とさせていただきます。 

 平成２３年１２月２０日、産業建設常任委員会

委員長小野正昭。 

 

○議長 次に、坂本西予市新市立病院建設特別委

員会委員長の報告を求めます。 

 ２４番坂本君。 

 

○坂本隆重西予市新市立病院建設特別委員長 西

予市新市立病院建設特別委員会審査報告書。 

 西予市新市立病院建設特別委員会の審査報告を

申し上げます。 

 去る１２月７日の本会議において、当委員会に

付託されました議案第１１５号「平成２３年度西

予市病院事業会計補正予算（第３号）」につい

て、１２月７日、委員会審査を行いました。 

 審査結果は、議案を原案のとおり全会一致で可

決いたしました。 

 なお、議案審査の過程において委員より質問の

ありました事項について、概要を抜粋してご報告

を申し上げます。 

 新病院建設費の委託料６６０万２，０００円は

医師住宅建築に係る設計業務委託料で、新しい医

師を確保するため、新病院建設完成までに少しで

も早く環境を整え、医師を迎える体制を構築する

必要があるためとの説明がありました。 

 なお、現時点では、一戸建て住宅３戸と集合住

宅９戸の計１２戸を敷地の東側に整備する計画と

の説明でありました。 

 また、来年１月８日に開催予定の医師と学生の

交流事業敬作とおイネの会の経費６７万円は、当

市における地域医療の現況や将来の医療体制につ

いて意見交換を行うことを目的としているとの説

明がありました。 

 委員より、新病院を木造で建築する検討はされ

たのかとの質疑には、この規模の病院では平成１

２年以降建築実績がなく、重い大型医療器材の積

載荷重に耐えられないこと、また建築基準法によ

る耐火建築物として耐火性能の条件をクリアする

ことが木造では困難との答弁がありました。ま

た、今回の医師住宅のうち一戸建て住宅３戸は木

造で、集合住宅も木造で検討中との説明がありま

した。 

 次に、敬作とおイネの会の該当者は何名かとの

質問には、西予市に縁がある医師や学生で１４０

名に案内しているとの答弁がありました。 

 最後に、麻酔科、産婦人科、小児科等の医師確

保のめどについて質問があり、いずれも厳しい状

況であるが、せめて婦人科については設置をした

い意向であるとのことでした。 

 以上、審査報告とさせていただきます。 

 平成２３年１２月２０日、西予市新市立病院建

設特別委員会委員長坂本隆重。 

 

○議長 以上で各委員長の報告は終わりました。 

 これより各委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 まず、議案第１０４号を採決いたします。 

 議案第１０４号「西予市田園ロマンの里づくり

基金条例制定について」は委員長報告のとおり決

定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１０４号

は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１０５号を採決いたします。 

 議案第１０５号「西予市体育施設整備基金条例

制定について」については委員長報告のとおり決

定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１０５号
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は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１０６号を採決いたします。 

 議案第１０６号「スポーツ基本法の制定に伴う

関係条例の整理に関する条例制定について」につ

いては委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１０６号

は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１０７号から議案第１０９号まで

の３件を一括採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１０７号「西予市立学校及び幼稚園設置

条例の一部を改正する条例制定について」から議

案第１０９号「西予市国民健康保険診療所条例の

一部を改正する条例制定について」までの３件は

委員長報告のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１０７号から議案第１０９号ま

での３件は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１１０号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１０号「平成２３年度西予市一般会計

補正予算（第４号）」は委員長報告のとおり決定

することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１１０号

は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１１１号から議案第１１５号まで

の５件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１１号「平成２３年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）」から議案第１

１５号「平成２３年度西予市病院事業会計補正予

算（第３号）」までの５件は委員長報告のとおり

決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１１１号

から議案第１１５号までの５件は原案のとおり決

定いたしました。 

 次に、陳情第５号及び陳情第６号を採決いたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 陳情第５号「大規模自然災害に対する防災対策

など、住民の安心・安全を支える行政サービスの

体制・機能の充実を求める陳情書」及び陳情第６

号「原発をなくし、再生可能な自然エネルギーへ

の転換を求める陳情書」は委員長報告のとおり不

採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、陳情第５号及び

陳情第６号は委員長報告のとおり不採択とするこ

とに決定をいたしました。 

 次に、要請第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 要請第１号「「地域主権改革」に関する要請

書」は委員長報告のとおり不採択とすることに賛

成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、要請第１号は委

員長報告のとおり不採択とすることに決定をいた

しました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後２時４８

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時５２

分） 

 ２４番坂本君。 

 

○坂本隆重西予市新市立病院建設特別委員長 先

ほどの委員長報告の中で、私誤って報告をした箇

所が１カ所ございます。訂正を申し上げます。 

 産婦人科と申したんですが、これは婦人科の誤

りでございまして、申しわけございません。 

 

○議長 以上のように坂本委員長のほうから修正

の申し出がありました。そのようにいたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました議案第１１６

号「西予市税条例の一部を改正する条例制定につ

いて」と発議第４号「西予市議会基本条例制定に

ついて」及び議員派遣の件についての３件を本日

の日程に追加し、追加日程として議題にいたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 
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  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、３件を本日の日程に

追加し、追加日程とすることに決定いたしまし

た。 

  （追加） 

○議長 追加日程第１、議案第１１６号「西予市

税条例の一部を改正する条例制定について」を議

題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 議案第１１６号「西予市

税条例の一部を改正する条例制定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、東日本大震災の被災者等の負担

軽減を図るため、地方税法の一部を改正する法律

等が平成２３年１２月１４日に公布され、同日か

ら施行されたことによるものでございます。 

 主な改正内容につきましては、被災者の災害関

連に伴う支出が今後も見込まれることから、住民

税において雑損控除の対象となる災害関連の支出

期間を現行の１年から３年に延長するものであり

ます。 

 また、平成２３年度分の申告書等の提出日以後

に支出された災害関連支出についても５カ年の雑

損控除の特例を適用することとするものでありま

す。よろしくご審議の上ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１６号は、会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１６号「西予市税条例の一部を改正す

る条例制定について」は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第２、発議第４号「西予

市議会基本条例制定について」を議題といたしま

す。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 西予市議会改革特別委員会委員長元親君。 

 １０番元親君。 

 

○元親孝志西予市議会改革特別委員長 それで

は、議案につきまして提案理由の説明を申し上げ

たいと思います。 

 発議第４号「西予市議会基本条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 西予市議会改革特別委員会では、調査を付託さ

れた９項目のうち、議会基本条例について精力的

に調査を進めてまいりました。 

 議会基本条例制定の必要性については、地方自

治のさらなる進展には市民と議会の信頼関係及び

協働の精神が重要不可欠であり、議会としての責

務を果たすためには二元代表制の意義を十分理解

し、これまで以上に公平、公正、透明な議会運営

及び開かれた議会づくりを推進する必要がありま

す。そのためには、これまでの地方自治法及び会

議規則、委員会規則等だけでは不十分であり、議

会として新たな行動指針が必要であります。市民

本位の立場を基本として政策提言や政策立案を積

極的に行うとともに、市民の多様な意見を反映し

ながら負託にこたえていくことを決意し、ここに

議員が活動していくに当たって議会の最高規範と

して西予市議会基本条例を制定するものでありま

す。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

 

○議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ２２番大竹君。 

 

○２２番大竹忠盛君 本基本条例は、本当に特別
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委員の皆さんが協議を重ね提案されたことについ

ては、その努力に対しては心から敬意をまずもっ

て表するものでございます。 

 ただ、私は今回本条例に賛成はする立場からの

質問を幾つかいたしたいと、このように思ってお

るわけであります。 

 その第１点は、基本条例を提案するまでのプロ

セスが多少急性過ぎたのではないかなと、こんな

思いを持っておるわけであります。今後のことも

ありますので、あえて委員長に質問をさせていた

だきたいと、このように思っておるわけでありま

すが、１つはＣＡＴＶにこの条例案を説明をされ

ておったわけでございますが、私の解釈が間違っ

ておるかもしれんのでありますが、あのときの基

本条例案は、私は素案ではなかったかなと、この

ように解しております。案となったのはきょう修

正をいただいてお諮りをいただきましたこれが案

ではないかなと、このように思っておるわけであ

ります。今後のこともあるもんですから、その見

解を委員長にお伺いをまずしたいと思います。 

 それから２点目は、議会では４つの条例がある

と、関連条例があると私は思っておるわけであり

ますが、この基本条例と関連する条例の整合性に

ついてどのように検討をされたか、その経緯につ

いてご質問をいたしたいと、このように思ってお

ります。 

 その一つが政治倫理条例でございます。 

 現条例は、私の記憶では、監視機能しかあの条

例の中にはうたわれていないと、このように思っ

ておるわけでございます。したがいまして、基本

条例の中に公平、公正で開かれた議会を目指すと

いうことになりますと、当然のことながら、政治

倫理条例の中に市民参加の道を開くべきであろう

と私は思っております。したがいまして、今条例

の中には、私は審査会が、当然開かれた議会とい

うことであれば、審査会という項目が入るべきで

はないかと、このように思っております。 

 ２つ目が政務調査費の関係でございます。 

 この基本条例、すべての分野にわたるわけであ

りますが、これは当然のことでもありますが、大

いに議員の資質を高めるためには調査研究、大切

な視点であろうと思うわけであります。 

 そこで、この調査研究について委員長の見解を

お尋ねしたいと、このように思いますが、これは

私見でありますけれども、私は報酬を１万円下げ

てでも研修、いわゆる政務調査費を上げて、みん

なが自由闊達に研修、検討ができるように整合性

を保つべきではないだろうかなと、これが２つ目

でございます。 

 ３つ目が議員報酬、これは当然ご承知のよう

に、審議会条例がございますので、そこにゆだね

るべきだと、このように思っておりますが、あえ

て質問をさせていただきたいことは、本基本条例

が２月２８日でしたか、施行される。ですので、

私はこの基本条例が制定された同時に、委員長の

負担、これは非常に重くなるし、権限その他につ

いても常任委員長の責務、あるいは特別委員長も

あろうかと思いますが、特に常任委員長は多忙を

きわめるのではないかと心配をしております。 

 また、そうでないと、この基本条例をつくった

意味が、ある意味ではないのではないか。委員長

が振り回されるぐらい忙しいということは、この

基本条例をつくった意味が大いに発揮されるとい

うことであろうかと思いますが、私は議長が４３

万３，６００円、副議長が３５万３，１００円、

我々議員が３２万３，０００円、このようになっ

ておるわけでありますが、私は委員長の報酬は幾

らか引き上げるべきだと、このようにきょう、今

も思っておるわけでありますが、このことについ

て、まず何もかも言うてもいけませんので、前

段、質問をさせていただきます。 

 

○議長 １０番元親君。 

 

○元親孝志西予市議会改革特別委員長 それで

は、ただいま大竹議員の質問に答えさせていただ

きたいと思います。 

 これはあくまでも私、私見ということでお許し

をいただきたいと思います。 

 まず初めに、今回の議会基本条例の制定、性急

過ぎたんではないかというご指摘でございます

が、これについて私の考え方を申し上げたいと思

います。 

 私は、今回の議会基本条例の上程は、時期を万

して出したというふうに思っております。ご案内

のように、２期目に入りまして、議会運営委員会

が毎年研修をしてまいりました。その研修目的

は、すべて議会基本条例と議会における一問一答

方式についての調査研究であったというふうに私

は思っております。初回、２期目の第１年目、二
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宮委員長の折には、三重県の三重市議会、伊賀市

議会のほうに行きましたが、これは日本で初めて

議会基本条例を制定した伊賀市議会を表敬訪問し

た、これが最初でございます。次に、山本委員

長、それから私、そして岡山委員長、これすべて

議会基本条例と一問一答方式の研修をしてまいり

ました。その間に、議員１０名参加いたしており

ますので、４回で合計４０名の議員がこの研修に

行っておるわけでございます。その中で、昨年１

２月にこの特別委員会を設立した目的は、これら

のことを踏まえて、そろそろ西予市においても議

会基本条例の制定に向けて調査研究してはどうか

ということで特別委員会を立ち上げたというふう

に私は理解をいたしております。 

 しかし、その中で議員の報酬、それから議員の

定数については、来年の４月に選挙が予定されて

おりますので、これを先に優先的にやろうという

ことで、議会改革基本条例の取り組みが若干おく

れました。その中で、これをいつごろを目標に上

程するかということで委員会で協議をいたしまし

たが、先ほど私が申し上げましたように、議長の

ほうから特別の要請もございまして、どうしても

１２月に上程をして、そして３月定例議会までに

この基本条例を運用して、そして不備があれば修

正もしながら新しい次の議会に引き継ぎたいとい

うことで、目標を掲げて取り組んでまいりまし

た。 

 当然、時間的な制約がありまして、大竹議員が

言われるように問題もあったと思いますが、しか

し我々はこの限られた時間の中で、精いっぱい努

力をいたしまして、充実したものをつくったとい

うふうな自負をいたしております。確かに、ご指

摘は理解できますが、我々限られた時間の中で、

あるたけの能力を使ってつくったということのご

理解をいただき、ぜひともご理解をいただきたい

というふうに思っております。 

 それから、先ほど指摘がありましたＣＡＴＶで

の放送でございますが、このことについても委員

会で研究をいたしました。 

 私どもが心配いたしましたのは、基本条例をつ

くって議会内で可決決定することは当然できるわ

けでございますが、今回の基本条例の中で私ども

は議会と市民との関係、それから議会と行政の関

係という条項をうたっております。当然、相手方

に対して迷惑もかかるわけでございますから、当

然意見のすり合わせをしておくべきであろうとい

うことで、行政のほうにもさせていただいておる

ところでございます。 

 また、市民に対していかなる方法をとるかとい

うことでいろいろ検討いたしましたが、時間的な

制約もございまして、方法としてとれる方法は、

まず市のホームページを使ってパブリックコメン

トをとったらどうか、あるいはまた今幸いに７月

２４日からＣＡＴＶが西予市全域に網羅されてお

りますので、これも活用させていただいてはどう

かということで、特別委員会のほうで協議をいた

しましてあのような報道をとらせていただいたと

いうふうに思っております。 

 内容等につきまして、あれは素案であって案で

はないんじゃないかというふうなご指摘でござい

ますが、私は案でいいんではないかなと、特別委

員会の案として提出をさせていただき、市民の皆

さんの意見を聞いて、修正の必要性があれば、ま

た特別委員会で協議をして修正も可能であるとい

う弾力性を持っておったつもりでございますの

で、案で私はよかったんではないかなというふう

に思っております。 

 それから次に、基本条例ほか３条例との整合性

についてということでございますが、これは条例

をつくる私ども素人として一番懸念してきたとこ

ろでございます。特に、上位にあります自治法な

り法律に違反しないか、そしてまた他の条例との

整合性についてどうかということは、当然素人と

して一番気を使って心配をしてきたところでござ

います。 

 そのことについては、私ども議会の能力にも限

界がありますので、この点については行政の担当

者のほうにお願いをいたしまして、この辺の整合

性については十分にチェックをしていただいてし

たところでございます。その中で、先ほど言われ

た政治倫理条例も並行して議論をしていくべきで

はなかったのかというふうな趣旨のご指摘であっ

たと思いますが、この件につきましては、今回の

基本条例とセットで議論するには時間的制約の中

で難しいと、政治倫理条例については既に制定さ

れているわけでございますから、これの見直しの

是非を含めて、これは新たにやるべきであるとい

うことで、基本条例制定後、また特別委員会の中

で協議をいたしまして、まずその是非の必要性か

ら入って議論をしていきたいというふうに思って
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おりますので、先ほど言われました委員会設置、

市民も参加する云々の話は、これからの議論にさ

せていただきたいというふうに思っております。 

 それから次に、大きい２番であったと思います

が、政務調査費の今後のあり方についてどうかと

いう質問であったと思いますが、当然今ほどご指

摘いただきましたように、この基本条例をもとに

我々が本格的に活動をしていくということになれ

ば、それなりに業務もふえてくるであろうという

ことは想定できると思います。しかし、やる前に

報酬を先に上げてくれというふうな話にはまだで

きないわけでありますから、政務調査費のあり方

等も我々が今後この基本条例に基づいてどこまで

できるのか、できたのかというふうな一定の評価

をもって、その後に政務調査費を上げるべきなの

か、あるいは報酬を上げるべきなのか、そういっ

た議論は今ここで議論するには多少性急過ぎると

思いますので、一定の成果を踏まえた上で今後議

論をしていくべきであろうというふうに思ってお

りますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○議長 ２２番大竹君。 

 

○２２番大竹忠盛君 ３回までしか質問の機会が

ございませんもんですから、今の委員長の答弁は

的確に答弁をいただいたと、このように解してお

るわけでありますけれども、ただ今回の条例は、

ご案内のとおり、最高規範という定めがあるわけ

でございます。当然、この条例が２８日、３月か

らは施行されるわけでございますんで、それまで

にある程度整合性を保つために、今後どのような

工程でこれらの関連条例の整合性を進めていかれ

るのか、あえてもう一度質問をさせていただきま

す。 

 

○議長 １０番元親君。 

 

○元親孝志西予市議会改革特別委員長 それで

は、大竹議員の質問に再度お答えをさせていただ

きたいと思います。 

 これから上程させていただきまして、議決をい

ただきましたら、まずこの基本条例につきまし

て、行政側からも要請がありましたし、また議会

の中でもあったわけでございますが、この基本条

例、わずか２２条でございますが、一条一条の解

釈にはかなりな幅があるであろうということが懸

念されます。そこで、解釈のそごを極力少なくす

るためには、やはりそれぞれの条項について製作

者である特別委員会のほうからその説明の文面は

要るんでないかということで、逐条説明文をつく

らせていただくということを今計画をさせていた

だいております。 

 今後の計画といたしまして、我々全力的に、精

力的にこの逐条説明書の作成に取りかかっていき

たいというふうに思っておりますが、これがいつ

できるかと言われますとちょっと回答苦しむんで

すが、目標では１月の早い段階でこれを仕上げ

て、そしてこのものを再度全員の皆さんに配付を

し、また行政側にも提出をさせていただきまし

て、その解釈の仕方というものの共有を図りたい

というふうに思っております。それがどの段階で

完了するかですが、でき得れば２月の早い段階で

そういった議会と行政側の調整をさせていただき

まして、最終的に特別委員会でこれでいいであろ

うと判断できるのが２月２０日ぐらい目標にいた

しております。そして、万端準備を整えまして、

２月２８日に公布施行をさせていただきたいとい

うふうな考えでおります。 

 その後は、後を追っかけ３月に定例議会が待っ

ているわけでございますから、その３月定例議会

にはこの基本条例をもとに定例会を進めていく、

また当然そのためには本会議のＣＡＴＶ中継をど

うするのとかいろいろな問題があろうと思いま

す。そういったものの調整は２月じゅうにさせて

いただきまして、混乱のないような対応で臨んで

いきたいというふうに思っております。そのこと

でご理解をいただきたいと思います。 

 それから、先ほど常任委員会の報酬等の話の質

問が抜けておったということでございますが、こ

れも常任委員長、それから政務調査費も同じであ

ろうと思います。我々が今後この基本条例をもと

にどれだけ努力できるのか、活動できるのか、そ

ういった判断基準をもって、これも今後検討して

いくべきであろうというふうに思っておりますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○議長 ２２番大竹君。 
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○２２番大竹忠盛君 最後の質問をさせていただ

きたいと、このように思っております。 

 これは、今後ルール化を図る、市側とも情報を

共有するという委員長の答弁であったかと、この

ように解しておるわけでございます。そこで、条

文について幾つか検討をいただきたいことについ

て委員長に質問をいたしたいと思います。 

 それは、第１点は第５条の３項でございます。 

 この中で、請願及び陳情は政策提言をする云々

という条文があるわけでございますが、私の解し

ておることには、内容は請願及び陳情等は、まず

受ける側がその願意が適当であるかどうかという

判断をしなければならない、このように思ってお

りますし、膨大な予算が伴う陳情や請願もあるか

と思いますし、あるいは西予市議会ではなくて国

政あるいは県政に伴う請願、要望も今後出てくる

んではないかなというふうに解しておるわけであ

りますが、政策提言ということになりますと、こ

の点もぜひルールの中で位置づけをはっきりして

ほしいと、まずこれが１つでございます。 

 それから、１２条の中でございますが、この条

文の中に迅速かつ的確に対応するという条文が入

っておりまして、これは結構なことだと、このよ

うに思っておりますし、十分この迅速かつ的確に

対応するということについても、委員会条例との

関連も当然出てくるだろうと思いますんで、この

点についても十分ご検討をいただきたい、このよ

うに思っております。 

 それから、１４条でございますが、この中には

調査機関を設置する、検討会を設置するという条

文が提案をいただいておるわけでありますが、こ

れはいずれも定めが必要ではないかと。もちろ

ん、委員長は先ほどこれらのことについてはやる

ということでございますが、これらの定めを明確

にしていただきたいと、このように思います。 

 以上、３点について委員長の見解をお伺いをし

たいと思いますし、これからも大変委員会の皆さ

んには精力的にご議論をいただかなきゃならんと

思っておりますし、大変ご無理やご迷惑をかかる

と思っておりますが、ご案内のとおり、議会基本

条例は議会ももちろんのことでありますが、我々

一人一人の議員の責務も、これも重大になってく

るわけでありますんで、行政側とのすり合わせも

含めて賢明な判断をお願いをいたして、私の質問

を終わります。 

○議長 １０番元親君。 

 

○元親孝志西予市議会改革特別委員長 それで

は、大竹議員の質問に再々度お答えをしたいと思

います。 

 まず、質問がありました基本条例第５条第３項

でございますが、請願及び陳情の取り扱い等につ

いての質問であったと思います。 

 このことにつきましては、きょう午前中に市長

とも会談をさせていただきました。その折に、委

員長として申し上げましたことが１点あるわけで

ございますが、今回の基本条例の制定目的は、あ

くまでも議会内の改革を目的とするものであっ

て、行政を拘束しようとかそういった目的で制定

したつもりは一切ありませんということを申し上

げさせていただきました。私どもは、まずとりあ

えず行政の云々よりも、まず議会がどうあるべき

なのか、どうしなければいけないのか、そういっ

た議会の改革をこの際にやりたいということで条

例制定を志したつもりでございます。 

 しかし、当然議会と行政が独立して分離してお

るわけではございませんので、当然我々が条例を

つくれば、関連する案件も出てきます。そのこと

につきましては、先ほど申し上げましたように十

分行政と議会の中でルールを作成して、そしてお

互いが納得した上で運営をしていくということ

は、これは基本的なことであろうと思いますの

で、そのことは十分ルールに従って運営していけ

るような形をつくって、運用をしていきたいとい

うふうに思っております。 

 それで、言われましたように、政策提案という

ことに対しまして、議会の執行権、予算権等々に

関して、議会が侵害をするんではないかというふ

うなことは特別委員会の中でも十分協議をさせて

いただきました。しかし、これについては今さら

申し上げるまでもなく、自治法の中で予算を必要

とする提案については提案権がないというふうな

条項もございますので、そういったものは十分に

我々は当然それに従ってやっていかなければいけ

ないわけでございますが、今現在既に私ども一議

員として、個人議員としては一般質問等々でそう

いった提案はさせていただいております。 

 ただ、私が一番残念に思うことは、今までの、

これは西予市議会のみならず全国の議会がそうで

あったと思いますが、議員活動はそれなりに十分
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活動されてきたと思います。ただ、唯一今までで

きてきてなかったというか、弱かった点は、議会

という機関としてどうであったかという、機関と

しての活動が市民の皆様に見えてなかったんでは

ないかということを心配いたしております。 

 そこで、私は今後議会として、まず議員各個人

が議員活動をすることはもちろんでございます

が、議会という機関としての活動というものを今

後検討していきたい、その中に政策提言云々が出

てまいります。そういったものも、先ほど言いま

したように、法律に触れない範囲の中で当然検討

されていくべきであろうというふうに理解してお

りますので、その点ご理解をいただきたいと思い

ます。 

 それから、１２条の行政課題等に迅速かつ的確

に委員会は対応をするということでございます

が、もうこれは一部既に実施をされております。

先般、産業建設常任委員会も現地のほうに出向い

ていきまして、愛宕山の落石云々については現地

調査も行ったり、現地のまた市民の皆さんの意見

を聞くというふうな行動もいたしております。こ

ういったことは、今後において常任委員会、必要

であれば現地に出向いていくなり、住民の皆さん

の意見を聞くという機会は今後どんどんふえてく

るであろうというふうに思っておりますので、こ

の条文に関してさほど問題を感じておりません。 

 それから、第１４条ですが、第１４条の調査機

関及び検討会の設置ということでございます。こ

れは、行政のほうからも質問もありましたが、既

に自治法の第１００条第１項、第２項の中で、こ

ういった調査機関及び検討会を設置できる条項は

既にあります。それに対して、新たにここでこう

いったものを設ける必要性はどういう必要性があ

るのかというふうな話でございましたが、私ども

が想定しておりますのは、今の自治法の中の百条

委員会、百条調査権、そういったものがある中

で、こういったことが既にできる仕組みになって

おりますが、そういった仰々しい委員会ではなく

て、状況によったら軽微な委員会というものが必

要な場合が発生するんではないか、既に発生もし

た事例もあるわけでございますが、そういったこ

とを想定して、当然議会内に特別委員会を設置す

ることもできるわけですから、改めてここでうた

わなくてもいいわけですが、私どもが想定してお

りますのは、特別委員会を設置するまでには及ば

ないが、しかし何らかの形式的な形が要る、委員

会的な組織が要ると、そういったことを想定して

この条文を設けておるというふうに思っておりま

す。当然、この具体的な内容等については、今後

また先ほど言いました逐条解説等々で説明をさせ

ていただきまして、ご理解をいただけるように努

力をしていきたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 １３番森川君。 

 

○１３番森川一義君 ２月２８日に、今度基本条

例が制定された場合にほかの市から西予市に研修

に来られますし、恐らく西予市にもオンブズマン

ができると思います。例えば、八幡浜市から研修

に来られた場合、西予市は自分たちに都合の悪い

政治倫理条例には手をつけなかったのかと思われ

ます。先ほどの大竹議員の質問に、政治倫理まで

の時間がなかったと言われましたが、これからの

予定をお聞かせください。 

 

○議長 １０番元親君。 

 

○元親孝志西予市議会改革特別委員長 それで

は、森川議員の質問にお答えをしたいと思いま

す。 

 まず、特別委員会、先ほど何度も申し上げてお

りますが、昨年の１２月に設置いたしました折

に、９項目の調査項目を掲げました。その中で優

先順位をつけて、皆さんとともに順次その協議を

進め、そして既に定数、報酬、それから議会での

一問一答方式等議決をいただいてまいったところ

でございます。当然、先ほど言われました政治倫

理条例も今回の調査項目に上げております。 

 ただし、今の政治倫理条例は私どもが西予市議

会になって初年度にできた初めてのこれ条例でご

ざいます。当時、総務委員会が提案をされまし

て、全会一致で可決をしたというふうに思ってお

りまして、私どもは頭の中では既に政治倫理条例

は満場一致で議決した条例が既にあるという認識

でおります。しかし、改正の必要性を提案される

のであれば、今後特別委員会でこの条例改正につ

いて、その是非から入って議論をさせていただ

き、調査を進めていきたいというふうに思ってお
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ります。 

 その順番は、この基本条例が終わりましたの

で、終わりましたが、この後逐条説明書とかいろ

いろ作成しなければいけない要件もふえてまいり

ましたので、年が明けてすぐにというわけにもい

きませんが、また特別委員会の中で協議をいたし

まして、まず我々が懸念をいたしておりますのは

改選後の議長の任期、それから各常任委員会の任

期、こういったものをどうするかという案件も控

えております。そういったものと今の政治倫理条

例を並行させていただきながら、審査を進めてい

ただき、特別委員会の見解としては３月の定例会

にはすべて上程できるように審査を進めていきた

いというふうに思っておりますので、そういうタ

イムスケジュールでご理解をいただきたいと思い

ます。 

 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 発議第４号は、会議規則第３７条第２項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 発議第４号は原案のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、発議第４号「西

予市議会基本条例制定について」は原案のとおり

決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第３、議員派遣の件につ

いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付いたしております本件を承認する

ことにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議員派

遣の件については、本件のとおり承認することに

決定いたしました。 

 この際、お諮りいたします。 

 ただいま決定いたしました議員派遣の内容につ

きましては、諸般の事情により変更が生じる場合

には議長に一任を願いたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 以上で全日程を終了いたしました。 

 三好市長から定例会閉会のあいさつがありま

す。 

 三好市長。 

 

○三好市長 平成２３年第４回西予市議会定例会

の閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げま

す。 

 １２月５日から１６日間の会期で開催された第

４回定例会は、本日すべての日程が終了の運びと

なりました。会期中、議員各位には本議会及び各

常任委員会におきまして、上程いたしました案件

につきまして滞りなく議了いただき、条例の制定

及び一部改正並びに補正予算などの重要な案件を

いずれも原案のとおり可決いただきました。ここ

に衷心より厚くお礼を申し上げる次第でありま

す。 

 ところで、今議会から一般質問に一問一答方式

が導入されたことから、私どもも少しばかりの戸

惑いがあったものの、真摯に答弁をさせていただ

きました。初めての取り組みでふなれな点もお許

しいただきたいと思いますが、ケーブルテレビを

通じてごらんいただいておる市民の皆様に対しま

してもわかりやすく、的確な答弁を心がけてまい

りたいと思います。 

 なお、今議会での質問のご意見、ご提言につき

ましては、でき得る限り尊重し、実行できるよう

努めてまいりたいと存じます。 

 また、先ほどは議員発議によって愛媛県内の市

町で初めての西予市議会基本条例が上程され、地

方自治の推進と議員各位の根幹をなす支柱として

可決されました。提案理由の説明に基づき、質問

とその応答のちょうちょうはっしを聞いています

と、この条例制定が活発な議会活動の一助になる

と拝察いたしました。私どもも当条例前文に掲げ
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られておりますように、地方自治の二元代表制の

意義を十分に考慮し、議会と相互の緊張感を保ち

ながら、ともに西予市政の推進に邁進してまいり

たいと存じますので、何とぞ市政推進に一層のご

尽力を賜りますようお願い申し上げます。 

 これから季節は厳寒に向かい、朝晩の冷え込み

は一層厳しくなります。議員各位におかれまして

は、健康にご留意をされ、輝かしい新年をお迎え

になられますことをご祈念申し上げますととも

に、平成２４年が西予市民の皆様、そして西予市

にとりまして跳躍の年になりますよう祈念いたし

まして、閉会のごあいさつといたします。まこと

にありがとうございました。 

 

○議長 これをもって平成２３年第４回西予市議

会定例会を閉会といたします。 

  閉会 午後３時３７分 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ 

に署名する。 

 

  西予市議会議長 

 

   同   議員 

 

   同   議員 
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平成２３年第４回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第１０４号 西予市田園ロマンの里づくり基金条例制定について 23.12.20 原案可決 

議案第１０５号 西予市体育施設整備基金条例制定について 23.12.20 原案可決 

議案第１０６号 
スポーツ基本法の制定に伴う関係条例の整理に関す

る条例制定について 
23.12.20 原案可決 

議案第１０７号 
西予市立学校及び幼稚園設置条例の一部を改正する

条例制定について 
23.12.20 原案可決 

議案第１０８号 
西予市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例

制定について 
23.12.20 原案可決 

議案第１０９号 
西予市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条

例制定について 
23.12.20 原案可決 

議案第１１０号 平成２３年度西予市一般会計補正予算（第４号） 23.12.20 原案可決 

議案第１１１号 
平成２３年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第３号） 
23.12.20 原案可決 

議案第１１２号 
平成２３年度西予市介護保険特別会計補正予算（第

３号） 
23.12.20 原案可決 

議案第１１３号 
平成２３年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第３号） 
23.12.20 原案可決 

議案第１１４号 
平成２３年度西予市上水道事業会計補正予算（第３

号） 
23.12.20 原案可決 

議案第１１５号 
平成２３年度西予市病院事業会計補正予算（第３

号） 
23.12.20 原案可決 

議案第１１６号 西予市税条例の一部を改正する条例制定について 23.12.20 原案可決 

陳情第  ５号 

大規模自然災害に対する防災対策など、住民の安

心・安全を支える行政サービスの体制・機能の充実

を求める陳情書 

23.12.20 不 採 択 

陳情第  ６号 
原発をなくし、再生可能な自然エネルギーへの転換

を求める陳情書 
23.12.20 不 採 択 

要請第  １号 「地域主権改革」に関する要請書 23.12.20 不 採 択 

発議第  ３号 
西予市し尿処理場問題等特別委員会の定数変更につ

いて 
23.12.20 原案可決 

発議第  ４号 西予市議会基本条例制定について 23.12.20 原案可決 

議会報告第７号 
西予市議会改革特別委員会の報告（議会基本条例制

定）について 
23.12.20 報  告 

 議員派遣の件について 23.12.20 承  認 

 

 


